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吉川委員　今回は昨年 6 月に宇部市医師会の会
長となられました黒川 泰 先生にお話を伺いたい
と思います。本日はお忙しい中、お時間を取って
いただき、誠にありがとうございます。実は黒川
先生は私にとって脳神経外科医の大先輩でいらし
て、私個人、以前より大変お世話になっておりま
す。数え切れないほどお酒の席などもご一緒させ
ていただいておりますが、こうして会長室でお話
させていただくと何か身の引き締まる思いがいた
します。
　それでは早速ですが、まず、新会長となられた
時のご心境についてお聞かせください。

黒川会長　私自身には、もともと宇部市医師会の
会長職というのは大変な重責というイメージがあ
りました。会長職というものは、医師会活動をき
ちんと勉強してこられて、ご自分の中にしっかり
と充実した中身を蓄えてこられた大先輩がやるも
の、と考えていました。私はこれまで理事として
通算 8 年間の経験しかなく、会長職は遠いもの
と考えていましたので、会長職に推された時には
正直、戸惑いを感じていました。それでも根っか
らの楽天家で、あまり深刻に物事を考える性質で
はありませんので、皆様が望まれるのならと引き

受けてしまいました。会長就任早々はほとんどの
ことが初めてのことでしたが、周囲からはこの会
長を育ててやろうというふうに思われたのか、い
ろいろなところから多くの助言や意見をいただき
ました。会長職につくと、これほど多くの方々と
お話をすることになるということは、そのとき初
めて分りました。でも、いろいろなお話を伺うこ
とができたことは、自分自身の中では最も勉強に
なる出会いであったと感じています。

吉川委員　黒川先生は開業なさる以前より理事と
して既に宇部市医師会でご活躍でしたし、後輩の
私からみるとまさに適任という思いでしたが、や
はり会長職となるとプレッシャーも大きいでしょ
うね。それでは宇部市医師会についてのご紹介を
お願いいたします。

黒川会長　宇部市医師会は大正 11 年（1922 年）
の 1 月 9 日、宇部市制の誕生とほぼ同時期に設
立され、もうすぐ 100 周年を迎えます。設立当
初は 26 名でのスタートだったと伺っております
が、平成 31 年 4 月 1 日時点では A 会員 145 名、
B 会員 119 名、C 会員 39 名の合計 303 名となっ
ています。平成 20 年度以降の会員数は、ほぼ
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300 名から 320 名程度の数を維持しております。
宇部市内には宇部市医師会以外にも山口大学医師
会があり、さらに同じ医療圏に山陽小野田市と美
祢市があるという少し複雑な環境の中で活動して
います。

吉川委員　宇部市医師会は山口県の郡市医師会の
なかでも大所帯なわけですが、その特色、良い点、
ぜひ他郡市の先生方に自慢できるような点はどの
ようなところでしょうか。

黒川会長　宇部市医師会の特色でもあり、最も良
い点の一つと考えておりますのは、宇部市行政と
の関係がうまくいっている点だと思います。宇部
市医師会では、これまで多くの先輩方が市行政と
の太いパイプを作ることに力を注いでこられまし
た。その結果、医師会執行部あるいは市長が代わっ
ても、常に緊密に連絡を取り合う関係が維持され
ています。ちなみに医師会総会の懇親会には、宇
部市長を始めとして医療・福祉・保健・教育関連
の市行政のトップ 20 名以上に毎年ご参加いただ
いております。また、年 1 回は医師会執行部と
宇部市との合同協議会も開催しております。顔が
見える関係を常に維持していますので、市行政か
らも、医療・福祉関連の施策を立案する際に、か
なり早い段階から医師会としての意見を求められ
ます。医師会としての考えを市民に還元するため
には、このような関係を継続していくことは今後
も非常に重要なことだと考えています。
　次に特色のある点は、地域連携活動に対する取
組みです。宇部市医師会では平成 3 年から病診
連携総会を開催して地域連携をスタートさせまし
た。この流れは、平成 11 年からの病院退院情報
連絡システムの整備、平成 18 年の地域連携推進
懇談会の設立、そして平成 25 年からの「さんさ
んネット」（宇部・山陽小野田・美祢圏域地域医
療連携情報ネットワーク）の構築 ･ 運用開始へと
繋がっています。平成30年度には、さんさんネッ
トを利用して 1 年間に 1,943 症例の情報が病院
からかかりつけ医に対して公開されています。ま
た、脳卒中や大腿骨頸部骨折に関連する地域連
携パスシステムについても、県下で最も早く整備

されて運用されています。山口大学病院、宇部興
産中央病院、山口労災病院を核とした水準の高い
医療を地域全体にいきわたらせるという観点から
も、地域での情報連携システムについては、今後
も必要性がますます高まるものと考えています。
　3 つ目の特色ですが、これは、会員が生涯教育
を受けるための環境が整っている点だと思いま
す。先程も触れましたように、すぐ近隣に山口大
学病院があり、それ以外にも全国的あるいは国際
的に医療をリードしておられるフロントランナー
の先生方が市内の病院に多くいらっしゃいます。
現在、宇部市医師会では会員の生涯教育に関連
する勉強会を 7 つ運営していますが、これらの
勉強会の演者や講師として、気軽に先生方にお越
しいただいており、これは会員にとって大きなメ
リットです。

吉川委員　行政と医師会の連携が円滑に行われる
ことは、市民の健康増進の役割を担う医師会とし
ても大変素晴らしいことですね。

黒川会長　宇部市が街作りそのものを考えるとき
の各種会議等で、かなり中枢のところに宇部市医
師会の代表を入れてもらっていますし、特に健康
福祉面での施策では必ず宇部市医師会の意見を取
り入れていただいており、大変ありがたいことだ
と思っております。

吉川委員　宇部市医師会とは別に山口大学医師会
があるのも宇部市の特徴の一つですが、医療連携
はもちろん、その他お互いの交流も盛んですね。

黒川会長　そうですね。交流と言えば「タウン・
アンド・ガウン」（宇部市医師会員と山口大学医
師の交流会）がその一つですね。大学のほぼすべ
ての科から教授を含む各科 4 ～ 5 人ずつの先生
方にお集まりいただき、必ず年 1 回交流を持っ
ています。考えてみたら、大学内でもあれほど大
勢の先生が一堂に会する機会はなかなかないので
はないでしょうか。先端医療の話題、各専門分野
の話から、かつての同僚・後輩などとの思い出話
まで、かなり濃い情報交換ができる会ですね。
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吉川委員　先程も出ました「さんさんネット」も
徐々に磨きがかかってきました。

黒川会長　そうですね。病院間でやりとりする
情報についても当初と比べてもかなり詳細な内容
まで公開していただけるようになってきていま
す。宇部興産中央病院の森谷浩四郎 理事が中心
となって、山口大学、山口労災病院の担当者の方々
にもご尽力いただき、大変ありがたく思っており
ます。今後さらなる新たな展開も期待できるかも
しれませんよ。

吉川委員　それは楽しみです。さて、会長に就任
されてもうすぐ 1 年になりますが、当初の心境
と比べ何か変化などあったでしょうか。

黒川会長　会長職に自分が推されることがはっき
りしたのが、平成 29 年の 12 月頃でした。それ
から平成 30 年 2 月の臨時総会で正式に選出され
て、6 月の定例総会で就任し、現在までほぼ 1 年
が経過したわけですが、最初の 1 年半は大変長
く感じました。はじめにも少し話しましたが、目
の前にこれまで自分が関わってこなかった課題
が常にあって、これに対して責任ある対応を求め
られる、というような立場に身を置いたことがな
かったので、新しい経験を毎日重ねると一日一日
が大変長く感じるものであることを初めて体験し
ました。今考えて見ますと、何とかやってこられ
たのは、一番には理事会メンバーの助言と協力が
あったためと思います。執行部には会長以外に 2
名の副会長、11 名の理事がいてくれます。宇部
市医師会では 1 か月に 2 回、理事会を開催して
おりますが、私の就任後は理事会を報告中心か
ら協議中心の会へと変革しようと動いてきました
し、現在ではベテランの理事から若手の理事まで、
皆が活発に発言する環境を整えることができてい
るのではないかと自負しています。彼らの意見が、
うろうろしていた新米の医師会長を導いてくれて
いるものと理解しています。自分自身に自信がつ
いたとまでは言えませんが、この仲間とこの議論
が継続できれば、方向を見失わないで医師会を牽
引することができるのでは、との思いはあります。

吉川委員　堅苦しい話ばかりではいけませんの
で、先生ご自身のことについてもお聞きしてよろ
しいでしょうか。はじめに申し上げたとおり、黒
川先生は脳神経外科の大先輩ですので私はよく存
知あげていますが、せっかくの機会ですのでこの
場でもご出身などご自身のこと、趣味などもお聴
かせください。

黒川会長　吉川先生は良くご存知と思いますが、
私はもともと脳神経外科医です。出身は長崎県
佐世保市で、高校までは長崎で、その後は山口大
学への進学で山口県に参りました。長崎県での生
活が 19 年、山口県での生活が 41 年で、もう完
全に山口県人になったと自分自身では感じていま
す。大学卒業後にいくつか病院を回った後に昭和
62 年から宇部興産中央病院の脳神経外科に勤務
して、そのままほぼ 20 年間、脳卒中を中心に診
療していました。この宇部興産中央病院勤務時代
に宇部市医師会の理事を 2 年間経験したことが、
その後の地域医療や地域連携を志すきっかけに
なっています。
　趣味についてあまり自慢できるものはありま
せんが、10 代の頃から美術に関心がありました。
病院時代には学会で訪れた街の美術館に行くこと
を楽しみにしていましたが、開業するとなかなか
学会で遠出をするわけにもいきません。現在では、
近隣の画廊などに顔を出して、少しずつ絵や工芸
品を手に入れることが多くなっています。山口県
出身の画家では香月泰男、他県の画家では福田平
八郎や高山辰雄に惹かれます。

吉川委員　この会長室の壁にも立派な絵（香月泰
男、舟越 桂、杉山 寧らの作品）が飾られていま
すね。
　それでは、最後に今後のことについて、抱負な
どよろしくお願いします。

黒川会長　医師会長としても、あるいは山口県の
一医師としても、今後最も重要なことは、いかに
して地域の人的医療資源を確保するか、というこ
とに尽きると考えています。先日の山口県医師会
報の「今月の視点」の中で加藤智栄 県医師会専
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務理事が述べておられましたが、医療圏別に見る
と宇部・小野田医療圏の医師数が全国25位となっ
ており、あたかも圏域内では医師は充足されてい
るように見られているところもあろうかと思いま
す。しかし、この数は主に山口大学の医師数によっ
てもたらされた数字上の誤解に過ぎません。医師
会としては直接、医師の養成にかかわることは困
難ですが、勤務医部会をサポートして勤務しやす
い病院環境作りに協力することや、新規開業医や
継承開業医が地域医療にスムーズに溶け込めるよ
うな配慮を継続していくことは必須のことと考え
ています。もちろん地域の看護力を維持するため

の看護学校の経営も継続していくつもりです。医
師会立の看護学校を取り巻く状況には大変厳しい
ものがありますが、准看護科と看護科を備えた数
少ない医師会立看護専門学校として、地域に根ざ
した看護師の養成をしっかり行っていきます。

吉川委員　先生のますますのご活躍と宇部市医師
会の発展を期待しております。本日はお忙しい中、
本当にありがとうございました。
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今月の視点
スフィア／人生会議

常任理事　前川　恭子

1. スフィア基準
　1990 年代、ルワンダの内戦が激化した。当時
高校生だった私は、新聞の国際面でかの地の民族
紛争を目にした。
　難民に対し各国から人道支援が入ったが、場当
たり的な援助では消化器系の感染症の拡大を阻止
することができず、調整機能が働かない支援と評
された。メディアを意識した支援対象の偏りも後
日指摘され、さまざまな反省からスフィア基準が
作られた。

　スフィアプロジェクトは、
①災害や紛争の被災者には尊厳ある生活を営む権
　利があり、従って援助を受ける権利がある
②災害や紛争による苦痛を軽減するために実行可
　能なあらゆる手段が尽くされるべきである
という 2 つの中核となる beliefs（信念）を基と
する。
　スフィア基準は 2018 年 11 月に改訂され、「ス
フィアハンドブック：人道憲章と人道支援におけ
る最低基準 2018」となった※。その構成は以下
の通りである。
①人道憲章：下記 3 項目の倫理的・法的背景
②権利保護の原則：被災者に対する支援機関の
　責任
③ 人 道 支 援 の 必 須 基 準（core humanitarian 
　standards）：効果的な支援を行うためのプロセ
　ス（ある意味本当の最低基準）
④衛生・食料・住居・保健に関する具体的基準

　スフィア基準は紛争被災者への支援だけでな
く、近年増加している災害発生時の支援の参考基
準ともなってきた。メディアは、この中の避難所
運営に関連するトイレの数や居住スペースに注目
し、私も当初は衛生や居住の基準に目がいった。
　だが、スフィア基準の要は「被災者の人権を守
ること」である。
　被災者は、自分たちも含めたさまざまな資源を
使いながら、徐々に生活を回復させる、又は新た
な生活を始める。その経過で、被災者に支援を受
ける権利があること、被災者が声を上げる権利を
持つことを、核となる「人道憲章」「権利保護の原 
則」「人道支援の必須基準」では示している。
　「権利保護の原則」では、支援によって被災者
の状況を悪化させないこと及び支援の内容を説明
する責任につき記載されている。支援団体から行
われる支援内容それぞれにつき、支援者は被災者
にきちんと説明し、被災者は納得した上で支援を
受ける。医療現場でのインフォームドコンセント
である。
　また、「人道支援の必須基準」も含め、被災者が、

「人権を侵害されている。この支援は妥当でない。」
と感じた時のため、それを伝えられる場を設定す
るよう記載されている。医療・介護の苦情相談の
ようである。
　説明されたことを自分で選ぶ余裕のない疲弊し
た被災者に、少しでも元の自分に戻ってもらい、
自分で支援を選べるよう手助けする。衛生・食料・
居住・保健に関する記述は、その環境を整えるた
めの基準に思われる。再度言及するが、避難所の
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トイレの数や居住スペースなどの具体的な数値基
準の基に、「被災者の人権を守ること」がある。

　そして、私は小さな違和感を覚えたのである。
　支援に対して文句を言うなど、とんでもないと
思う被災者、せっかくの支援に文句を言われる筋
合いはないと無意識に思う支援者には、被災者が
支援内容を評価することなど思い浮かばない。説
明を受けようが受けまいが、もらえる支援はすべ
ていただくという被災者、診察はどちらでもいい
から薬だけくれ、という患者さんに、「説明する」
本当の意義は発揮されない。
　自分の生き方にかかわることは自分で選ぶと思
えぬ被災者・支援者・地域に、スフィアを効果的
に実現できる土壌があるのだろうか。そのような
精神性の乏しい地では、地域医療構想のベッド数
削減先行のように、トイレの数や住居スペースが
先ず論じられるのではないか。
　スフィア基準は、自分たちの生活を自分たちで
作り上げることを自分の権利と分かっている人た
ちにこそ生きる基準に思えるのだ。

2. アドバンス・ケア・プランニング
　似たような違和感を、私は ACP（アドバンス・
ケア・プランニング）にも覚える。
　2018 年 3 月に厚生労働省は「人生の最終段階
における医療・ケアの決定プロセスに関するガイ
ドライン」を改訂し、11 月には ACP の愛称を「人
生会議」とした。
　人生会議では、医師などの医療者から適切な情
報の提供と説明がなされ、それに基づき話し合い
を行う。スフィアの説明責任に似る。本人の意思
が確認できる場合は、十分な話し合いを踏まえ、
本人による意思決定を基本とする。本人の意思を
確認できない場合は、本人にとって最善の方針を
家族と十分に話し合う。
　本人かつ／又は家族が医療者と一緒に考えては
選ぶ、この行為が繰り返される。

　自分の人生の選択を自分で行い、その選択の積
み重ねがその人の人生となる。自分の生き方を自
分で選べることが、その人の権利の一つであると

私は認識している。が、自分で選ぶ能力がありな
がら、自分の生活や人生にかかわる選択をしない
人、できない人に臨床では巡り会う。
　選ぶことから逃げてきた人は、自分で治療方法
を選ぶこともできず、目の前の医療者に選択を丸
投げする。自分で選んでも不安、医者が選んでも
不安、何でも不安で結局、病態を繰り返す。自分
の行為が病態の原因であっても、自分で対応を選
び行動を変えることを決められないので、原因を
取り除くことができない。
　自分の人生を自分で選ぶことを許されなかった
人、自分でない者が自分の人生を決めることが当
然である人も、外来の患者さんの中に多くいる。
虐待・DV・ハラスメントの被害者だけではない。
　選ぶことから逃げてきた人、選ぶことが当然で
ない状況で育ってきた人、自分で選ぶことが標準
でない人が、人生の最終段階が近づくから選べと
言われても、本人・家族・かかわる医療者に不毛
なエネルギーが要求されるばかりだ。
　説明された内容を自分で吟味し、その上で勇気
を持って何かを選ぶ行為は、それまで、実感を持
ち自ら選択してきた人だから、できることではな
いのか。

　自分の人生は自分で選んで良いと、当然のよう
に生きてきた人と、その人の人生はその人が選ん
で良いと当然のように思う家族と、同じように思
える医療者や介護者や災害支援者が、話し合いな
がら支援や生き方や死に方を選ぶ。状況の変化に
合わせ修正し、どうしようもないことは誰を責め
ることもなく、知恵を出し合い、できることをす
る。
　本当に意味ある人生会議は、そのような文化的
背景を持つ個人・家庭・地域だからこそできると
思う。そして、そのような地域はそう多くはない
と感じる。

　かかりつけ医として、時間をかけながら、患者
さんに自分で選ぶ練習をしてもらう。変わる患者
さんもいれば変わらぬ人もいる。ステレオタイプ
なマインドセットに邪魔されぬよう、うまく働き
かけ、時間をかけ地域にそのような文化を作る。
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　ACP は診療報酬で評価されるようになるだろ
うが、文化的背景を作る努力は評価されない。既
存の背景を見ぬままの施策に振り回され、人生会
議の成否や具体的な方法論が、医療現場に丸投げ
されているように思えてならない。通常の診療の
中で、患者さんの選択に費やすエネルギーがもっ
たいないと感じることもある。
　しかし、自分の人生を自分で選ぶ文化の中で生
きて死ねる方が、自分や自分の大切な人たちには
幸せだと私は思う。だから、目の前の患者さんに、
地道に働きかけ続けるのか、と考えている。

※スフィア基準最新英語版
　　　　（The Sphere Handbook 2018）
　https://www.spherestandards.org/

handbook-2018/

　「スフィアハンドブック 2018」日本語版は、
本文の訳文が下記 HP で公開されている（2019
年 6 月末時点）。
　https://jqan.info/documents/sphere_handbook/
　なお、スフィアハンドブック 2018 の中の「人
道支援の必須基準」（2014 年版では「コア基準」
とされていた）は、2014 年 12 月に公表された
core humanitarian standards がほとんどそのま
ま移行しており、英語版・日本語版ともに下記
HP より閲覧・入手できる。
　　https://jqan.info/documents/chs/
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開会宣言
　矢野議長、定刻、代議員会の開会を告げ、会長
の挨拶を求める。

会長挨拶
河村会長　われわれ医師にとって現在、一番問題

なのは医師不足で、2025
年に団塊の世代がすべて
75 歳以上になり、その時
には当然、医師も 75 歳以
上になっているわけで、こ
の問題を解決しない限り、

これからの山口県の医療は上手くいかないと感じ
ています。現在、働き方改革、医師の偏在等の問
題がありますが、これらすべてが医師不足の問題
に関係していると考えております。特に、卒業し
て研修 1 ～ 2 年の時には、山口県内に約 80 名居
られるわけですが、研修 3 年目、専攻医の時に
は一学年で約40名、10年で約400名となります。
何とかして、この問題を「オール山口」で解決す
ることが一番の近道だと考えており、できること
をやっていきたいと思っております。
　本日は平成 30 年度の事業報告並びに決算報告
等を行いますので慎重審議の程、よろしくお願い
いたします。

来賓挨拶
山口県知事（山口県健康福祉部　中本審議監 代読）

　山口県医師会定例代議員
会の開催に当たり、一言ご
挨拶を申し上げます。
　山口県医師会の皆様方に
は平素から、保健医療行政 
をはじめ県政全般にわた

り、格別のご理解、ご協力をいただいております
ことに対し、厚くお礼申し上げます。
　また、在宅当番医制による救急医療体制の充実
や、小児医療、がん対策、医師確保対策など、地
域における良質な医療を提供されるほか、県民の
医療や健康に関する学習の場として、県民公開講
座を開催されるなど、公衆衛生の向上に日夜、ご
尽力いただいていることに対し、深く敬意を表す
る次第です。
　さて、本県は、人口減少や少子高齢化など、多
くの課題に直面していますが、新たな時代を切り
拓き、夢や希望に満ちあふれた「活力みなぎる山
口県」の実現に向けて、今年度は新たな県政運営
指針「やまぐち維新プラン」に掲げた「産業」・「大
交流」・「生活」の「3 つの維新」に基づく取組み
を本格的に展開しています。
　とりわけ、県民誰もが希望を持って、いつまで
も安心して暮らし続けられる基盤を築く「生活維

山口県医師会
第 184 回定例代議員会

と　き　　
　令和元年 6月 13 日（木）
　　15：00 ～ 15：50　
ところ
　山口県医師会



令和元年 8月 山口県医師会報 第 1908 号

577

新」を実現するためには、医療提供体制の充実を
図ることが重要です。
　このため、県では「第 7 次山口県保健医療計画」
に基づき、より県民のニーズに即した良質かつ適
切な保健医療提供体制の構築や、地域の保健医療
を担う人材の確保等に取り組むとともに、「山口
県地域医療構想」の実現に向け、地域にふさわし
いバランスの取れた、医療機能の分化・連携をさ
らに推進してまいります。
　「令和」という新しい時代が幕を開けました。
私は、この時代においても山口県が、安心と希望
に満ちあふれたものとなるよう、新たな県づくり
をしっかりと進めていきたいと考えています。
　どうか皆様方には、地域医療の充実・発展に向
け、お力添えを賜りますとともに、今後、なお一
層のご支援、ご協力をいただきますようお願い申

し上げます。
　終わりに、山口県医師会の今後ますますのご発
展と、本日ご参会の皆様方のご健勝、ご活躍を心
から祈念いたしまして、ご挨拶といたします。

人員点呼
　矢野議長、出席代議員の確認を求める。
　事務局、確認の上、代議員定数 60 名、出席代
議員 54 名であることを報告。
　議長、定款第 25 条に基づく定足数を充たして
いることから会議の成立を告げる。

議事録署名議員の指名
　矢野議長、議事録署名議員に次の 2 名を指名。
　　小川　清吾（吉　南）
　　西岡　義幸（岩国市）

出席者

宇 部 市
長 門 市
美 祢 市
長 門 市
柳 井
光 市
光 市
山陽小野田
山陽小野田
岩 国 市
岩 国 市
岩 国 市
下 松
下 松
防 府
防 府
防 府
防 府
防 府
徳 山
徳 山

矢野　忠生
天野　秀雄
原田　菊夫
友近　康明
弘田　直樹
竹中　博昭 
廣田　　修
西村　公一
河村　芳高
小林　元壯
西岡　義幸
松浦　　晃
宮本　正樹
山下　弘巳
神徳　眞也 
山本　一成
木村　正統
村田　　敦
松村　康博
津田　廣文 
津永　長門 

徳 山
徳 山
徳 山
徳 山
萩 市
萩 市
山 口 市
山 口 市
山 口 市
山 口 市
山 口 市
宇 部 市
宇 部 市
宇 部 市
宇 部 市
宇 部 市
宇 部 市
下 関 市
下 関 市
下 関 市
下 関 市

髙木　　昭
小野　　薫
森松　光紀
長田　正夫
綿貫　篤志
玉木　英樹
淵上　泰敬
成重　隆博 
田村　博子
佐々木映子
林　　大資
黒川　　泰 
綿田　敏孝
西村　滋生 
山本　一嗣
内田　悦慈 
永谷　　学
木下　　毅 
赤司　和彦 
上野　雄史
宮﨑　　誠

下 関 市
下 関 市
下 関 市
下 関 市
下 関 市
下 関 市
美 祢 郡
吉 南
吉 南
熊 毛 郡
玖 珂
大 島 郡

飴山　　晶
綾目　秀夫 
石川　　豊 
野村　茂治
嶋村　勝典
堀地　義広 
坂井　久憲
西田　一也
小川　清吾
滿岡　　裕
藤政　篤志
野村　壽和

会 長
副 会 長
副 会 長
専務理事
常任理事
常任理事
常任理事
常任理事
常任理事
常任理事
理 事
理 事
理 事
理 事
理 事
理 事
監 事
監 事
監 事

広報委員

河村　康明
林　　弘人
今村　孝子
加藤　智栄
萬　　忠雄
藤本　俊文
沖中　芳彦
中村　　洋
清水　　暢
前川　恭子
白澤　文吾
山下　哲男
伊藤　真一
吉水　一郎
河村　一郎
長谷川奈津江
藤野　俊夫
篠原　照男
岡田　和好

岡山　智亮

代議員 県医師会
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会務報告
今村副会長　5 月 21 日に開催された令和元年度

第 1 回都道府県医師会長
協議会について報告する。
　冒頭、横倉会長は挨拶
の中で、「人生 100 年時代
に向けて治療中心の医療
から、生や老いに寄り添

う健康づくりと予防に力点を置いた取組みの推進
が重要であり、そのために『日医かかりつけ医機
能研修制度』をさらに進める。また、地域医療構
想の実現、働き方改革並びに医師偏在対策の重要
3 項目を進めていくが、地域医療対策協議会や地
域医療構想調整会議などが果たす役割は大変大
きく、都道府県医師会や郡市医師会がその議論を
リードし、現場目線で医療・介護の提供体制をしっ
かりと構築していくことが極めて重要となる。さ
らに、医師会が患者・国民に必要な医療政策を
提言・実行する団体であることを広く国民に訴え
るなかで、新たな時代の医療のあり方を国民とと
もに作りあげていかなければならないと考えてい
る」と述べられた。
　次に協議に入り、医療を取り巻くさまざまな
問題に関して日医の見解などを問う都県医師会か
ら提出された 9 つの質問・要望：①外来医療計
画の策定について（三重県）、②厚労省主導の新
たなシーリングについて（長崎県）、③へき地医
療における医師の確保について（秋田県）、④行
政提出文書の IT 化について（滋賀県）、⑤医療介
護人材確保のために有料職業紹介業者へ支払う紹
介手数料について（神奈川県）、⑥ ACP における
かかりつけ医の役割について（岡山県）、⑦これ
からのわが国におけるたばこ対策について（東京
都）、⑧日本医師会会員情報システムについて（愛
知県）、⑨地域枠・新専門医制度・働き方改革等、
制度の渦中にある後期研修医へのサポートについ
て（徳島県）、について日医の担当役員が回答さ
れた後、日医から第 8 回「日本医師会 赤ひげ大賞」
の候補者推薦等について協力依頼が行われた。
　詳細については、『日医ニュース』第 1387 号
を参照されたい。

議事（報告事項）
報告第 1号　平成 30 年度（2018 年度）山口県
医師会事業報告の件
今村副会長　平成 30 年度中に 31 名の会員がご
逝去された。

―全員起立し、黙祷を捧げる

生涯教育
　生涯研修セミナーでは、「AI 時代の医療の可能
性と課題」、「緩和ケアと終末期医療」などの幅広
いテーマを取り上げ実施した。
　第 101 回山口県医学会総会は下松医師会の引
き受けにより午前の特別講演２題を医師向けに実
施し、午後の市民公開講座では佐々部 清 監督を
お迎えし、多数の市民の皆様に聴講いただいた。
また、午前中に県内の中高生を対象にした医師の
職業体験を開催した。
　「指導医のための教育ワークショップ」を 1 泊
2 日の合宿形式で開催し、25 名が修了した。

医療・介護保険
　平成30年度の診療報酬（本体）はプラス0.55％
の改定となり、医科はプラス 0.63％となったが、
薬価・材料価格がマイナス 1.65％であったため、
全体としてはマイナス 1.19％のマイナス改定と
なった。診療報酬の問題点、改正点については積
極的に日医へ進言し、医療保険対策を講じている
ところであるが、その進言の基となるのは、郡市
医師会保険担当理事協議会及び社保国保審査委
員との協議会等から提出される意見であることか
ら、これら協議会等は非常に重要な意見交換の場
となっており、今後もその充実に努めていくとこ
ろである。
　介護保険については、郡市介護保険担当理事・
ケアマネ・訪問看護師との合同協議会を開催し、
関係機関等との連携強化・情報伝達に努めた。
　その他、認知症関連の研修会、地域包括診療加
算・地域包括診療料に係る研修会、勤務医のため
の主治医意見書の書き方講習会等を開催し、診療
報酬の施設基準等を満たすべく研修を実施した。
　また、31 年度から創設予定のオレンジドクター
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制度について、行政を含む関係者と協議を行った。

地域医療
　地域医療構想調整会議では、特に公立病院及び
公的医療機関等が策定した 2025 プラン（2025
年に向けた具体的な対応方針）についての協議が
進められた。また、調整会議の議論を活性化する
ため、県医師会担当役員も地域医療構想アドバイ
ザーの役割を担い、議論の状況や課題等を把握し、
必要に応じて技術的助言に努めた。
　外国人医療対策や新天皇即位による 10 連休へ
の対応など新たに生じる課題に対しても、その対
応に取り組んだ。
　「小児救急医療電話相談事業」は平成 16 年度
から実施しているが、小児科医会等と検討した結
果、地区での相談業務に従事する看護師等の継続
的な人材確保及び養成が難しいため、31 年度以
降は受託しないこととした。
　30 年度から日本医師会主催による JMAT 研修
が開催され、基本編と統括 JMAT 編に参加した。
　地域包括ケアシステムの構築については、郡市
医師会担当理事会議を開催し、先進的な事例を共
有して今後の取組みに活かした。
　全国有床診療所連絡協議会総会の担当県として
準備・運営に取組み、全国からの参加者を迎えて
盛会に開催することができた。

地域保健
　予防接種に関する知識と理解を深めることを目
的に研修会を開催した。
　学校医部会では、学校医研修会を企画し、「コ
ンタクトレンズ問題」について講演を行った。ま
た、30 年度新たに『学校医の手引き（第 4 版）』
の改訂作業を開始し、そのほか学校医が活動を記
録する「学校医活動記録手帳」を作成、配付した。
　学校心臓検診検討委員会では、『心電図判断基
準』の改訂を行い、「不整脈を持つ児童生徒の管理」
と題した研修会を実施した。
　糖尿病対策として、山口県糖尿病療養指導士講
習会を年４回開催し、修了認定試験合格者 158
名を認定し、全体で資格保有者は 1,056 名となっ
た。

　山口県と山口県糖尿病対策委員会で、「平成 29
年度糖尿病性腎症重症化予防の事業効果の検証に
ついて」を作成し、県医師会も含めた連名で「糖
尿病性腎症重症化予防プログラム 別冊：県内市
町の現状分析」を策定した。
　健康教育委員会では、テーマを「関節リウマチ」
として、健康教育テキストの内容を検討し、発行
した。
　がん対策では、緩和ケア医師研修会を開催した。
また、休日及び平日夜間にがん検診を実施する医
療機関へ助成する事業を実施した。
　健康スポーツ医学実地研修会では、フレイル・
サルコぺニアの実際と対策、姿勢制御と歩行時の
バランス調整法に関する研修会を実施し、多数の
参加があった。
　禁煙推進委員会では、禁煙教育スライドのリ
ニューアルを行った。
　県医師会主催の産業医研修会では、治療と職業
生活の両立支援の意見書の書き方や、勤労者の睡
眠呼吸障害を取り上げ、産業医の資質向上を図っ
た。

広報・情報
　医師会報の作成並びにホームページの充実に取
り組んだ。対外広報活動として 11 月に下関市民
会館にて県民公開講座「食事と運動の健康習慣」
を開催し、まず、全国各地から 169 作品の応募
があった第9回フォトコンテストの表彰式を行っ
た。特別講演では慶應義塾大学医学部教授の井上
浩義 先生に「最新の健康レシピ」と題して講演
いただいた。
　花粉情報提供事業としては、県内 21 測定機関
にスギ・ヒノキ花粉について 1 月から 4 月末日
まで毎日測定していただき、関係機関やマスコミ
等に対して情報提供を行い、4 測定機関には 5 月
から 12 月末日までイネ科花粉等の測定を行って
いただき、ホームページに掲載した。また、県民
公開講座「花粉症対策セミナー」を開催し、シン
ポジウム形式で行った質疑応答では多くの質問が
あった。
　情報事業では、日本医師会医療情報システム
協議会に出席、メインテーマ「明日の医療を彩る
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ICT」によりオンライン診療の現状と将来展望や
全国保健医療情報ネットワークについての発表が
あった。

医事法制
　本会が受け付けた事故報告は 18 件であった。
医療事故防止対策の一環として「医療紛争防止研
修会」を開催し、医師だけでなく医療従事者や事
務担当者などの全スタッフを対象に、紛争防止に
ついての再確認をしていただいた。また、各医療
機関の医療メディエーター養成のため、日本医療
機能評価機構と連携のうえ、「医療対話推進者養
成セミナー」（導入編と基礎編）を県内で開催し、
有資格者の増員に努めた。

勤務医・女性医師
　病院勤務医懇談会、市民公開講座、医師事務作
業補助者の活動支援、座談会シンポジウムなどを
企画、実施した。勤務医部会シンポジウムは「AI
で医療はどう変わるか」をテーマとした。また、
座談会は「山口県の専攻医を増やすには !?」と題
して専攻医に本音で語ってもらおうと企画した。
臨床研修への取組みとしては、山口県医師臨床研
修推進センターにおいて、臨床研修病院合同説明
会への参加、臨床研修医交流会の開催、指導医 ･
後期研修医等国内外研修助成事業等により、県内
の若手医師の確保 ･ 育成に努めた。
　男女共同参画部会では6つのワーキンググルー
プによる活動を継続した。部会総会では神奈川
県立保健福祉大学教授 吉田穂波 先生の受援力を
テーマにした講演及び特別企画としてパネルディ
スカッション「医学科入試 女子減点問題を通し
てみえてくるもの～今、何が問題なのか？」を実
施した。

医業
　医業経営の諸問題については、自民党山口県連
政策聴聞会で、地域医療介護総合確保基金の充実
強化、医師・看護職員確保対策、小児医療対策等
の説明と要望を行った。
　医療従事者確保対策としては、県下医師会立看
護学校の要望も受け、新規事業として「看護学校

課題対策検討会」を開催し、学校長や事務長だけ
でなく、運営にあたっておられる医師会長にもご
出席いただき、抱える問題について、より詳細な
検討を行った。
　昭和 51 年から毎年、各学院（校）の当番制で
開催しているバレーボール大会は宇部看護専門学
校の引受で開催した。なお、同大会については、
各看護学校のご意見ご要望と実状をふまえ、本会
で慎重に協議した結果、30 年度をもって終了と
することとした。

※詳細については本号 588 ～ 604 頁参照。

議事（議決事項）
議案第 1号　平成 30 年度（2018 年度）山口県
医師会決算の件
長谷川理事　平成 30 年度の決算額は、当期収入
合計額 5 億 2,312 万 3,959 円で、前期繰越収支
差額 4 億 8,938 万 6,427 円と合わせると収入合
計は 10 億 1,251 万 386 円となった。これに対
して、当期支出合計は 4 億 8,576 万 6,628 円で、
当期収入から支出を差し引いた当期収支差額は
3,735 万 7,331 円となり、その結果、次期繰越
収支差額は 5 億 2,674 万 3,758 円となった。

収入の部
　Ⅰの会費及び入会金収入は 2 億 6,577 万 270
円で予算と比べて 100.3％となり、会費収入は
2 億 4,977 万 270 円で予算と比べて 0.1% の減、
入会金収入は 1,600 万円で 6.7％の増となった。
　Ⅱの補助金等収入は 1 億 1,597 万 4,241 円で
予算額に対して6.2％の減となった。その内訳は、
1 の補助金収入が 4,003 万 9,250 円で予算額に
対して 0.1% の増となった。２の委託費収入は
6,908 万 8,991 円で 3.1％の減である。減額の主
な理由は、県からの委託事業である休日がん検診
体制整備支援事業が 223 万 832 円、山口県医師
臨床研修推進センター運営事業の 297 万 6,810
円が予算と比べて減額となっているが、これは事
業実績に基づく精算のためである。次に負担金収
入だが、644 万 6 千円で 45.8％の減となってい
る。減額の主な理由は、全国有床診療所連絡協議
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平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日まで

平 成 30 年 度 山 口 県 医 師 会 収 支 計 算 書

（単位：円）

収　入　の　部

⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷ ⁷⁷ ⁷⁷ ⁷⁷ ⁷⁷ ⁷⁷⁷⁷

⌐

∆╢

⁷з⁷ ┘ 265,022,000 265,770,270 748,270 100.3

⁷⁷⁷ ⁷ ⁷⁷ ⁷⁷ ⁷⁷ 250,022,000 249,770,270 ỏ 251,730 99.9

⁷⁷⁷ ⁷ ⁷ ⁷ ⁷ ⁷ 15,000,000 16,000,000 1,000,000 106.7

⁷и⁷ 123,575,000 115,974,241 ỏ 7,600,759 93.8

⁷⁷⁷ ⁷ ⁷ ⁷ ⁷ ⁷ 39,998,000 40,039,250 41,250 100.1

20,240,000 0 ⁷ 20,240,000

6,881,000 ỏ 39,000 ⁷ 6,842,000

1,507,000 250 ⁷ 1,507,250

200,000 0 ⁷ 200,000

1,520,000 0 ⁷ ה 1,520,000

740,000 0 ⁷( ) 740,000

1,000,000 0 ⁷ 1,000,000

300,000 0 ⁷ ─√╘─ 300,000

250,000 0 ⁷ ≥╙ 250,000

500,000 0 ⁷ - 500,000

200,000 0 ⁷ 200,000

450,000 0 ⁷ 450,000

510,000 0 ⁷ 510,000

100,000 0 ⁷ ⅛⅛╡≈↑ 100,000

500,000 0 ⁷ ╩ ╢√╘─ 500,000

100,000 80,000 ⁷ 180,000

5,000,000 0 ⁷ 5,000,000

⁷⁷⁷ ⁷ ⁷ ⁷ ⁷ ⁷ 71,277,000 69,088,991 ỏ 2,188,009 96.9

1,386,000 ỏ 15,170 ⁷ 1,370,830

70,000 30,000 ⁷ 100,000

150,000 0 ⁷ 150,000

200,000 0 ⁷ 200,000

950,000 0 ⁷⅛⅛╡≈↑ 950,000

948,000 0 ⁷ 948,000

246,000 0 ⁷ 246,000

11,408,000 0 ⁷ 11,408,000

985,000 0 ⁷ 985,000

1,594,000 0 ⁷ 1,594,000

320,000 0 ⁷AED 320,000

1,750,000 ỏ 919,687   830,313

3,000,000 0   3,000,000

13,830,000 ỏ 2,230,832 ⁷ ⅜╪ 11,599,168

14,235,000 ỏ 2,976,810 ⁷ 11,258,190

305,000 0 ⁷ 305,000

500,000 0 ⁷ 500,000

400,000 0   ꞉כ◒◦ꜛ♇ⱪ 400,000

0 3,059,571   3,059,571

19,000,000 864,919 ⁷ 19,864,919

⁷⁷⁷ ⁷ ⁷ ⁷ ⁷ ⁷ 11,900,000 6,446,000 ỏ 5,454,000 54.2

5,000,000 0   ☿fi♃כ 5,000,000

250,000 ỏ 250,000 ⁷ ─ ≤ ╩ ⅎ╢ 0

6,650,000 ỏ 5,204,000   1,446,000

⁷⁷⁷ ⁷ ⁷ ⁷ ⁷ ⁷ 400,000 400,000 0 100.0

⁷й⁷ ⁷ ⁷ 47,172,000 46,438,018 ỏ 733,982 98.4

⁷⁷⁷ ⁷ ⁷ ⁷ 47,172,000 46,438,018 ỏ 733,982 98.4

1,414,000 1,515,120 101,120 ⁷ 1,515,120

3,000,000 1,788,084 ỏ 1,211,916 ⁷ 1,788,084

42,758,000 43,134,814 376,814 ⁷ 43,134,81443,134,81443,134,81443,134,814

220,000 ⁸ 557,280

3,495,000 ⁸ 200,000

1,055,000

16,889,401

189,000 ─ ⅝ 3,000

─ ⅝ 20,000 ⁷ ♅◔♇♩ 2,972

8,622,361  ◖fiⱬfi◦ꜛfi 100,000

ה 1,681,400

⁷к⁷ 134,703,000 94,941,430 ỏ 39,761,570 70.5

⁷⁷⁷ ⁷ 58,930,000 58,930,000 0 100.0

⁷⁷⁷ ⁷ 25,772,000 26,111,430 339,430 101.3

⁷⁷⁷ ⁷ 50,000,000 9,900,000 ỏ 40,100,000 19.8

⁷⁷⁷ ⁷ 1,000 ỏ 1,000 0.0

⁷⁷ ⁷⁷(A 570,472,000 523,123,959 ỏ 47,348,041 91.7

⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷

( ) 8,250,000 ⁸ 850,000

187,000 812,400
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（単位：円）
支　出　の　部

⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷ ⁷⁷ ⁷⁷ ⁷ ⁷ ⁷⁷⁷⁷

⌐

∆╢

⁷з⁷⁷з⁷⁷з⁷⁷з⁷ 195,278,000 149,594,769 45,683,231 76.6

⁷⁷ ⁷ ⁷ ⁷ ⁷ 16,297,000 14,471,712 1,825,288 88.8

10,071,000 541,199 ⁷ 9,529,801

1,020,000 240,000 ⁷ 780,000

2,177,000 ỏ 48,500 ⁷ 2,225,500

300,000 120,000   ∕─ ─ 180,000

1,729,000 807,440 ⁷ 921,560

1,000,000 165,149 ⁷ ─ 834,851

⁷⁷ ⁷ ה 12,341,000 10,277,399 2,063,601 83.3

7,322,000 1,590,416 ⁷ 5,731,584

3,072,000 213,785 ⁷ 2,858,215

1,553,000 175,500 ⁷ 1,377,500

394,000 83,900 ⁷ 310,100

⁷⁷ ⁷    46,716,000 33,574,854 13,141,146 71.9

2,843,000 1,856,360 ⁷ ─ 986,640

1,510,000 70,702 ⁷ ה 1,439,298

13,987,000 2,148,635 ⁷ 11,838,365

1,315,000 ỏ 169,330 ⁷ 1,484,330

9,440,000 4,088,905 ⁷ ◔▪◦☻♥ⱶ─  5,351,095

16,461,000 4,985,874 ⁷ 11,475,126

1,000,000 0   1,000,000

160,000 160,000 ⁷ 0

⁷⁷ ⁷ ⁷ ⁷ ⁷ 34,893,000 24,797,883 10,095,117 71.1

1,322,000 487,276 ⁷ ה 834,724

5,915,000 2,309,298   3,605,702

25,080,000 7,088,191 ⁷ ה 17,991,809

2,576,000 210,352 ⁷ 2,365,648

⁷⁷ ⁷ ⁷ ה ⁷ 19,461,000 14,569,911 4,891,089 74.9

4,647,000 2,836,299 ⁷ 1,810,701

⁷⁷⁷ 9,696,000 858,565 ⁷ 8,837,435

2,792,000 606,145 ⁷ ◦☻♥ⱶ 2,185,855

2,326,000 590,080 ⁷ 1,735,920

⁷⁷ ⁷ ⁷ ⁷ ⁷ 6,968,000 4,924,403 2,043,597 70.7

2,249,000 ỏ 196,824 ⁷ 2,445,824

4,165,000 1,856,821   2,308,179

554,000 383,600 ⁷ 170,400

⁷⁷ ⁷ ה 37,144,000 29,516,643 7,627,357 79.5

7,641,000 1,971,337 ⁷ 5,669,663

22,468,000 5,720,666 ⁷ 16,747,334

7,035,000 ỏ 64,646 ⁷ 7,099,646

⁷⁷ ⁷ ⁷⁷⁷⁷ 21,458,000 17,461,964 3,996,036 81.4

504,000 504,000 ⁷ 0

20,159,000 2,794,326 ⁷ 17,364,674

354,000 354,000 ⁷ 0

441,000 343,710 ⁷ 97,290

и⁷∕─ ─и⁷∕─ ─и⁷∕─ ─и⁷∕─ ─ 48,000 47,100 900 98.1

⁷ ⁷ ⁷⁷ 48,000 47,100 900 98.1 ה   47,100

⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷



令和元年 8月 山口県医師会報 第 1908 号

583

⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷ ⁷⁷ ⁷⁷ ⁷ ⁷ ⁷⁷⁷⁷

⌐

∆╢

й⁷й⁷й⁷й⁷ 325,832,000 302,480,343 23,351,657 92.8

⁷ ⁷ ⁷⁷⁷⁷ 37,389,000 31,315,716 6,073,284 83.8

1,440,000 576,908 ⁷ ⁷⁷⁷ 863,092

2,168,000 1,535,700 ⁷ 632,300

5,291,000 1,527,614 ⁷ 3,763,386

340,000 100,000 ⁷ ─ 240,000

4,375,000 1,149,120 ⁷ 3,225,880

1,893,000 ỏ 42,393 ⁷ 1,935,393

2,384,000 763,170 ⁷ 1,620,830

⁷⁷ 1,620,830

625,000 83,200   541,800

872,000 291,765 ⁷ 580,235

843,000 391,100 ⁷ 451,900

2,800,000 ỏ 130,000 ⁷ 2,930,000

283,000 ỏ 172,900   455,900

14,075,000 0   14,075,000

⁷ ⁷ ⁷⁷⁷⁷⁷ 288,443,000 271,164,627 17,278,373 94.0

⁷⁷⁷(1)⁷ ⁷⁷⁷⁷⁷⁷ 74,018,000 74,018,000 0 100.0

12,020,000 0 ⁷ 12,020,000

3,068,000 0 ⁷ 3,068,000

58,930,000 0 ⁷ 58,930,000

⁷ 92,718,693

⁷⁷⁷(2)⁷ ⁷⁷ ⁷⁷ ⁷⁷ 126,360,000 118,244,029 8,115,971 93.6

99,521,000 7,388,401   92,132,599

1,067,000 1,067,000 ⁷   ⁷ 0

25,772,000 ỏ 339,430 ⁷ 26,111,430

⁷⁷⁷(3)⁷ ⁷ ⁷ ⁷ ⁷ 20,755,000 17,510,560 3,244,440 84.4

2,290,000 ỏ 34,050 ⁷ 2,324,050

18,465,000 3,278,490 ⁷ 15,186,510

⁷⁷⁷(4)⁷ ⁷ ⁷ ⁷ ⁷ 16,000,000 13,841,260 2,158,740 86.5

⁷⁷⁷(5)⁷ ⁷⁷⁷ ⁷⁷⁷ 3,000,000 2,611,389 388,611 87.0

⁷⁷⁷(6)⁷ ⁷⁷⁷ ⁷⁷⁷ 16,900,000 13,878,246 3,021,754 82.1

5,500,000 1,302,584 ⁷ 4,197,416

1,400,000 ỏ 25,498 ⁷   1,425,498

4,000,000 674,925 ⁷ 3,325,075

4,000,000 626,455 ⁷ 3,373,545

2,000,000 443,288 ⁷ ⁷ ⁷ 1,556,712

⁷⁷⁷(7)⁷ ⁷ ⁷ ⁷ ⁷ 1,000,000 169,560 830,440 17.0

⁷⁷⁷(8)⁷ ⁷ ⁷ ⁷ ⁷ 14,910,000 12,970,023 1,939,977 87.0

11,710,000 308,653 ⁷ 11,401,347

3,500,000 98,404     3,401,596

2,650,000 ỏ 235,760 ⁷⁷ 2,885,760

4,670,000 96,638 ⁷⁷ 4,573,362

550,000 399,288     150,712

340,000 ỏ 49,917 ⁷⁷ 389,917

2,000,000 1,320,832 ⁷   ⁷ 679,168

1,200,000 310,492 ⁷   ( ) 889,508

⁷⁷⁷(9) ⁷ ⁷⁷⁷ ⁷⁷⁷ 3,000,000 3,758,945 ỏ 758,945 125.3

⁷⁷ (10)   ┘⌐ 12,000,000 14,008,975 ỏ 2,008,975 116.7

12,792,475 ⁸ 416,500

100,000 ⁷ 700,000

⁷⁷ (11)⁷ ⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷ 500,000 153,640 346,360 30.7

⁷к⁷⁷к⁷⁷к⁷⁷к⁷ 9,000,000 9,900,000 ỏ 900,000 110.0

⁷⁷⁷ ⁷ 9,000,000 9,900,000 ỏ 900,000 110.0 ⁷

⁷л⁷⁷л⁷⁷л⁷⁷л⁷ 22,688,000 23,744,416 ỏ 1,056,416 104.7

⁷⁷⁷ ⁷ 16,600,000 16,600,000 0 100.0

⁷⁷⁷ ⁷ 6,088,000 7,144,416 ỏ 1,056,416 117.4

⁷⁷⁷ ⁷ 0 0 0

⁷⁷⁷ ⁷ 0 0 0

⁷               ⁷( 552,846,000 485,766,628 67,079,372 87.9

⁷ ⁷⁷⁷ 17,626,000 37,357,331 ỏ 19,731,331

⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷
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正　味　財　産　増　減　計　算　書
平成 30年 4月 1日から平成 31年 3月 31日まで

（単位：円）



令和元年 8月 山口県医師会報 第 1908 号

585

会総会山口大会が台風の影響で参加者が大幅に減
少し、参加料等の収入が減額となったためである。
　Ⅲの雑収入については、4,643 万 8,018 円と
なっており、主なものは各種保険取扱いの事務手
数料が 2,551 万 1,762 円で全体の約 55%を占め
ている。
　Ⅳの特定預金取崩収入は 9,494 万 1,430 円で
29.5％の減となっている。主な内訳は、平成 30
年 4月 1日で 70歳に達した第１号会員へ会館運
営借入金の返済のために財政調整積立金を取り崩
したもの並びに役職員の退職積立金を取り崩した
ものである。
　以上で当期収入は5億2,312万3,959円となっ
た。

支出の部
　Ⅰの実施事業の総額は 1億 4,959 万 4,769 円
で、予算額に対する執行率は 76.6％となってい
る。1の生涯教育は 1,447 万 1,712 円の支出で、
医学会総会、研修セミナー、体験学習、指導医の
ための教育ワークショップなどに要した経費と学
会助成金や山口県医学会誌の発行経費等で執行
率は 88.8％となっている。2の医療・介護保険
は 1,027 万 7,399 円の支出となり、医療保険に
おいては保険委員会、審査委員合同協議会の開催
経費等で、介護保険においては認知症の研修会開
催経費などであり、執行率は 83.3％である。３
の地域医療は 3,357 万 4,854 円の支出で、小児
救急医療電話相談事業や警察医会、有床診療所関
連などに要した経費等で執行率は 71.9％である
が、地域包括ケアシステムの構築で、在宅医療推
進にかかる郡市医師会からの助成申請が見込みを
下回ったことや先ほど収入の部で説明したが、全
国有床診療所連絡協議会総会の参加者が減少し
たために大会経費が見込みを下回ったことが予算
に比べた主な減額の要因である。４の地域保健は
2,479 万 7,883 円で執行率は 71.1％であり、妊
産婦・乳幼児保健関係、学校保健関係、成人・高
齢者保健、産業保健関係等に要した経費である。
執行率が低い原因については、学校保健におい
ては会議の開催経費や旅費が見込みを下回ったこ
と並びに成人・高齢者保健では県からの委託事業

である休日がん検診体制整備や緩和ケア医研修事
業の実績が見込みを下回ったほか、会議開催経費
等が見込みを下回ったことによるものである。５
の広報・情報は 1,456 万 9,911 円の支出であり、
会報編集発行や花粉情報システム、医療情報関連
などに要した経費である。執行率については、広
報活動において日医の連絡会議や国民医療を守る
ための国民運動などが開催されず旅費等の経費が
見込みを下回ったことにより、74.9％となって
いる。６の医事法制は 492 万 4,403 円の支出で
あり、医事紛争対策や医療事故調査制度などに
要した経費で執行率は 70.7％であるが、これは
診療情報提供に関する事業において、医療事故調
査委員合同会議などの開催経費や旅費が見込みを
下回ったことによるものである。７の勤務医・女
性医師は、2,951 万 6,643 円の支出であり、勤
務医対策や山口県医師臨床研修推進センター運営
事業、女性会員対策に要した経費である。勤務医
対策に関する事業において、総会や役員会などの
会議経費が見込みを下回ったことや、県からの委
託事業である山口県医師臨床研修推進センター運
営事業で会議等の開催経費が見込みを下回ったこ
とにより、執行率は 79.5％となっている。８の
医業は 1,746 万 1,964 円の支出で、主に看護学
校への助成など医療従事者確保対策等に要した経
費である。執行率については、医療従事者確保対
策で医師会立看護学校が行う研修会開催などに対
する助成などが見込みを下回ったことなどにより
81.4％となっている。
　Ⅱのその他事業の 4万 7,100 円は山口県医師
会労働保険事務組合の図書費・会費である。
　Ⅲの法人事業は総額３億 248 万 343 円で執
行率は 92.8％となっている。１の組織の支出は
3,131 万 5,716 円で執行率 83.8％であるが、調
査研究で印刷製本費、郡市医連絡で連絡調整旅費
等が、それぞれ見込みを下回ったことによるもの
である。また、実施事業で説明したが、実施事業
では認められないものを法人に移行している。社
会貢献事業では、山口ゆめ花博への協賛金 250
万円などがある。公費助成制度交付金は郡市医師
会に交付しているものである。２の管理費の総額
は 2億 7,116 万 4,627 円であるが、これは本会
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を運営するために毎年度経常的に要する経費であ
る。
　Ⅳの借入金返済支出の 990 万円は、平成 30
年４月１日で 70歳になられた第１号会員、また、
第１号から第２号・第３号に変更された会員及び
退会者に対する会館運営借入金返済支出である。
　Ⅴの特定預金支出の 2,374 万 4,416 円は、役
職員退職金引当預金支出である。また、昨年度と
同様に新公益法人移行のため遊休財産保有限度額
を考慮し、財政調整積立金・会館改修積立預金支
出は 0としている。
　以上で支出合計は 4億 8,576 万 6,628 円で執
行率は 87.9％となった。
　公益会計基準を採用した正味財産残高は 19億
6,911 万 5,742 円で、前年度末に比べて 2,355
万 4,131 円の増となっている。これは、経常収
益が受取会費・入会金、山口県医師臨床研修セン
ター運営事業などの委託費収益の減少により、前
年度に比べて 221 万 501 円減少したものの、経
常費用も職員の給料手当・退職費用や旅費交通
費・通信運搬費の減少により、前年度に比べて
310 万 7,789 円減少したため、当期経常増減額
が 89万 7,288 円増加し、期首残高の増加 2,265
万 6,843 円と合わせ、期末の正味財産の残高が
2,355 万 4,131 円増加したためである。
　なお、一般社団法人に移行する際に求められ
た公益目的支出計画実施報告書について、当該事
業年度の公益目的収支差額は 13億 601 万 7,251
円で、計画額 14 億 9,325 万 8,628 円との差額
は 1億 8,724 万 1,377 円となっている。公益目
的収支計画の実施期間が令和２年度末までと、あ
と 2年であり、来年度予算が計画最終年度の予
算となることから、計画との整合性を意識した予
算編成をしていく必要があると考えている。なお、
同報告書は毎事業年度の経過後 3か月以内に行
政庁に提出することになっている。
　以上で平成 30年度決算についての説明を終わ
る。なお、決算内容及び公益目的支出計画実施報
告書については公認会計士の点検を経て、監事の
監査をいただいていることを申し添える。なにと
ぞ慎重にご審議の上、ご承認いただくようお願い
申し上げる。

監査報告
岡田監事　平成 30年度山口県医師会決算につい
ては、慎重に監査したところ、適正に処理され、
その収支は妥当なものと認める。
　　令和元年 5月 16日
　　　　　　　　　　監事　藤野　俊夫
　　　　　　　　　　監事　篠原　照男
　　　　　　　　　　監事　岡田　和好

議案第 2 号　令和 2 年度（2020 年度）山口県
医師会会費賦課徴収の件（付、日本医師会会費
の徴収の件）
長谷川理事　公益社団法人日本医師会の例になら
い、6 月定例代議員会でご審議いただくこととし
ている。なお、いずれも平成 30 年 12 月 15 日
開催の定款等検討委員会で審議・検討していただ
いている（議案第 3 号、第 4 号についても同様）。
　令和 2 年度の会費の賦課については、第１号
会員から第３号会員まで、すべて令和元年度と同
様の内容となっている。また、日本医師会会費
賦課額については、令和元年 6 月 23 日開催の第
145 回日本医師会定例代議員会において決定し
た額とすることになっている。

議案第 3 号　令和 2 年度（2020 年度）山口県
医師会入会金の件
長谷川理事　入会金については、令和元年度と同
様の内容となっている。

議案第 4 号　令和 2 年度（2020 年度）役員等
の報酬の件
長谷川理事　一般社団法人山口県医師会定款第
36 条の規定により、理事及び監事に対して、代
議員会において定める総額の範囲内で、代議員会
において別に定める報酬等の支給の基準に従って
算定した額を報酬等として支給することができ
るとされており、その額は令和元年度と同額の
1,202 万円である。

採決
　矢野議長、採決に入る。議案第 1 号について
採決に入る。賛成の議員の挙手を求め、挙手全員
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により決議した。
　続いて、第 2 号、第 3 号及び第 4 号について
一括採決に入る。賛成の議員の挙手を求め、挙手
全員により決議した。

閉会挨拶
河村会長　議案第 1 号から第 4 号までご承認い
ただき、ありがとうございました。今後、いろい
ろと議論させていただきたい問題があり、皆様方

には、その都度、ご意見等を伺いたいと思ってお
りますので、今後ともよろしくお願いいたします。

閉会宣言
矢野議長　以上で第 184 回山口県医師会定例代
議員会を閉会する。代議員各位のご協力に厚くお
礼を申し上げる。

広報委員　岡山　智亮

　6 月 13 日に開催された第 184 回山口県医師会
定例代議員会を傍聴させていただいた。
　はじめに河村会長から「2025 年問題の解決の
ためにも『オール山口』で医師数の確保に対し
てできることをやっていきましょう」との挨拶
があった。その後、山口県健康福祉部の中本審議
監から山口県知事の挨拶文が代読された。次い
で、今村副会長より都道府県医師会長協議会の報
告があった。詳しい内容は『日医ニュース』6 月
20 日号に掲載されている。
　議事に入り、今村副会長より平成 30 年度山口
県医師会事業報告があった。主な変更点としては
平成 16 年度から実施している「小児救急医療電
話相談事業」について、人材確保及び養成が難し
いため、令和元年度以降は受託しないこととなっ
た。小児救急に関して普段から診療時の説明やパ

ンフレット等を使った啓発の重要性を感じた。そ
の後、平成 30 年度山口県医師会決算が長谷川理
事より報告された。公益目的支出計画の実施期間
が令和 2 年度末までとあと 2 年であるが、来年
度予算が計画最終年度であり計画との整合性を
意識した予算編成をしていく必要性があるとの
ことであった。その後、令和 2 年度の山口県医
師会会費賦課徴収、山口県医師会入会金及び役員
等の報酬についての説明があった。代議員から議
決事項に関する質問はなく、すべての議決事項が
全会一致で可決となった。
　この度、初めて代議員会を傍聴させていただい
たが、改めて県医師会が関わっている事業や決算
の内容を学ぶことができ、良い機会となった。
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Ⅰ　実施事業
　　　―地域医療・保健・福祉を推進する事業―

１　生涯教育
林     副 会 長　　加藤専務理事

　　白  澤   理  事　　山  下   理  事
　生涯教育事業では中核事業である生涯研修セミ
ナーの講演内容を生涯教育委員会で企画・検討し
た。生涯研修セミナーでは臨床のみならず、「AI
時代の医療の可能性と課題」、「緩和ケアと終末期
医療」などの幅広いテーマを取り上げ実施した。
また、29 年度から引き続き、専門医共通講習の
単位を積極的に取得した。
　第 101 回山口県医学会総会は下松医師会の引
き受けにより午前の特別講演２題を医師向けに実
施し、午後の市民公開講座では佐々部 清 監督を
お迎えし、多数の市民の皆様に聴講いただいた。
また、午前中に県内の中高生を対象にした医師の
職業体験を開催し、参加者から大変好評であった。
　体験学習は山口大学医学部・山口大学医師会の
主催により開催した。講義のほかに、シミュレー
ション器具を使用した手技の実習等が企画され
た。
　医学生や研修医を指導する臨床研修指導医を養
成するために実施している「指導医のための教育
ワークショップ」を 1 泊 2 日の合宿形式で 30 年
度も開催し、25 名が修了した。
　日医生涯教育協力講座セミナーでは「これから
の高尿酸血症・痛風治療戦略」をテーマに実施し
た。
　日医は、今後のさらなる少子高齢社会を見据
え、地域住民から信頼される「かかりつけ医機能」
のあるべき姿を評価し、その能力を維持・向上す
るために「日医かかりつけ医機能研修制度」をス
タートさせた。基本研修、応用研修、実地研修の
3 つの要件があり、必須要件である応用研修会を
開催した。
　第 53 号の山口県医学会誌を発行した。

1　山口県医学会総会
　　第 101 回（ほしらんどくだまつ）6 月 17 日
　　　特別講演 2 題、県民公開講座 1 題

2　生涯研修セミナー
　　第 148 回　  5 月 13 日
　　　特別講演 4 題
　　第 149 回　  9 月   2 日
　　　特別講演 4 題
　　第 150 回　11 月 18 日
　　　特別講演 2 題及びシンポジウム 1 題
　　第 151 回　  2 月 17 日
　　　特別講演 2 題、基調講演 1 題及びシンポ
　　　　ジウム 1 題

　　　　　※基調講演、シンポジウムは勤務医
　　　　　　　　部会企画
　　　
3　体験学習（山口大学医師会主催）
　　第 67 回「日常診療に役立つ胸部・腹部領域
　　　　　　　　の画像診断のポイント」
　　　　１月 27 日（引受：放射線医学講座）　
　　第 68 回「癌の早期発見を目指した
　　　　　　　　　　　消化管内視鏡診療」
　　　　 3 月   3 日（引受：消化器内科学講座）

4　指導医のための教育ワークショップ
　　第 15 回　3 月 9 ～ 10 日

5　日医生涯教育協力講座セミナー
　　「これからの高尿酸血症・痛風の治療戦略」　

7 月 21 日

6　日医かかりつけ医機能研修制度
　　応用研修会　5 月 20 日　　11 月 4 日
　　
7　山口県医学会誌
　　第 53 号の編集及び発行

山口県医師会 平成 30 年度 事業報告
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8　生涯教育諸会議
　　郡市医師会生涯教育担当理事協議会　　　　

　　　　　　　　　　３月 14 日
　　生涯教育委員会　  ５月 26 日　　７月   7 日

　　10 月 13 日　　２月 23 日

２　医療・介護保険
萬   常任理事　　清水常任理事
伊  藤   理  事　　吉  水   理  事
郷  良   理  事　　　　　　　　

　平成30年度の診療報酬（本体）はプラス0.55％
の改定となり、医科はプラス 0.63％となったが、
薬価・材料価格がマイナス 1.65％であったため、
全体としてはマイナス 1.19％のマイナス改定と
なった。
　中身としては「機能強化加算」、「妊婦加算」（そ
の後、凍結）等の加算項目が多く新設されたが、
本来は本体の増点が図られるべきと考える。
　「オンライン診療」については保険診療上の適
正な取扱いに向けて、ガイドライン及びＱ＆Ａ等
による周知徹底が引き続き図られている状況であ
る。また、「夜間看護体制特定日減算（一般病棟
入院基本料）」については、救急患者への対応に
おいて、患者が入院とならなかった場合には入院
基本料が減算される要件となっており、この文面
どおり運用されるのであれば、夜間に救急外来を
行う病院がなくなる可能性もあり、引き続き日医
を通じて対応していく。
　今改定で実施されなかった項目については、

「RS ウイルス抗原定性及びノロウイルス抗原定
性」にある年齢制限要件の撤廃、「院内調剤の増
点及び院内での一包化加算」の新設、「向精神薬
処方」に関する複雑化しすぎた要件の緩和等につ
いては、喫緊の課題として対応していく。
　前述のような、会員から持ち上がった診療報酬
の問題点、改正点については積極的に日医へ進言
し、医療保険対策を講じているところであるが、
その進言の基となるのは、郡市医師会保険担当理
事協議会及び社保国保審査委員との協議会等から
提出される意見であることから、これら協議会等
は非常に重要な意見交換の場となっており、今後
も充実に努めていくところである。
　個別指導については 30 年度も各地区で 9 回実

施された。保険指導医は全員県医師会の保険委員
を兼任することとし、立会いについても医師会の
保険担当役員（郡市及び県）が行うことで、医療
担当者側の立場が尊重された適正な保険指導が実
施されるように努めた。
　介護保険については、郡市介護保険担当理事・
ケアマネ・訪問看護師との合同協議会を開催し、
関係機関等との連携強化・情報伝達に努めた。さ
らに、地域包括ケアシステムの推進（認知症サポー
ト医の養成及びフォローアップ研修）等について
も行政を含む関係機関等との協議を重ねた。また、
その他の認知症関連の研修会、地域包括診療加算・
地域包括診療料に係る研修会、勤務医のための主
治医意見書の書き方講習会等を開催し、診療報酬
の施設基準等を満たすべく研修を実施した。
　また、31 年度から創設予定のオレンジドクター
制度について、行政を含む関係者と協議を行った。
　労災・自賠責医療保険については郡市医師会担
当理事協議会・労災保険医療委員会合同会議を開
催し、それぞれの保険が抱える特有の問題（人身
傷害補償保険等）について協議、情報提供を行っ
た。
　また、交通事故医療問題の対応については、定
例の山口県自動車保険医療連絡協議会において
は、各損保会社、各医療機関から提出された交通
事故医療に関する未解決事例について、加盟の損
保会社と協議を行い対処した。
　30年度は自賠責保険研修会を開催（2年に1回）
し、特別講演「肩腱板断裂の診断と治療」等によ
り、会員への情報提供及び対応方法について周知
を図った。

1　医療保険の指導
　個別指導　
 7 月 26 日（山口市） 9 月 13 日（山口市）
 9 月 27 日（山口市） 10 月 11 日（宇部市）
 10 月 25 日（宇部市） 11 月   8 日（岩国市）
 11 月 22 日（山口市） 11 月 29 日（周南市）
 1 月 31 日（宇部市） 2 月 14 日（山口市）
 2 月 28 日（下関市） 
　指定時集団指導  　 　 7 月 12 日　  1 月 10 日
   新規第 1 号会員研修会    　　　　   8 月   2 日
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　新規保険医療機関個別指導
　　7 月 26 日（山口市）   　9 月 13 日（山口市）

   9 月 27 日（山口市）　   2 月 14 日（山口市）
　社会保険医療担当者集団指導　　    

 6 月 28 日　　7 月 12 日　　8 月   2 日

2　日医・郡市医・医療保険関係団体等との連携
　　中国四国医師会連合総会分科会
　　　 5月13日（高松市）　　9月30日（松江市）
　　郡市医師会保険担当理事協議会     5 月 31 日
　　医師会推薦社保・国保審査委員合同協議会

5 月 31 日
保険委員会       　   5 月 24 日　　3 月   7 日

　　社保・国保審査委員連絡委員会   
    7 月   5 日　　2 月   7 日

　　社保・国保審査委員合同協議会     8 月 30 日
　　社会保険指導者講習会     　   10 月 3 ～ 4 日
　　山口県医療保険関係団体連絡協議会 　　　

　　　　　　　　　　　　　  3 月 18 日
　　
3　行政機関との連携    
　　山口県健康福祉部厚政課との打合せ

     4 月 26 日
　　中国四国厚生局山口事務所、山口県健康　　
　　　福祉部医務保険課との打合せ     4 月 26 日
　　中国四国厚生局山口事務所との打合せ

 3 月 28 日
     
4　介護保険
　　郡市医師会介護保険担当理事協議会
　　・介護保険対策委員会・関係者合同協議会

　 　10 月 18 日
　　山口県介護保険研究大会　          12 月   2 日
　　地域包括診療加算・地域包括診療料に係る
　　　かかりつけ医研修会　

8 月 26 日　　11 月 25 日
　　かかりつけ医認知症対応力向上研修会

        8 月   5 日  　　3 月   3 日
　　認知症サポート医フォローアップ研修会

　    　3 月 16 日
　　勤務医のための主治医意見書書き方講習会　

10 月　9 日

　　主治医意見書記載のための主治医研修会
　     3 月 23 日

　　オレンジドクター制度に関する検討会　　　
　　　　 　1 月 30 日　　3 月 16 日

　　
5　労災・自賠責関係    
　　郡市医師会労災・自賠責保険担当理事協議会
　　・労災保険医療委員会合同会議　11 月 1 日
　　労災診療費算定基準の改定に伴う説明会（共催）

　　6 月 14 日　　6 月 21 日　　7 月 19 日
　　労災診療費算定実務研修会（共催）

　　　　　10 月 18 日（山口市）
　　自賠責医療委員会 8 月 2 日　　2 月 14 日
　　山口県自動車保険医療連絡協議会  

8 月 2 日　　2 月 14 日
自賠責保険研修会　　　　　  　　1 月 17 日

　　
３　地域医療

前川常任理事　　清水常任理事
河  村   会  長　　伊  藤   理  事
吉  水   理  事　　　　　　　　

地域医療　　　
（1）保健医療計画の推進
　2025 年に向けた医療・介護は効率的かつ質の
高い医療提供体制及び地域包括ケアシステムの構
築が求められている中、各構想区域の地域医療構
想調整会議においては、平成 28 年に策定された
地域医療構想の実現に向けて、病床の機能分化・
連携の推進、30 年度は特に公立病院及び公的医
療機関等が策定した 2025 プラン（2025 年に向
けた具体的な対応方針）についての協議が進めら
れた。また、調整会議の議論を活性化するため、
県医師会担当役員も地域医療構想アドバイザーを
担い、議論の状況や課題等を把握し、必要に応じ
て技術的助言に努めた。
　地域医療介護総合確保基金（医療分）について
は、地域医療を確保していく上での重要な事業が
円滑に実施できるよう、引き続き予算確保に努め
た。
　また、外国人医療対策や新天皇即位による 10
連休への対応など新たに生じる課題に対しても、
地域において必要な医療提供体制が確保できるよ
う、郡市医師会をはじめ関係者と連携を図って、
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その対応に取り組んだ。
　地域医療計画委員会 　　　　　　  4 月 19日
　地域医療構想調整会議「全体会議」
　   「岩国」    1 月 24 日
　   「柳井」10 月 31 日　　2 月 13 日
　   「周南」    9 月 20 日　　1 月 31 日
　　「山口・防府」9 月 27 日
　　「宇部・小野田」9 月 20 日　2 月 14 日
　　「下関」10 月 16 日　　2 月 8 日
　　「長門」3 月 7 日      
　　「萩」　  8 月 30 日
　地域医療構想調整会議「検討部会」
　   「岩国」11 月 28 日　　
　   「柳井」    1 月 18 日
　   「周南」12 月 20 日
　　「山口・防府」8 月 23 日　11 月 29 日
　　「宇部・小野田」  8 月 23 日　1 月 17 日
　　「下関」10 月 2 日　 1 月 24 日　 3 月 11 日
　　「長門」    9 月 27 日　2 月  7 日      
　　「萩」　  12 月 6 日
　地域医療介護総合確保基金（医療分）にかかる
　　都道府県個別ヒアリング 　　　　4 月 10 日
 日本医師会 外国人医療対策会議　 　7 月   4 日

　厚労省 : 医療政策研修会及び地域医療構想
　アドバイザー会議　　8 月 31 日　2 月 15 日

　中国四国医師会連合分科会
　　「第１分科会」『島根』　　9 月 29 日

へき地医療専門調査会　11 月 8 日　3 月 18 日

（2）救急・災害医療対策
①初期救急医療について
　郡市救急医療担当理事協議会を開催し、地域の
救急医療体制の確保に向けた情報提供、意見交換
等を行った。
　また、AED の普及促進を図るため、講習会で
使用する訓練用資機材の貸出を行うとともに、本
会独自で県内医療機関における AED 設置状況や、
AED による救命措置の状況について調査を行った。
　郡市医師会救急医療担当理事協議会   
   6 月 28 日

　
②小児救急について
　「小児救急医療電話相談事業」は、小児科医会

の協力により 19 時～ 23 時までを県医師会、23
時～翌朝 8 時までを民間業者が実施した。相談
件数は年々増加しており、電話相談員の更なるス
キルアップを図るため、実技を交えた研修会を実
施した。また、小児救急医療対策協議会を開催し、
電話相談事業の運営や県内の小児救急医療体制の
充実に向けた対応等について、専門的な立場で協
議・検討を行った。なお、平成 16 年度から実施
しているこの相談事業について、小児科医会等と
検討した結果、地区での相談業務に従事する看護
師等の継続的な人材確保及び養成が難しいため、
31 年度以降は受託しないこととした。
　病院勤務医の負担を軽減し、地域の安心な小児
救急医療環境を確保するため、各郡市医師会の協
力により、乳幼児の保護者を対象にした啓発講習
会及び小児科を専門としない医師を対象とした地
域医師研修会を開催した。
　郡市医師会小児救急医療担当理事協議会  
   ６月 21 日
　小児救急医療電話相談事業研修会     8 月 19 日

山口県小児救急医療対策協議会　　 ３月   7 日

③検死（検視・検案）体制について
　例年どおり、警察医会を中心として、役員会・
総会を開催し、警察が行う死体検案に協力する医
師の連携を図り、研修会を２回実施した。さらに、
県警察が実施する検視・遺族対応合同訓練に参加
し、日医や県の関係会議等へ参加した。
　警察医会 役員会 

５月 10 日　　８月 4 日　　２月   2 日
　警察医会 総会　　  　８月   4 日
　警察医会 研修会 ８月 5 日　　２月   2 日
　多数の死者を伴う大規模災害等発生時に
　　おける検視・遺族対応合同訓練（第 7 回）

 　 11 月 22 日
　都道府県医師会「警察活動に協力する医師の
　　部会」連絡協議会・学術大会 　　5 月 19 日

④災害医療体制について
　「 JMAT やまぐち活動マニュアル」に基づき、
引き続き各郡市医師会又は病院単位による JMAT
チームの事前登録を進めた。（28チーム・209人：
平成 31 年 3 月末現在）
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　例年、事前登録者等を対象に研修会を実施して
おり、30 年度は多職種連携として、平成 30 年
7 月の豪雨災害で実際に被災地に派遣された看護
師、薬剤師、理学療法士、保健師から報告してい
ただくとともに、総論、指揮命令系統、DHEAT
に関する講義を行った。
　また、30 年度から日本医師会主催により
JMAT 研修が開催され、基本編と統括 JMAT 編に
参加した。
　「JMAT やまぐち」災害医療研修会　3 月 24 日
　「JMAT やまぐち」災害医療研修会
　　事前打合せ会　　　　　　　   　11月 14日
　都道府県災害医療コーディネート研修   
  １月５～６日
　山口県地域災害医療コーディネート研修  
  ２月９～ 10 日
　日医 JMAT 研修「基本編」 　10 月 14 日
　日医 JMAT 研修「統括 JMAT 編」　  ２月 24 日

（3）地域包括ケアシステムの構築
　在宅医療・介護の連携推進は、地域の特性に応
じた地域包括ケアシステム構築の中核と捉え、各
郡市医師会が積極的に関与していくことが重要で
ある。30 年度も郡市医師会担当理事会議を開催
し、地域の取組み状況や国の動向などを報告して
意見交換するとともに、先進的な事例を共有して
今後の取組みに活かした。
　郡市医師会地域包括ケア担当理事会議   

　9 月 13 日　　2 月 14 日
山口県在宅医療推進協議会　　　   12 月 13 日

　在宅医療関連講師人材養成事業研修会   
  　１月 20 日
　中国四国医師会連合分科会「第2分科会」『島根』
　　   　９月 29 日

（4）有床診療所対策
　有床診療所部会においては全国的に閉院・無床
化が進む中、健全な運営に向けた診療報酬による
評価など全国有床診療所連絡協議会と連携して取
り組んだ。また、スプリンクラー等の設置義務化
の決定に伴い、医療施設スプリンクラー等整備事
業について情報提供及び補助金の有効な活用を呼
びかけた。30 年度は全国有床診療所連絡協議会総

会の担当県として準備・運営に取組み、全国から
の参加者を迎えて盛会に開催することができた。
　有床診療所部会役員会 

　　7 月 12 日　　10 月 25 日
　有床診療所部会総会  　10 月 25 日
　第 31 回全国有床診療所連絡協議会総会
　　「山口大会」 　７月 28 ～ 29 日
　全国有床診療所連絡協議会中国四国
　　ブロック会役員会、総会・研修会「岡山」 

　１月 27 日
　「有床診療所の日」記念講演会　　12 月   2 日

地域福祉
　福祉領域においては、行政の会議等へ出席する
とともに、障害者福祉、児童・母子福祉などの地
域保健部門と連携をとり、会員への情報提供に努
めた。

４　地域保健
藤本常任理事　　中村常任理事
前川常任理事　　伊  藤   理  事
吉  水   理  事　　河  村   理  事

　地域保健は、妊産婦・乳幼児保健、学校保健、
成人・高齢者保健及び産業保健の４部門からなり、
各事業は多岐にわたっている。住民の「生涯を通
じた健康の保持・増進」の目標のもと、一連の流
れとして捉え、関係機関と緊密に連携を取りなが
ら事業を進めた。

妊産婦・乳幼児保健
　広域予防接種は、各郡市医師会や各市町関係
者と合同会議を開催し、円滑に遂行されている。
30 年度も予防接種に関する知識と理解を深める
ことを目的に研修会を開催した。
　定期接種化されていないワクチン（おたふくか
ぜやロタウイルス）の定期接種化や、B 型肝炎定
期接種体制の対象外である年齢の小児に対する助
成を県などに対して要望した。
　「子ども予防接種週間」は、保護者をはじめと
した地域住民の予防接種に対する関心を高め、予
防接種率の向上を図ることを目的に、日本医師会、
日本小児科医会、厚生労働省の主催で実施され、
本会としても協力医療機関の調査や市町への広報
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について協力した。
　母子保健分野では、乳幼児健康診査や妊婦健康
診査の料金案等について関係機関と意見交換のう
え、県医師会案を行政に提示し、協議を行うとと
もに円滑な実施をお願いした。
　また、虐待防止活動として山口県産婦人科医会
と共催で研修会を開催した。

　郡市医師会妊産婦・乳幼児保健担当理事　　　
　協議会・関係者合同会議　　　　 9 月   6 日
 予防接種医研修会  　  　　   　　　12 月   9 日
日医母子保健講習会    　　　　 　　2 月 17 日

　児童虐待の発生予防等に関する研修会  
　   　　10 月 21 日

学校保健
　学校医部会では、学校医活動の活性化と資質向
上に向けた取組みとして、学校医研修会を企画し、

「コンタクトレンズ問題」について講演を行った。
また、30 年度新たに『学校医の手引き（第 4 版）』
の改訂作業を開始し、そのほか学校医が活動を記
録する「学校医活動記録手帳」を作成、配付した。
　学校心臓検診検討委員会では、学校心臓検診報
告書の作成や精密検査医療機関への疑義内容の照
会など県内統一の学校心臓検診システムの精度管
理をするとともに、「心電図判断基準」の改訂、「不
整脈を持つ児童生徒の管理」と題した研修会を実
施した。
　その他、例年通り各郡市医師会主催の学校医等
研修会及び小児生活習慣病対策に対し助成を行っ
た。
　
　学校心臓検診検討委員会    　　  　   

　　　  6 月 7 日　　10 月 4 日　　1 月 31 日
　学校医部会総会・学校医研修会・学校心臓
　　検診精密検査医療機関研修会　   12 月   9 日
　学校医部会役員会　　　　 　　　　6 月 21 日
　郡市医師会学校保健担当理事協議会・
　学校医部会合同会議　　　　　   11 月 15 日

　中国四国医師会連合学校保健担当理事
　　連絡協議会「島根」　　   　　　　8 月 19 日
　中国地区学校保健・学校医大会「島根」

　　　　　　　　　　　　　　8 月 19 日

　第 49 回全国学校保健・学校医大会「鹿児島」
　　　　　　　　　　　10 月 27 日

　　同　  都道府県医師会連絡会議「鹿児島」　
　　　　　　　　　　　　　10 月 27 日

　日医学校保健講習会　　　　　　　 3 月 17 日
　若年者心疾患・生活習慣病対策協議会理事会
　  　「大阪」　　　　　　　　  　 　  1 月 26 日
　第 51 回若年者心疾患・生活習慣病対策協議会 

　総会「大阪」 　   　　　　　 　 　1 月 27 日
　
成人・高齢者保健
　糖尿病対策として、平成 29 年に引き続きコメ
ディカル・歯科医等を対象に山口県糖尿病療養
指導士講習会を年４回開催し、修了認定試験合格
者 158 名を新たに「やまぐち糖尿病療養指導士」
として認定し、全体で資格保有者は 1,056 名と
なった。一方、これまでの資格認定者を対象に知
識・技術向上及び資格更新のためのレベルアップ
講習会を開催した。また、山口県と山口県糖尿病
対策委員会で、「平成 29 年度糖尿病性腎症重症
化予防の事業効果の検証について」を作成し、山
口県医師会も含めた連名で「糖尿病性腎症重症化
予防プログラム　別冊：県内市町の現状分析」を
策定した。
　特定健診・特定保健指導は依然として受診率・
終了率が低い。実施状況や検討課題について、保
険者や決済代行機関（支払基金・国保連合会）の
出席のもとで郡市医師会特定健診・特定保健指
導担当理事協議会及び関係者合同会議を開催し
た。
　健康教育委員会では、30 年度のテーマを「関
節リウマチ」として、健康教育テキストの内容を
検討し、発行した。
　がん対策では、胃内視鏡検診に従事する医師の
資質向上を図る研修会と、がん診療に携わるすべ
ての医師の緩和ケアに関する基礎的な知識習得を
目的として緩和ケア医師研修会を開催した。また、
がん検診受診率向上の施策の一つとして、休日及
び平日夜間にがん検診を実施する医療機関へ助成
する事業を実施した。
　感染症対策では、麻しん・風しん等に関する日
本医師会及び県からの通知など、郡市医師会を通
じて会員への情報提供に努めた。また、国・県が
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行う新型インフルエンザ等対策訓練と合わせて、
郡市医師会担当者及び事務局に対する情報伝達の
確認を行った。
　健康スポーツ医学実地研修会は、フレイル・サ
ルコぺニアの実際と対策、姿勢制御と歩行時のバ
ランス調整法に関する研修会を実施し、多数の参
加があった。
　禁煙推進委員会では、県民に受動喫煙防止への
理解を深めることを目的に、禁煙教育スライドの
リニューアルを行った。

　郡市医師会成人・高齢者保健担当理事協議会　
　　　　　　　　　　　5 月 10 日

　山口県糖尿病対策推進委員会　　　 
7 月 12 日　 10 月 11 日　  　1 月 31 日

　山口県糖尿病療養指導士講習会  　   6 月 17 日
　　7 月  1 日　　8 月 19 日　　11 月 18 日

　「やまぐち糖尿病療養指導士」
　　第 11 回レベルアップ講習会　   10 月 14 日
　第 6 回日本糖尿病対策推進会議総会　　

12 月   6 日
　都道府県医師会予防・健康づくり（公衆衛生）
　　担当理事連絡協議会　   　　　　  6 月 15 日  
    郡市医師会特定健診・特定保健指導担当理事

　及び関係者合同会議　                   9 月 27 日
　健康教育委員会　
　　　6 月 28 日　　9 月 20 日　　12 月   6 日

　山口県胃内視鏡検診研修会 1 月 13 日
　山口県緩和ケア医師研修会連絡会議

　6 月 28 日
　山口県緩和ケア医師研修会　     　    2 月 24 日
　健康スポーツ医学委員会　 　　　　7 月 12 日
　健康スポーツ医学実地研修会

   9 月 1 日  　  11 月 23 日
　禁煙推進委員会　 　  7 月 5 日　　10 月 18 日

　　
産業保健
　平成 30 年 6 月に成立した働き方改革関連法の
中では、メンタルヘルス対策や治療と職業生活の
両立支援に取り組む企業への支援の推進が求めら
れていることから、県医師会主催の産業医研修会
では、治療と職業生活の両立支援の意見書の書き
方や、勤労者の睡眠呼吸障害を取り上げ、産業医

の資質向上を図った。また、郡市医師会協力の産
業医研修会では、要望を踏まえて「職場巡視の方
法、評価、記録」や「治療と職業生活の両立支援」
等を中心とした研修会を計 18 回開催した。
　また、県内の産業保健活動を推進するため、山
口産業保健総合支援センター、郡市医師会、労働
局など各関係機関との連携を行った。

　産業医研修カリキュラム策定等委員会　　　　
　　　　　　　　 4 月   5 日

　山口県地域両立支援推進チーム第 2 回会議
7 月 19 日

　郡市医師会産業保健担当理事協議会　
11 月   8 日

　山口産業保健総合支援センター
　　 地域窓口全体会議　  　　　　 10 月   4 日

　山口産業保健総合支援センター運営協議会
9 月 6 日　　3 月   7 日

　第 40 回産業保健活動推進全国会議　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　   10 月 11日
　山口県医師会産業医研修会
 6 月   6 日 6 月 28 日 7 月 12 日
 7 月 26 日 8 月   2 日 9 月 19 日
 10 月 25 日 11 月   1 日 11 月   8 日
 11 月 15 日 12 月 20 日 1 月 17 日
 1 月 30 日 2 月 28 日 

５　広報・情報
今 村 副 会 長　　中村常任理事

　　藤本常任理事　　郷  良   理  事
長 谷 川 理 事　　　　　　　　

広報事業　　
　広報事業は、組織の主張を展開し会員間の討論
の場ともなる重要な分野である。平成 30 年度も
対内広報と対外広報の発展に努めた。

①広報活動事業
　医師会報の作成については、毎月開催してい
る広報委員会において、誌面の刷新並びに記事や
コーナーの充実をより一層図り、30 年度も新規
開業の先生方に以前の自身の環境と新しい環境で
の感想や医師会や医療界に対する率直な意見など
を執筆いただく「フレッシュマンコーナー」、女
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性医師による随筆「女性医師エッセイ」、会員か
らの一般投稿（医療・医学に関連したこと）「会
員の声」を掲載した。また、「新郡市医師会長
インタビュー」、「新病院長に聴く」、「指導医に聴
く『私が研修医だった頃』」、「女性医師部会座談会」
を行い、それぞれ掲載するとともに、新コーナー
として「山口大学大学院医学系研究科新任教授ご
あいさつ」を設け教室紹介を含めて寄稿いただき、
掲載した。
　ホームページについては、会員だけでなく県民
への情報発信に必須の手段となっているが従来、
県民向けのページがなく、対外広報の一環とし
ては十分ではなかったこと、また、今後、ホーム
ページを利用される機会が増えると思われたこと
から、29 年度に大幅にリニューアルを行ったと
ころであるが、30 年度はさらに充実させるべく、
コンンテンツの充実に取り組んだ。
　対外広報活動として、11 月に下関市民会館に
て県民公開講座「食事と運動の健康習慣」を開催
した。まず、「いのち、きずな、やさしさ」をテー
マに開催したフォトコンテストの表彰式を行っ
た。第 9 回目となった今回は全国各地から 169
作品の応募があり、写真家の下瀬信雄 先生を交
えて 10 月に審査会を行い表彰作品を決定し、表
彰式では下瀬先生による講評をいただき、応募い
ただいたすべての作品を会場に展示した。その後、
特別講演として、慶應義塾大学医学部教授の井上
浩義 先生に「最新の健康レシピ」と題して講演
いただき、参加者には大変好評であった。
　また、当日に、29 年度の新規事業であった山
口県医師会の存在及び活動等について県民にど
れだけ認知されているのかを掴むためにアンケー
ト調査を 30 年度も実施したところ、125 名から
回答を得ることができた。現在までに述べ 1,078
名から回答を得ており、この結果を参考にし、今
後の医師会活動に活かしていきたい。
　報道機関との関係については、報道機関の支社
長クラスで組織する山口県報道懇話会との懇談会
を開催し、報道関係者との親睦を深めるとともに、
医療への更なる理解を求めた。

②花粉症情報提供事業（山口県委託事業）
　30 年度は県内 21 測定機関にスギ・ヒノキ花

粉について 1 月から 4 月末日まで毎日測定して
いただき、その結果を本会に連絡してもらい、そ
れを基に翌日の飛散予測を行い、関係機関やマス
コミ等に対して情報提供を行った。また、その間、
本会ホームページの「花粉情報コーナー」も毎日
更新し、最新の情報を県民に伝えるべく努力した。
さらに、4 測定機関には 5 月から 12 月末日まで
イネ科花粉等の測定を行っていただき、飛散状況
について週 1 回、ホームページに掲載した。
　また、正確な花粉飛散情報を県民に提供するた
め、30 年度も測定機関の測定者等を対象にした
花粉測定講習会を開催し、その測定精度をより向
上させるとともに、29 年度同様、花粉測定並び
に講習会のあり方等についてアンケートを行い、
今後の参考とすることとした。花粉情報委員会で
は、報道の取材に協力して、テレビ、新聞で花粉
症対策の記事の掲載、特集番組の放送の機会を増
やしていくようにした。
　さらに、今回で 7 回目となる県民公開講座「花
粉症対策セミナー」を開催し、前回同様、難聴
の方も参加できるように手話通訳及びスクリーン
映写による要約筆記を山口県聴覚障害者情報セン
ターの協力で同時進行で行った。シンポジウム形
式で行った質疑応答では参加者から多くの質問が
あった。また、次回以降の講演等を検討するにあ
たり参考とするべく、参加者にアンケートを実施
した。

情報事業
　例年 2 ～ 3 月に 2 日間に亘って開催される日
本医師会医療情報システム協議会に出席した。
30 年度のメインテーマは「明日の医療を彩る
ICT」でオンライン診療の現状と将来展望や全国
保健医療情報ネットワークについての発表があ
り、活発な議論が交わされた。
　また、30 年度は 10 月に開催された都道府県
医師会情報システム担当理事連絡協議会にも出席
し、次世代医療基盤法、医療セプターの運営、医
師資格証の普及、等についての講演を聴講した。
　ホームページのリニューアルに伴い新しく構築
した、Web 上にて研修会等への出席のエントリー
ができるシステムについて活用した。
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対内広報関係
　広報委員会
　        4 月   5 日  　　5月 10日  　　6月   7 日
　　    7 月   5 日  　　8 月   2 日  　　9 月   6 日
　　10 月   4 日 　   11 月   8 日　　12 月   6 日

           1 月 10 日      　2 月   7 日　      3 月   7 日
　歳末放談会　　　　　　　　　   　11 月   8 日   
   女性医師部会座談会 　　　　　  　11 月 21 日

対外広報関係（県医師会）
　フォトコンテスト審査会                 10 月   4 日
　　　　 同  　　　表彰式　             11 月 11 日
　県民公開講座「食事と運動の健康習慣」

　    11 月 11 日

対外広報関係
　マスコミ関係
  　山口県報道懇話会との懇談会 　  12 月   4 日

花粉情報関係
　花粉情報委員会　   　6 月 21 日　　9 月 20 日
　花粉測定講習会 　　　　　　 　  　12 月 16 日
   県民公開講座 花粉症対策セミナー  12 月 16 日

医療情報システム関係
　都道府県医師会情報システム

　　　  担当理事連絡協議会　　10 月 10 日
　日本医師会医療情報システム協議会

　　 3 月 2 ～ 3 日
　

６　医事法制
林     副 会 長　　中村常任理事

　　　　　　　　山  下   理  事　　郷  良   理  事
　過去 3 年に当会が受け付けた事故報告は、27
年度が 26 件、28 年度は 29 件、29 年度が 26
件であり、30 年度は 18 件であった。18 件中、
既に解決した案件が 5 件、経過待ちや交渉中等
が 12 件であるが、それ以外の案件については、
複雑な内容のものが多く、既に訴訟になっている
案件もあることから、新たな解決策を検討し確立
していかなければならないと思われる。
　医療事故防止対策の一環として平成 19 年度か
ら行っている「医療紛争防止研修会」を 30 年度

も開催した。病院に当会医事紛争担当理事と顧問
弁護士が出向き、紛争防止に係わる講演を行い、
また、その医療機関の医療安全担当者にも紛争防
止のための取組みに関するご講演をいただき、医
師だけでなく医療従事者や事務担当者などの全ス
タッフを対象に、紛争防止についての再確認をし
ていただいた。
　医療事故調査制度の対応については、対象事案
の対応を図るとともに県内の支援団体（12 団体）
の中核として、「山口県医療事故調査支援団体連
絡協議会」等を主催し、各団体との連携強化を図っ
た。また、郡市医師会担当理事と医療事故調査委
員との合同連絡協議会を開催し、各種講演会、情
報提供等を通じ体制の充実に努めた。県医の担当
役職員については、外部研修（Ai 研究会 ､ 医療
事故調査研修会等）に参加し、調査の精度向上に
向けて準備を図った。
　また、各医療機関の医療メディエーター養成の
ため、日本医療機能評価機構と連携のうえ、「医
療対話推進者養成セミナー」（導入編と基礎編）
を県内で開催し、（入院料の患者サポート体制充
実加算の要件でもある）有資格者の増員に努め
た。

平成 30年度
　医療紛争発生件数  18 件（日医付託は 4件）
　　内訳
　　　解決 5 件　　  
　　　訴訟中 0 件　　
           交渉中や経過待ち等 13 件　　　

平成 30年
　「診療情報提供推進窓口」受付件数　41件
　　内訳
　　　患　　者 　　　　　　　　　　　    23 件
　　　患者家族 　　　　　　　　　　　   10 件
　　　その他（患者の知人、内部告発等）      8 件
        　   上記のうち、

匿　名　18 件　　非匿名　23 件         
　　　　男　性　20 件　　女　性　20 件

　　　　　　    苦　情　22 件   　相　談　19 件
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医療紛争関係
（1）医療事故防止対策
　医療紛争防止研修会　　　　　　　 9 月   5 日                 
　中国四国医師会医事紛争研究会

　　（島根県担当、於 岡山市） 　   11 月 11 日
　都道府県医師会医事紛争担当理事連絡協議会
       　　 　　　　　　　　　　　　  12 月 13 日
　郡市医師会医事紛争担当理事協議会
                　                                    　　3月 14日
冊子「医療事故を起こさないために（第 4 版）」

　　の作成及び周知徹底

（2）紛争処理対策
   医事案件調査専門委員会
　　（医師賠償責任保険審議会併催）

　　4 月 19 日 　　5 月 24 日    　6 月 21 日
   　　　7 月 26 日 　　8 月 23 日  　10 月 18 日

      11 月 15 日  　12 月 20 日 　　2 月 14 日
　　 　  3 月 28 日 
　顧問弁護士・医事案件調査

 専門委員合同協議会　  　2 月 16 日

（3）医療安全対策
　日医医療安全推進者養成講座  

日医医療安全推進者養成講習会    　10 月 14 日
　医療事故調査制度トップセミナー

  1 月 17 日　　2 月 18 日　　2 月 25 日
 医療対話推進者養成セミナー  　2 月 9 ～ 11 日

　医療事故調査等支援団体連絡協議会
　1 月 19 日

  医療事故調査委員合同打合せ会     　 1 月 19 日
    郡市医師会医療事故調査担当理事協議会　 

1 月 19 日
　Ai 研究会　　　　　　　　　　 　　  1 月 19日
　
（4）診療情報の提供
　診療情報提供推進委員会　　　　　 1 月 31 日
　郡市医師会診療情報担当理事協議会 

3 月 14 日
　　
薬事対策
（1）麻薬対策
　麻薬の適正使用・保管・管理・記帳・諸届、毒

劇物の保管・管理の周知の徹底を図ったが、特に
問題となる事例は発生しなかった。

（2）医薬品臨床治験
　治験に関する情報については当会ホームページ
を活用し会員に情報提供をしている。
　治験推進地域連絡会議 　　　　  　3 月 16 日

７　勤務医・女性医師
今 村 副 会 長　　加藤専務理事
中村常任理事　　前川常任理事
白  澤   理  事　　山  下   理  事
郷  良   理  事   　長 谷 川 理 事

勤務医　
　最近の勤務医を取り巻く環境は、厳しい状況に
ある。
　新医師臨床研修制度の導入や理不尽な医療訴訟
等により、地域・診療科による医師の偏在が進行
し、医師不足、過重労働の問題が顕在化して地域
医療は崩壊しかけている。
　こうした中、勤務医部会では、平成 30 年度は
勤務医をめぐる諸課題の解決に向け、病院勤務医
懇談会、市民公開講座、医師事務作業補助者の活
動支援、座談会シンポジウムなどを企画、実施し
た。
　病院勤務医懇談会は、各病院に勤務医部会役員
等が出向き、勤務医の抱えるさまざまな課題等に
ついて意見交換、情報交換する場として、医師会
会員・非会員を問わず、直接対話のできる機会と
して重要な機能を果たしており、平成 30 年度も
２箇所で実施した。
　市民公開講座は、病院勤務医の過重労働の現状
を理解してもらうとともに、身近なテーマにより
地元住民と医療について考える場として、県内２
箇所で実施した。
　勤務医部会シンポジウムは「AI で医療はどう
変わるか」をテーマとし、AI を活用することで
医療現場の負担軽減につながるのか議論が交わさ
れた。
　医師事務作業補助者の支援は、医師の負担軽減
に資することから、これまでの取組みを踏まえ、
医師事務作業補助者連絡協議会が主体となって行
う研修等の事業に対し側面的な支援をした。
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　座談会は、「山口県の専攻医を増やすには !?」
と題して専攻医に、日頃の思いや考えを本音で大
いに語ってもらおうと企画して熱心な議論が交わ
された。この座談会の内容は、『勤務医ニュース』
第 23 号として発刊した。
　さらに、医学生のための短期見学研修事業は、
医学生の早いうちから、県内の病院や現場を知
り、医師として働くことの意義や魅力を知っても
らうために山口大学医学部の支援をいただき実施
した。
　臨床研修への取組みとしては、平成 22 年 4 月
より山口大学、県内の基幹型臨床研修病院、山口
県及び山口県医師会で組織された山口県医師臨床
研修推進センターにおいて、臨床研修の円滑な推
進及び研修医の県内定着に関する事業を行ってお
り、30 年度も臨床研修病院合同説明会への参加、
臨床研修医交流会の開催、指導医 ･ 後期研修医等
国内外研修助成事業等により、県内の若手医師の
確保 ･ 育成に努めた。
　以下に 30 年度事業内容を報告する。

1　勤務医対策
（1）勤務医部会総会、理事会、企画委員会の開催
　　①　総　　　会　　                       2 月 17 日
　　②　理　事　会　　　　　　　　 7 月 22 日
　　③　企画委員会　

6 月 6 日 　8 月 18 日 　12 月   2 日
（2）病院勤務医懇談会の開催（県内 2 か所）
　　     11 月   7 日 　西部地区　

済生会下関総合病院
 　　    11 月 13 日    東部地区

   小郡第一総合病院
（3）市民公開講座の開催（県内 2 か所）
　　　  2 月 16 日　下関市医師会
 　　　　「ウイルス感染対策と
　　　　　　　ワクチン事業について」
　　　  3 月 17 日　徳山医師会
　　　　 「考えてみよう、人生の最後で 
　　　　　　あなたが望む治療や生き方は？」

（4）県医師会生涯研修セミナーにおける
　　　シンポジウムの開催　　　　　 2 月 17 日
　　　① 基調講演
　　　　　「AI ホスピタルの実現に向けて」

　　    ② シンポジウム
　　　　　「AI で医療はどう変わるか」

（5）医師事務作業補助者連絡協議会事業
10 月 27 日  　医師事務作業補助者研修会

　　　 　　講演「保険診療の理解のために
～医師事務作業補助者の役割～」

　　　  ２月 17 日　  医師事務作業補助者研修会
　　　　　 グループワーク　

（6）座談会
　　　 12 月 2 日　
　　　　「山口県の専攻医を増やすには !?」

（7）医学生への啓発事業（「医学生のための短期
　　　見学研修事業」の開催）
　　　　8 月～ 9 月、2 月～ 3 月　事業実施

（8） 平成 30 年度都道府県医師会勤務医担当理事
　連絡協議会
　　　   ５月 16 日　日本医師会

（9）平成 30 年度全国医師会勤務医部会連絡協議
　会への参加
　　　 11 月 3 日　長崎県
　　　　「明日の勤務医の働き方を考える～西洋
　　　　　医学発祥の地長崎からの提言～」

（10）郡市医師会勤務医理事と勤務医部会企画委
　員会との懇談会
　　　　３月 16 日

（11）勤務医ニュースの発行（年 2 回）
　　　　第 22 号　勤務医部会主催シンポジウム
　　　　　　「病院の行っている感染対策について」
   　　　第 23 号　座談会

「山口県の専攻医を増やすには !?」

2　臨床研修医の確保対策（山口県医師臨床研修
推進センター事業）

（1） 臨床研修医歓迎会
　　　と　き　4 月 6 日（金）
　　　ところ　ANA クラウンプラザホテル宇部
　　　参加者　研修医（1 年目）88 名
　　　　　　　臨床研修関係者   69 名　

 計 157 名
（2） 臨床研修病院合同説明会
　　①レジナビフェア 2018 大阪　　 7 月   1 日
　② e －レジフェア 2018 福岡      10 月 28 日

　　③レジナビフェア 2019 福岡　　 3 月   3 日
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　　④レジナビフェアスプリング 2019 東京
　　 3 月 10 日

（3） 臨床研修医交流会
　　　と　き　 8 月 25 日（土）～ 26 日（日）
　　　ところ　山口市湯田温泉
　　　参加者　臨  床  研  修  医 　86 名
　　　　　　　臨床研修関係者 　41 名

       計 127 名
（4） 指導医・後期研修医等国内外研修助成事業
　　　助成実績：申請者なし

（5） 国内外からの指導医の招へい事業
　　助成実績：県内基幹型臨床研修病院 2 病院

（6） 病院現地見学会助成事業
　　助成実績：県内基幹型臨床研修病院 9 病院

（7） 山口県医師臨床研修推進センター運営会議　
　　11 月 1 日　　3 月 28 日

女性医師
　男女共同参画部会では 6 つのワーキンググルー
プ（勤務医環境問題、育児支援、女子医学生キャ
リア ･ デザイン支援、地域連携、広報、介護支援）
による活動を継続した。部会総会では毎年トレン
ディな話題を共有するための講演会やシンポジウ
ム等を企画しており、30 年度は神奈川県立保健福
祉大学教授 吉田穂波 先生の受援力をテーマとし
た講演と特別企画としてパネルディスカッション

「医学科入試 女子減点問題を通してみえてくるも
の～今、何が問題なのか？」を実施した。
　また、日本医師会が開催するフォーラム ･ 連絡
会等に参加し他県の取組み等の情報収集に努める
とともに、男女共同参画推進事業助成金制度を継
続し、女性医師の医師会活動への参画推進及び医
師の働きやすい環境づくりと資質向上に向けた活
動を行う郡市医師会への支援を実施した。30 年
度は郡市医師会の男女共同参画部会等の活動費用
として 9 件の助成を行った。

1　勤務医環境問題
　女性医師勤務医ネットワークの更新を行った。
県内 143 病院のうち、105 病院の登録があった。

2　育児支援
　平成 21 年から山口県の委託事業として専任の

保育相談員を置き、女性医師等からの育児に関連
した相談を受け支援を続けている。同年設立した
保育サポーターバンクでは引き続き登録者の募集
を行うとともに、医師に対して県医師会報、リー
フレット、ポスター等において保育サポーターバン
ク活用の広報を行っており、3 月 31 日現在、総
相談件数は 186 件、バンク登録者は 120 名であ
る。
　また、11 月に『保育サポーターバンク通信』（第
9 号）を発行し、3 月 17 日に第 10 回サポーター
研修会を開催した。　

３　女子医学生キャリア ･デザイン支援
　年々増加している女子医学生が、先輩女性医師
の働く姿を見て、実際に働く現場を体験すること
により、自分の将来像を描く参考にすることで、
これからの医療を担う責任感を養い、医師として
仕事をし続ける自覚を育てることを目的として、
女子医学生インターンシップを実施した。30 年
度は 42 施設 77 名の女性医師に受け入れの登録
をしていただき、43 名の女子医学生が参加した。

４　地域連携の推進
　現在までに県内 12 郡市医師会により 9 つの男
女共同参画 ･ 女性医師部会等が設置されている。
郡市間の情報交換の場として男女共同参画 ･ 女性
医師部会地域連携会議を開催し、各郡市の活動報
告及び意見交換を行った。

５　広報
　平成 23 年に山口県医師会ホームページ内に女
性医師支援のためのコーナー：やまぐち女性医師
ネット（Y-JoyNet）を作成しており、適宜更新を
行った。
　県が運営する医師確保に関する情報サイト「や
まぐちドクターネット」に県内の女性医師支援
情報を集約、掲載するよう要望した。掲載内容の
整理にあたり、山口大学医学部附属病院医療人育
成センター男女共同参画支援部門と協議を行っ
た。

６　介護支援検討
　平成 27 年度の総会において、日常の介護に関
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わる課題等について専門家を交えて意見交換を
行ったことを基に、医師会としての介護支援の在
り方を検討した。
　男女共同参画部会総会　　　　　　３月 17 日
　 男女共同参画部会理事会　 　　　　

6 月   2 日　　9 月 22 日　　２月 16 日
　男女共同参画部会ワーキンググループ

　　総　　会　　　　　　　　　 　9 月   5 日
　　育児支援      　　7 月 31 日　　2 月 16 日
　　広　　報　　　　　　　　　　 7 月 14 日

　男女共同参画・女性医師部会地域連携会議
　　　　　　　　　　　　　　　9 月 22 日

　保育サポーターバンク運営委員会　
7 月 31 日　　2 月 16 日

　保育サポーター研修会　    　　　　３月 17 日
　日医（第 14 回）男女共同参画フォーラム　
　　　　　　　　　　　「高知県」　　5 月 26 日
　日医女性医師支援センター事業中国四国
　ブロック会議   　　　　　　　　11 月 11 日

　日医女性医師支援事業連絡協議会   12 月   9 日
　都道府県医師会女性医師支援 ･ ドクターバンク

担当役職員連絡会　　１月 18 日

８　医業
沖中常任理事　　前川常任理事
河  村   理  事　　　　　　　　

医業経営対策
　昨年 12 月に閣議決定された「平成 31 年度税
制改正大綱」において、「控除対象外消費税問題」
に関しては、医療機関等における仕入税額相当額

（控除対象外消費税）への対応として、診療報酬
の基本診療料の配点を精緻化し、実際の補てん状
況を継続的に検証し、必要に応じて見直しするこ
とになった。また、医療機関等の設備投資への支
援措置（特別償却制度の拡充・見直し）として、
医療関係者の働き方改革の推進のための器具備品
やソフトウェアの特別償却制度の創設、地域医療
構想の実現に資する病院用等の建物、建物附属設
備の特別償却制度の創設、医療用機器の特別償却
制度の延長・見直しにより解決が図られることに
なった。そして「個人版事業承継税制」及び「中
小企業が行った防災設備への投資に係る特別償却
制度」が創設されるほか、「事業税の非課税措置・

軽減措置」と「四段階制」については従前どおり
の存続となった。
　当会では、医療機関等に係る税制問題を喫緊課
題としてとらえ、各方面からの情報を収集しつつ、
各医療機関が円滑な医業経営ができるように、情
報提供を行った。
　また、医師の卒後臨床研修制度の実施や病院 7
対 1 看護制度により、中小病院における医師や
看護師不足は深刻となっており、その経営にも影
響が現れてきている。当会運営のドクターバンク
制度で地域医療の人材確保に努めているところで
あるが、充分な手段とはなりえていないのが現状
である。医業経営の諸問題については、自民党山
口県連政策聴聞会で、地域医療介護総合確保基金
の充実強化、医師・看護職員確保対策、小児医療
対策等の説明と要望を行った。

医療廃棄物対策
　30 年度は会員向けの「産業廃棄物処理施設にお
ける作業環境管理研修会（通称：実地研修会）」を
山陽小野田市の共英製鋼山口営業所のご協力のも
とに開催した。17 名の受講者があり、講演「産廃
処理施設における作業環境管理」のあと、工場内
見学を行った。
　このほか、国や県からの医療廃棄物取扱いに関
する情報提供及び医師会員からの廃棄物に関係す
る問い合わせへの対応を行った。

　産業廃棄物処理施設における
作業環境管理研修会　　1 月 31 日

　　
医療従事者確保対策
　平成 30 年度も継続して医療従事者に対する教
育・研修の開催を支援していくための事業を強化
して行っている。
　毎年の状況を取り纏めている「看護学院（校）
に関する基本調査」では、運営が厳しい状況には
変わりはないことがうかがえた。30 年度は、県
下医師会立看護学校の要望も受け、新規事業とし
て「看護学校課題対策検討会」を開催し、学校長
や事務長だけでなく、運営医師会長にもご出席い
ただき、抱える問題について、より詳細な検討を
行った。
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　また、看護教員不足問題の解決の一助となるよ
うに、山口県立大学に対して、看護教員養成講習
会の定期的開催と、一部カリキュラムに e ラーニ
ングを設定することで、より受講しやすい環境を
整えてもらうように要望を行った。
　国や行政に対しては、看護職員等の確保と養成
施設の現状の理解と支援拡充についての要望も、
継続して行った。
　昭和 51 年から毎年、「看護学生らしく、最後
まで全力を出して頑張ろう」を参加目標として、
各学院（校）の当番制で開催しているバレーボー
ル大会は、30 年度は宇部看護専門学校の引受で
開催した。なお、このバレーボール大会について
は、各看護学校のご意見ご要望と実状をふまえ、
当会で慎重に協議した結果、30 年度の大会をもっ
て終了とすることとした。

　郡市看護学院（校）担当理事・
　　    教務主任合同協議会　　　   　6 月   7 日

　看護学院（校）対抗バレーボール大会
        6 月 24 日
　山口県立大学理事長面談

～看護教員養成講習会に関して～　8 月   2 日
　中四九地区医師会看護学校協議会（島原市）
        8 月 18 ～ 19 日
　看護学校課題対策検討会　　　　　　9 月 6 日
　看護学院（校）への助成
　看護職員等研修会に対する助成
　生徒募集対策（募集ポスター作成）
　山口県准看護師教育教務主任会への助成
　山口県実習指導者養成講習会受講者に対する助成
    オープンキャンパス開催時の助成
　准看護師を対象としたスキルアップ研修会開催
　　時の助成

労務対策
　医療機関が円滑な医業運営をするためには、従
業員等の労務管理は必要不可欠なもので、それは
県民への質の高い医療の提供にもつながる。適正
な労務管理ができるように、関係当局と連携して
情報提供等を行った。
　平成 27 年 9 月に開設された「山口県医療勤務
環境改善支援センター」においては、当会も必要

に応じて情報提供等の連携を行った。
　働き方改革については、労働局等の関係機関か
らの情報を会員に周知徹底を図るとともに、中央
の動向を注視し、適宜対応できるようにしている。

　1　労働基準法、男女雇用機会均等法、
　　　  育児・ 介護休業法などの普及啓発
　2　山口県医師会ドクターバンク活用の推進
　3　山口県医療勤務環境改善支援センター運営
　　　  協議会への出席　　　　　 　    3 月 7 日

Ⅱ　その他事業
1　収益
　実施事業を財政的に支えるために、次の事業を
実施した。

　（1）保険料収納代行業務
　　　主に会員を対象として生命保険及び損害保
　　険の保険料の集金業務を保険会社等に代わっ
　　て行うことにより、生命保険会社等から集金
　　代行手数料を得た。

　（2）労働保険事務組合業務
　　　小規模の事業主である会員から委託を受け
　　て、労働保険料の申告、納付各種届け出等の
　　業務を行い、山口労働局から報奨金の交付を
　　受けた。

Ⅲ　法人事業
1　組織
　　　　　　　　加藤専務理事　　清水常任理事
　　　　　　　　白  澤   理  事   　長 谷 川 理 事
1　表彰
　医学医術に対する研究による功労者表彰　1名
　長寿会員表彰　　　  　　　　　　　　　33名
　役員・代議員・予備代議員・郡市医師会長
　　通算 10 年以上表彰　　　　　　　   　8 名
　退任役員　　　　　　　　　　　　　　　5名

2　会員への入会促進・研修
新規第 1号会員研修会　   　　　　  7 月 12 日
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3　調査研究等
　定款等検討委員会  　　 　　　　　12月 15日
顧問・裁定委員合同懇談会   　　　10月 25日
  
4　郡市医師会関係
郡市医師会長会議 　10月 11日　　2月 21日
　郡市医師会理事会訪問　　
　　「宇部市・美祢市」  8 月 31 日
　　「萩市」  9 月 26 日
　　「熊毛郡・柳井」11月 16日
 郡市医師会事務連絡協議会　   　　10月 12日

5　日医関係
　第142回定例代議員会 　　　　　   6 月 23日
　第 143回臨時代議員会　  　　　　  6 月 24日
　第 144回臨時代議員会　  　　　　  3 月 31日
　都道府県医師会長協議会
　　　  9 月 18 日　　11月 20日　　1月 15日
　都道府県医師会事務局長連絡会　 　2月 15日
　日本医師会監事会・理事会
 ７月 24日 ８月 21日 ９月 18日
 10 月 16 日 11 月 20 日 2 月 18 日
 １月 15日 ２月 19日 ３月 19日
　日本医師会学術推進会議 　　　　　１月 24日
　日本医師会医事法関係検討委員会 　６月 13日
　日本医師会社会保険診療報酬検討委員会　　　

　　12月 26日
　日本医師会母子保健検討委員会　 　
 10 月 18 日 12 月   5 日 ３月 20日
　日本医師会学校保健委員会　
 9 月 20 日 12 月 13 日 2 月   7 日

6　中国四国医師会連合関係
　常任委員会  4 月 28 日 6 月 22 日
 9 月 29 日 11 月 17 日 3 月 30 日
 中国四国医師会連合総会　    　　 　9月 30日
　中国四国医師会連合各種分科会 　　９月 29日
　中国四国医師会連合連絡会　

6月 22・23・24日　　3月 30・31日
中国四国医師会事務局長会議   　   11 月 16 日

7　会員福祉関係
　（1）会員親睦
　　 山口県医謡会　　   　　　　　　 7 月   1 日
　　 山口県医師会ゴルフ大会　　  　  9 月 30 日
　　 山口県医師テニス大会　　　
　    5 月 13 日　　5月 27日　　11月 25日

　　 山口県医師会囲碁大会　　　　    2 月 17 日

　（2）弔慰（物故会員参照）
　　 規定どおり実施した。

8　新公益法人制度対策
　決算事務等定期提出書類について顧問会計事務
所と協議を行った。

9　母体保護法関係
　母体保護法指定医師審査委員会　　 4 月   4 日

4月 15日　　8月 9日　　10月   5 日
　　（指定更新 38名、新規指定 5名）

　母体保護法指定医師研修会  　　　 10月 14日
　認定研修機関（9施設）の定期報告
　日医家族計画・母体保護法指導者講習会

　　　　　　　　 　　　　　12月   1 日
 
10　関係機関連携
　山口県健康福祉部との懇話会 5 月 10 日
　山口県歯科医師会との懇談会 9 月 14 日
　山口県看護協会との懇談会 2 月 28 日
　山口県病院協会との懇談会 3 月   5 日
　三師会懇談会 2 月   1 日

11　医師会共同利用施設対策
　医師会病院、臨床検査センター及び介護関連施
設等の医師会共同利用施設は、地域の健康・医療・
福祉を包括した総合拠点として重要な役割を果た
している。
　しかし、施設の老朽化や民間との競合など経営
面での問題を抱えている施設もある。
　30 年度は広島県で開催された「第 21 回中国
四国医師会共同利用施設等連絡協議会」に参加し、
共通の問題点に対する対応策や運営上の情報交換
を行った。
　山口県衛生検査所精度管理専門委員会への参加
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及び山口県衛生検査所立入検査を行い ､精度向上
に貢献した。
　また、「平成 30 年度日医臨床検査精度管理調
査報告会」へ参加し、全国の状況把握、情報収集
を行った。

　第 21回中国四国医師会共同利用施設等
連絡協議会への参加（広島県）　８月 25日

　山口県衛生検査所精度管理専門委員会への参加
　　　　　　９月 13日 　２月   ７日

　山口県衛生検査所立入検査         　11 月   ８日
　平成 30年度日医臨床検査精度管理調査

報告会への参加        　 　　  ３月   ８日

12　社会貢献
　山口ゆめ花博の開催及びレノファ山口 FC に対
する活動支援等を行った。

13　医政対策
　自見はなこ 次世代の医療を考える会

4月 17日
　2018 武見セミナー  　　　　　　　５月 28日
河村建夫政経セミナー 　　　　　　６月 30日
　岸 信夫政経セミナー　　　　　　   ７月   １日
敬人会（武見敬三）勉強会　 　　　９月 18日
　林よしまさ国政報告会　 　  　　　10月 14日
　自民党山口県連環境福祉部会への要望　　　　

　　　10月 25日
  平成 31年度施策・予算要望（山口県知事）　　

　　10月 25日
  公明党山口県本部政策懇談会   　　11月   ２日
 全国医師会医療政策研究大会   　　11月 25日 
羽生田たかし君を励ます会　   　　11月 25日
  2018 武見セミナー 　　　　　   　11 月 27 日
第 14回医療関係団体新年互礼会     １月   ５日
林よしまさ平成 31年新春の集い  　１月 11日
公明党新春のつどい 　　　　　　　１月 12日
河村建夫新春の集い    　　　　　 　２月  ２日
北村経夫国政報告会        　　　　 　２月  ２日
日医医療政策シンポジウム 　　　　２月 13日
高村正大新春の集い　　　　　　 　2月 23日

14　庶務関係報告
（1）会員数（平成 30年 12月 1日現在）

（2）物故会員
　平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日
までに31名の会員がお亡くなりになられました。

郡市医師会別会員数

郡市医師会 第 1号 第 2号 第 3号 計

大 島 郡 8 26 2 36 (  32)
玖 珂 25 23 0 48 (  48)
熊 毛 郡 15 5 0 20 (  21)
吉 南 57 43 5 105 (  96)
厚 狭 郡 20 4 0 24 (  24)
美 祢 郡 6 7 0 13 (  14)
下 関 市 282 128 75 485 (485)
宇 部 市 180 94 37 311 (319)
山 口 市 115 102 21 238 (241)
萩 市 42 35 0 77 (  79)
徳 山 127 124 32 283 (282)
防 府 95 82 23 200 (203)
下 松 51 26 1 78 (  77)
岩 国 市 90 37 8 136 (134)
小 野 田 47 36 5 88 (  85)
光 市 37 41 3 81 (  82)
柳 井 38 38 6 82 (  80)
長 門 市 27 23 1 51 (  54)
美 祢 市 10 3 1 14 (  13)
山口大学 0 0 236 236 (234)

計 1,272 877 457 2,606 (2,601)

(　　) は平成 29年度

平成 30年度 平成 29年度 増減（△）
第1号会員 1,272 1,285 △ 13
第 2号会員 877 866  11
第 3号会員 457 450 7

計 2,606 2,601  5
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（3）代議員数

（4）代議員会
　第 181 回臨時代議員会
　　平成 30年 5月 17日（木）山口県医師会館
　　　役員選挙
　　　１. 議長、副議長の選定の件
　　　２. 理事候補者の選出の件（会長候補者、　
　　　　　  副会長候補者、理事候補者）
　　　３. 監事候補者の選出の件
　　　４. 裁定委員候補者の選出の件
　　　５. 日本医師会代議員・予備代議員の選出
　　　　      の件
　　　会務報告
　　　　日本医師会代議員会の報告
　　　報告事項
　　　　報告第１号　平成 30年度山口県医師会
　　　　　　　　　　　 事業計画の件
　　　　報告第２号　平成 30年度山口県医師会
　　　　　　　　　　　 予算の件

　第 182 回定例代議員会
　　平成 30年 6月 14日（木）山口県医師会館
　　　報告事項
　　　　報告第 1号　平成 29年度山口県医師会
　　　　　　　　　　　 事業報告の件
　　　議決事項
　　　　議案第 1号　平成 29年度山口県医師会
　　　　　　　　　　　 決算の件
　　　　議案第２号　山口県医師会役員（会長、
　　　　　　　　　　　 副会長、理事、監事）　
　　　　　　　　　　　 及び裁定委員選任の件
　　　　議案第３号　山口県医師会役員（会長、
　　　　　　　　　　　 副会長）選定の件

　　　　議案第 4号　平成 31年度山口県医師会
　　　　　　　　　　　 費賦課徴収の件
　　　　議案第 5号　平成 31年度山口県医師会
　　　　　　　　　　　 入会金の件
　　　　議案第 6号　平成 31年度役員等の報酬
　　　　　　　　　　　 の件
　　　　議案第 7号　顧問の委嘱に関する件

（5）理事会
 4 月   5 日 4 月 19 日 5 月 10 日
 5 月 24 日 6 月   7 日 6 月 14 日
 6 月 21 日 7 月   5 日 7 月 19 日
 8 月   9 日 8 月 23 日 9 月   6 日
 9 月 20 日 10 月   4 日 10 月 18 日
 10 月 31 日 11 月 15 日 12 月   6 日
 12 月 20 日 1 月 10 日 1 月 31 日
 2 月   7 日 2 月 21 日 3 月   7 日
 3 月 20 日

（6）常任理事会
 4 月 26 日 5 月 17 日 6 月 14 日
 9 月 27 日 11 月 29 日 2 月 28 日    

（7）監事会
　5月 17 日に開催し、平成 29 年度の決算状況
及び業務執行状況について詳細に監査を受けた。

２　管　　理
　医師会運営及び会館管理に関することを行った。

大 島 郡 1 宇 部 市 7 小 野 田 2
玖        珂 1 山 口 市 5 光　　市 2
熊 毛 郡 1 萩　　市 2 柳　　井 2
吉　　南 2 徳　　山 6 長 門 市 2
厚 狭 郡 1 防　　府 5 美 祢 市 1
美 祢 郡 1 下　　松 2 山口大学 5
下 関 市 10 岩 国 市 3

計 61名
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　　  と　き　令和元年 6月 13日（木）
　　　　　　　　　             ところ　山口県医師会 6階会議室

令和元年度 山口県医師会表彰式

　標記表彰式が第 184 回定例代議員会に引き続
いて行われた。　
　冒頭、河村会長から受賞者へ対して、お祝いの
言葉が述べられた。
　表彰では、「医学医術に対する研究による功労
者表彰」として中澤 淳 先生が受賞された。ま
た、「医事・衛生に関しての地域社会に対する功

労者表彰」として吉南医師会の三隅弘三 先生、
下関市医師会の千葉武彦 先生、長門市医師会の
宮尾雅之 先生が受賞された。さらに「長寿会員
表彰」として 33 名の先生方が受賞された。
　最後に、受賞者を代表し、下関市医師会の木下 
毅 先生がお礼の挨拶をされ、表彰式を終了した。
　

医事・衛生に関しての地域社会に対する功労者表彰を
受賞される三隅弘三 先生

副賞：13代田原陶兵衛氏作陶による萩焼

医学医術に対する研究による功労者表彰を
受賞される中澤 淳 先生

受賞者を代表して挨拶される木下 毅 先生
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一、医学医術に対する研究による功労者表彰　１名
　　　中　澤　　　淳　 様

一、医事・衛生に関しての地域社会に対する功労者表彰　3名
　　　三　隅　弘　三　 様（吉　南）　　　千　葉　武　彦　 様（下関市）
　　　宮　尾　雅　之　 様（長門市）

一、長寿会員表彰　33名
　　　高　野　光　弘　 様（玖　珂）　　　福　田　瑞　穂　 様（玖　珂）
　　　小　野　　　充　 様（吉　南）　　　伊　藤　正　治　 様（下関市）
　　　木　下　　　毅　 様（下関市）　　　坂　本　久　浩　 様（下関市）
　　　重　本　　　拓　 様（下関市）　　　新　谷　幸　義　 様（下関市）
　　　玉　井　　　允　 様（下関市）　　　千　原　龍　夫　 様（下関市）
　　　中　村　哲　朗　 様（下関市）　　　東　　　良　輝　 様（宇部市）
　　　荒　木　勲　生　 様（宇部市）　　　礒　部　輝　雄　 様（宇部市）
　　　藤　本　茂　博　 様（宇部市）　　　渡　木　邦　彦　 様（宇部市）
　　　池　本　和　人　 様（萩　市）　　　木　村　邦　彦　 様（萩　市）
　　　田　中　宗　昭　 様（萩　市）　　　上　田　　　勝　 様（徳　山）
　　　年　光　隆　幸　 様（徳　山）　　　藤　井　正　敏　 様（徳　山）
　　　吉　田　　　延　 様（徳　山）　　　内　平　孝　雄　 様（防　府）
　　　林　　　宏　海　 様（防　府）　　　深　野　浩　一　 様（防　府）
　　　村　山　正　毅　 様（岩国市）　　　市　川　　　晃　 様（光　市）
　　　大　月　恭　範　 様（光　市）　　　小　田　達　郎　 様（光　市）
　　　河内山　　　正　 様（光　市）　　　近　藤　龍　一　 様（光　市）
　　　守　田　信　義　 様（光　市）　
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令和元年度
郡市医師会救急医療担当理事協議会

と　き　令和元年 6月 27 日（木）15：00 ～ 16：30

ところ　山口県医師会 6階会議室
[ 報告 :常任理事　前川　恭子 ]

開会挨拶
今村副会長　近年、想定外の災害・事故が増加し
ており、救急医療は重要となっている。平時にお
ける住民への対応としては、#7119 に期待する
部分もあるが、緻密に進めることも大切である。
この会議が効率が良く、精度も高い、そして救急
医が疲弊しない制度を考える場になればと思う。

議題
1.本県の救急搬送の現況について（県消防保安課）
○救急出動件数・救急搬送人員
　全国の救急出動件数及び救急搬送人員は 9年
連続で増加、平成 29 年は過去最多を更新した。
山口県の平成 30年の速報値も、出動件数・搬送
人員数が平成 29年よりも増加している。ちなみ
に、平成 29 年は山口県と被災した熊本県のみ、
出動件数・搬送人員数ともに前年より減少してい
た。
・事故種別出動件数（平成 29年）
　全国と同じく急病による要請が最も多く、山口

県では 60.4% を占めた。
・不搬送の状況（平成 29年）
　不搬送件数は増加傾向にあり、全国的に問題と
なっている。不搬送の理由としては拒否が最も多
く、山口県では不搬送 7,680 件中、3,000 件弱
である。
・傷病程度別搬送人員（平成 29年）
　山口県では、軽症（41.1%）・中等症（50.3%）
での搬送が多く、全国と比べると中等症の割合が
高い。
・年齢区分別救急搬送人員
　全国的に高齢者が搬送の半数以上を占めるが、
山口県ではそれを超える（67.6%）。

〇現場到着時間・病院収容時間の推移
・現場到着時間（平成 29年）
　全国平均が 8.6 分で昨年より 0.1 分延伸、山口
県は 8.8 分で昨年より 0.1 分減少している。
 ・病院収容時間（平成 29年）
　全国の平均は 39.3 分で昨年と同等、山口県は

出席者
県総務部消防保安課

大 島 郡
玖      珂 
熊 毛 郡
吉　  南
美 祢 郡
下 関 市
宇 部 市
山 口 市
萩  市
徳 山

安本　忠道
近藤　栄作
沖野　良介
田邉　　亮
森岡　秀之
帆足　誠司
髙田弘一郎
郭　　泰植
安藤静一郎
髙木　　昭

郡市担当理事
主 査 篠山　和憲

県健康福祉部医療政策課

県医師会
副 会 長
常任理事
常任理事

今村　孝子
前川　恭子
清水　　暢

主 査
主任主事

泉津　友則
吉山　尚彦

防　  府
下　  松
岩 国 市
山陽小野田
光 市
柳  　 井
長 門 市
美 祢 市

豊田　秀二
河村　裕子
守田　英樹
村田　和也
前田　一彦
野田　基博
斎木　正秀
田中　昭吉

（代理）

（代理）



令和元年 8月 山口県医師会報 第 1908 号

609

山口県総務部消防保安課作成の資料より転載
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38.2 分で昨年より 0.1 分延伸している。
・遅延の主な原因（消防への聴き取り）
　高齢化により救急出動件数そのものが増え、医
療機関の受け入れ要請が輻輳することにより、他
医療機関への照会、遠方医療機関への搬送が増加
している。

〇救急搬送における医療機関の受入状況
（平成 28年）

　重症以上傷病者・小児傷病者の搬送では、受入
照会 4回以上、現場滞在 30分以上事案がともに
増加している。

〇救急救命士の運用状況（平成 30年）
　県内救急隊はすべて救急救命士運用隊となって
おり、また、常時、救急救命士が乗車している。

〇救急救命士の行った応急処置（特定行為）の状況
　静脈確保、薬剤投与、特定器具による気道確保
を実施している。

〇救命手当講習の実施状況
　平成 29年に救命講習を受講した者は、人口 1
万人あたり山口県では113人で全国17位である。

〇救急ステーション認定状況
　平成 31年 3月末現在、山口県内の救急ステー
ション（ホテルや店舗で従業員が適切な応急救護
を行うことができる事業所）は 347 箇所認定さ
れており、そのうち 240 箇所が AED ステーショ
ンである。

〇心肺停止患者の生存率・社会復帰率
（平成 29年）

　心原性の心肺機能停止状態で一般市民に目撃さ
れた症例の、1か月後の生存率及び社会復帰率は、
全国平均と比較し山口県は低い（生存率：全国
13.5％、山口県 13.2％、社会復帰率：全国 8.7％、
山口県 6.6％）。

〇一般市民により除細動が実施された件数
　平成 29年、山口県では 37件実施された。

2. 救急医療電話相談（#7119）について
　　　　　　　　　　　　　　　（県消防保安課）
　令和元年 7月 1日（月）午前 0時より運用開始、
県内在住の概ね満 15歳以上を対象とする。すで
に行われている小児救急医療電話相談（#8000）
との兼ね合いから、この年齢設定とされた。
　実施地域として協定を結んでいるのは 15市町
（下関市、宇部市、山口市、防府市、下松市、光市、
長門市、柳井市、美祢市、周南市、山陽小野田市、
周防大島町、上関町、田布施町、平生町）である。
岩国市・和木町は、先行して広島県の広域都市圏
＃ 7119 に加入、萩市・阿武町は萩・阿武健康ダ
イヤル 24を利用しており、県内全域で同等の電
話相談が実施されている。
　固定電話（IP 電話、ひかり電話を除く）と携
帯電話（NTT ドコモ、au、ソフトバンク）は
#7119 の短縮番号で利用できる。これ以外の電
話からは「083-921-7119」で利用いただきたい。
　365 日 24 時間体制で相談を受け、相談は無料
である（県庁までの電話料は相談者負担）。県庁
に専用回線を 2本設け、委託先（令和元年度は
法研）に転送する。
　緊急度の判定には「消防庁プロトコル」を、受
診医療機関紹介については「やまぐち医療情報
ネット」を活用する。

3. ドクターヘリの出動状況について
　　　　　　　　　　　　　　　（県医療政策課）
〇山口県ドクターヘリ出動実績

（平成 23年 1月～平成 31年 3月）
　要請件数 2,473、出動件数 2,194、直近の平成
30 年度は出動が 300 件を超えた。9 年間累計
での未出動は 279 件で、天候不良や時間外要請
がその理由である。出動形態別件数は、現場出
動 838、病院間搬送 1,299、途中キャンセルが
127 であった。
　消防本部管内別出動件数（累計）では、長門市
消防本部管内が 349 と最も多く、病院間転院搬
送が多いことがその理由である。

〇広域連携の状況
　中国 5県と各ドクターヘリ基地病院が平成 25
年に協定を結び、山口県は島根県・広島県と相互
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乗入を実施している。光地区消防本部・下松市消
防本部・岩国地区消防組合消防本部管内の、山口
県のドクターヘリ出動件数が少ないのは、広島県
ドクターヘリの要請が多いためである。

〇山口大学医学部附属病院ヘリポート
　新ヘリポートでの離着陸訓練を行い、安全性の
確認ができている。

4.  ACLS 普及啓発事業について（県医師会）
〇 ACLS シミュレータレンタル費用助成
　二次救命処置（ACLS）に使用するマネキン型
シミュレータのレンタル費用を助成する事業を本
年度より開始している。
・経緯
　平成 27年までは、県医師会所有のシミュレー
タを貸出していたが、故障を繰り返し修理も困難
となり、貸出できなくなっていた。今まで利用さ
れていた医療機関がお困りと伺い、事業とした。
・概要
　県医師会員が所属する医療機関からの申請が基
本である。所定の様式で申請いただき、講習会開
催後、実施報告と併せて請求書・領収書の写しを
提出いただく。1医療機関につき 1年間 15 万円
を上限に助成し、申請は講習会の 1か月前まで
とする。なお、4～ 6月までに開催済みの講習会、
及び 7月に開催予定の講習会については、遡っ
て助成するので、申請いただきたい。

〇 AED等貸出
　AED・CPR 訓練人形の貸出は、継続して行って
いる。なお、今年度より貸出依頼書で申し込みい
ただくよう手続きの一部を変更したのでお知らせ
する。

5. 二次救急医療体制について（県医師会）
　協議会で各地域の現状をお話しいただいた。そ
の内容を医療圏ごとに簡単にまとめ、以下にお示
しする。

岩国　二次救急については、特定の医療機関の負
担が大きい。早めに病態を判断できる場合は広島
圏域に紹介するなど、その機関の負担軽減となる

よう努力している。

柳井　特定の医療機関に負担となっているため、
患者さんの病態により紹介先医療機関を使い分
け、負担軽減に努めている。圏域内でカバーでき
ない場合は、隣接圏域に紹介している。

周南　各市の二次救急病院でまず対応し、対応で
きない場合は圏域の中心病院に搬送する。

山口・防府　山口市は複数の病院で二次救急輪番
に対応できており、5年後も維持できると思われ
る。防府市は、現在の二次輪番病院が一つでも抜
けてしまえば、輪番制度の維持が困難となる。 

宇部・小野田　二次輪番・輪番サポート病院で二
次救急に対応している。美祢を含めた広域での対
応のため、遠方に受診する患者さんの不満もある。

下関　特定の科に対応できない病院の輪番日に
は、他の二次の病院が交替で対応している。

長門　患者さんの病態により、二次救急病院で対
応できない場合は、圏域を超えて紹介する。ドク
ヘリも活用している。

萩　輪番担当回数は病院により異なる。医師が他
の圏域から異動し、医師数が増えることもなかな
か望めず、特定の科の二次救急対応が困難になる
と予想している。

6.「JMAT やまぐち」について（県医師会）
　例年、郡市医師会及び各病院から JMAT やま
ぐちに事前登録いただいている。今年度も登録を
お願いし、チームの名簿を更新する予定である。
　また、令和元年 12月 1日（日）に JMAT やま
ぐち災害医療研修会を開催する。

7.  AED 等の設置状況について（県医師会）
　AED等の設置台数の確認に加え、パッドやバッ
テリーの期限をチェックいただく目的で、設置状
況の調査を年に 1回行っている。今年度もご協
力をお願いする。
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と　き　令和元年 6月 6日（木）15：00 ～ 16：55

ところ　山口県医師会 6階 大会議室
[ 報告 :常任理事　沖中　芳彦 ]

令和元年度 郡市医師会
看護学院（校）担当理事・教務主任合同協議会

開会挨拶
加藤専務理事　郡市医師会看護学校担当理事、教
務主任をはじめ、学校関係者の方々には、看護
師、准看護師の育成に平素から尽力しておられる
ことに感謝申し上げる。また、本日は県の医療政
策課の方々にもご出席いただいており、常日頃か
ら医師会立の看護職員養成所にご支援いただいて
いることに感謝申し上げる。本日は看護学校を運
営しておられない郡市の方々にもご出席いただい
ており、オール山口としてお知恵を拝借したい。
2016 年の時点で、全国で看護職は 166 万人おら
れるが、准看護師は約 34万 8,000 人、看護師は
約 121 万人である。減少しているとはいえ、准
看護師なくしては中小の病院はやっていけない。
看護学校（院）の問題点は、資金、学生、教員及
び実習施設の不足である。四重苦の状態であるが、
皆様のお知恵を出していただいて、本日の会議が
有意義なものになることを願っている。

報告事項（沖中）
1　第 49 回中四九地区医師会看護学校協議会
（2018 年 8 月 17 日 ( 土 )、18 日 ( 日 )、於：島
原市）の報告
　本会報 2018 年 10 月号に報告記事を掲載して

いる。
2　第 50回中四九地区医師会看護学校協議会は、
2019 年 7月 27日（土）28日（日）の両日、広
島市において開催される。

協議事項
1　学院（校）の運営状況について（沖中）
①受験者と合格者及び入学者
　応募者のほとんどが受験されており、また、合
格者のほとんどが入学されている状況である。准
看護師科では、下関看護専門学校が定員 100 人
に対して入学者が 49名、宇部看護専門学校が定
員 50 人に対して入学者が 26 人となっている。
看護師科では、防府看護専門学校が定員 40人に
対して入学者が 35名、宇部看護専門学校が定員
50 人に対して入学者が 21 名、下関看護専門学
校が定員 50 人に対して入学者が 23 名。2年課
程では全体を見ても、140 定員のうち 79人が入
学、その率は 56％となっている。なお、厚狭准
看護学院、防府看護専門学校及び徳山看護専門学
校は、3次募集まで行っている。
②応募者
　年々減少している（下表参照）。  
　過去 6年間の応募者の推移をみると、看護師 2

─  26  27  28  29  30  31  
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表　応募者数の推移
（年度）
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年課程は 28年に一度微増しているが減少傾向に
あり大変厳しい状況である。准看護師科に関して
は半数以下の状況にある。
③生徒数
　准看護師科も看護師科も、高卒以上がほとんど
である。准看護師科では中卒者も比較的多い。
④生徒の所属状況
　医療機関に所属しながら「働きながら学べる」
ことは定時制のメリットでもある。全体的に、そ
の学校があるエリアの医療機関に勤めながら勉学
されている学生が多い。県内をくまなく網羅する
医師会立看護職員養成所の良さであると思ってい
る。
⑤卒業生の状況
准看護師科
　准看護師科は卒業生 214 人うち 98 人（約
45％）が就業している。ちなみに、前年の割合
は 40％であった。ほとんどの方が県内に就業し
ている（98人中 93 人）。進学された方は卒業者
数全体の約 51％である。卒業したものの就業し
ていない人や看護職以外に就職された人が 21人
存在することは問題である。
看護師科
　卒業生 149 人のうち、132 人（約 88％）の方

が就業しており、このうち、県内就業した方は
111 人（約 84％）となっている。「看護職以外
の就職」が 2人、「就職していない」が 14 人存
在する。
⑥校納金
　入学者数の減少により厳しい状況にある。防府
は入学金、設備運営費を、下関は設備運営費、実
習費を若干アップされた。
⑦生徒の給費
　おおむね前年と同様である。
⑧国家試験、准看護師試験の合格状況
　准看護師科では本年度は2名の不合格者があっ
た（前年度は全員合格）。看護師科では 16 名の
不合格者があった。なお、各校からは合格率アッ
プのための具体的な対策をいただいている。過去
問対策、模擬試験や強化チームで個別に指導され
ているところもある。
⑨補助金等
　毎年、年末に県医師会と日本医師会からの助成
金を各課程へ送金している。県医師会からは准看
護師課程は 120 万円、看護師課程は 100 万円で、
4年前の倍額となっている。日本医師会からは准
看護師課程 16 万円、看護師課程 10 万円が助成
されている。

出席者
郡市担当理事及び教務主任 山口県健康福祉部

　医療政策課看護指導班大 島 郡
玖　 珂
熊 毛 郡
吉　 南
吉 南
下 関 市
下 関 市
宇 部 市
宇 部 市
山 口 市
萩　 市
徳　 山
徳 山

会 長
理 事
理 事
担当理事
教務主任
学 校 長
教務主任
担当理事
教務主任
理 事
教務主任
副 会 長
教務主任

野村　壽和
川田　礼治
沖野　良介
岡村　　均
岩城　愛香
宮﨑　　誠
中司　冷子
藤野　　隆
上野真佐美
林　　大資
黒石由佳里
香田　和宏
猶貞　信江

防　 府
防 府
防 府
下　 松
岩 国 市
山陽小野田
山陽小野田
光　 市
柳　 井
長 門 市

学 校 長
教務主任
教務主任
副 会 長
理 事
学 院 長
教務主任
理 事
教務主任
理　　事

山本　一成
安光　延枝
山本美恵子
山下　弘巳
藤本　啓志
河村　芳高
前田　和子
井上　祐介
沖原みどり
桑原宏太朗

副 課 長
主 幹

嶋田　英一
菊池　実代

山口県医師会
副 会 長
専務理事
常任理事
常任理事

今村　孝子
加藤　智栄
沖中　芳彦
前川　恭子
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⑩受験者数減少への対策
　各学校から受験者減少に関して、「減少傾向の
原因と対策」をいただいている。景気、少子化や
大学進学希望者増加の影響が考えられるが、対策
として、各校とも学校訪問、ガイダンスへの出席、
学校説明会やオープンキャンパスへの参加、ホー
ムページの充実、メディアを利用した PR など、
応募増につながる対策に力を入れておられる。

2　山口県の取組みについて（山口県医療政策課）
　平成 31年度看護職員確保対策事業の当初予算
については、昨年 10月に策定した「やまぐち維
新プラン」の具現化に向けた取組みの推進と、持
続可能な行政基盤の確立に向けた取組みの着実な
推進を 2つの柱に掲げて編成が行われている。
　看護の分野においては、「やまぐち維新プラン」
の中の、生活維新を力強く推し進めていくために、
安心の医療・介護充実プロジェクトにおいて、事
業展開をしていくこととなっている。
　看護職員対策事業には、「養成確保」「離職防止・
再就業支援」「資質向上」の3本の柱を立てている。
昨年からの変更点として、「資質向上」の中の「看
護教員養成講習会事業」に取り組むこととなった。
これらの事業が円滑に行われるように、看護職員
確保対策の推進に関する協議会を開催している。
　将来の看護職を目指してもらいたい中高生に対
する看護についての理解促進に始まり、看護学生
に対しては、養成所の補助や修学資金の貸付等を
行っている。また、看護職増加への期待を込めて、
看護に関する情報発信を、「やまぐちナースネッ
ト」等を通して行っており、この中で離職者に対
する再就職支援を行っている。また、できるだけ
離職しないで済むように、病院内の保育所への支
援や医療勤務環境改善への支援を行っている。資
質向上に関しては、看護学生には臨地実習体制の
強化、新任期には新人看護教育体制の充実を、さ
らには特定行為を行う看護師・認定看護師の育成
支援を行っている。また、今後、在宅医療への需
要が増す中で、訪問看護師の育成として、段階的
な研修会を開催している。
　看護師等養成所に関する部分を中心に説明す
る。

看護師等養成事業
　医療の高度化や専門家に対応できる、意志の強
い看護職員を養成するために、看護師等養成所の
運営費の一部を補助することで、教育内容の向上
と充実を図ることを目的とする。補助対象は、自
治体立、学校教育法第1条に規定する学校を除く
看護師等養成所である。補助対象経費には、教員
経費、事務職員経費、生徒経費、実習施設謝金、
へき地の地域における養成所に対する重点的支援
事業実施経費、新任看護教員研修事業実施経費、
看護教員養成講習会参加促進事業経費がある。具
体的な金額については、補助基準額として、それ
ぞれの課程別に 1校当たりの単価、生徒一人あ
たりの基準額が定められている。さらに基準額に
対する調整率を加味し、全体的な総額を計算して
いる。平成30年12月末現在、12学校15課程に、
この養成事業を活用していただいている。
看護師等修学資金貸与事業
　県内の中小病院（200 床未満）等において看
護業務に従事しようとする看護学生に対し、修
学上必要な資金を貸与し、新卒看護職員の県内就
業・定着を図ることを目的とする。貸付対象者は、
文部科学大臣もしくは厚生労働大臣、又は県知
事が指定した養成所に在学する者で、高校や大学
も含めて看護学生すべてが対象となる。金額につ
いては、例えば医師会立の准看護師課程であれば
21,000 円、看護師 2年課程・3年課程であれば
36,000 円である。返還対象者については苦慮し
ており、退学は返還対象となるが、直ちに届け出
をしていただくことで、返還方法についての調整
を図る必要がある。もともとの事業の目的が県内
定着であるため、県としても返還対象者ができる
だけ少ないことを願っている。学校の教員の方々
にも、このようなことがあると手続きでお手を煩
わせてしまうため、できるだけ返還対象者が出な
いようにすることが大切である。また、自分がど
のような病院に就職したいかが定まらないまま取
り敢えず修学資金を借り、対象外の施設に就職し
て返還対象者となるような事態に陥らないような
説明を学校にはお願いしたい。平成30年度には、
看護師 188 人、准看護師 69 人、計 257 人に貸
与した実績がある。
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プレナース発掘事業
　山口県でも少子化が進んでおり、平成 30年の
出生数は9,081人で、昭和40年に比べ約6割減っ
ている。この限られた若年層に如何に看護の魅
力を伝えていき、次世代の看護職となる若者を増
やしていくかということが喫緊の課題となってい
る。1）県では「魅力ある看護の道を目指しませ
んか」ということで、看護の PRリーフレットを
8万部作成し、県内のすべての中学生・高校生の
ほか関係機関にも配布し、周知をお願いしている。
2）1日ナース体験については、今年は県内の協
力病院 53か所に休み期間を中心に中学生・高校
生に看護体験をしてもらったり、看護職の仕事ぶ
りをみてもらうなど、看護職を目指すイメージを
膨らませるような取組みをお願いしている。昨年
度は 645 人（66病院）に 1日ナース体験をして
いただいた。3）看護の魅力発見として、昨年度
の新規事業で看護の魅力を PRするとともに、看
護について楽しみながら学べる機会を提供し、看
護職を目指す進路を実現していく機会の創出を
図ることを目的としている。小中校生やその保護
者を対象に、看護職になるまでの進路相談やミニ
ナース体験（白衣試着、聴診器使用体験など）に
より看護を身近に感じてもらうイベントを県内 5
か所の病院で実施し、1,365 人の参加があった。
4）看護職員に県内の学校訪問をお願いし、そこ
で中高生やその進路指導の先生方に看護業務等の
紹介や講話を行うことにより、看護への理解を促
進し、看護職を目指す動機づけを図っている。昨
年度は 38校の学校訪問を行った。
　新規事業の「看護教員養成講習会事業」につい
ては、質の高い看護ケアが提供できる看護職員
を育成するためには、教育力に優れた看護教員の
確保が非常に重要となっており、専任教員養成講
習会に看護教員を派遣する看護師等養成所に対す
る受講料等の補助により専任教員の養成確保・看
護基礎教員の質の向上を図ることを目的としてい
る。看護師等養成所の開設者が雇用している看護
教員に、eラーニングと短期間のスクーリングを
中心とした通信制講座を受講させるために負担し
た経費に対して補助を行うものである。補助額は
補助基準額と対象経費を比較して少ない方の額

（＝交付基礎額）に 2分の 1を乗じて得た額であ
る。補助基準額は、派遣した看護職員１人当たり
442,000 円である。ただし、複数年度にわたり
受講する場合、補助基準額から過去に補助を受け
た交付基準額を差し引いた額を当該年度の補助基
準額とする。対象経費は、受講料（入学金、編入
料、授業料、履修登録料、教育充実費、スクーリ
ング受講料等）。ただし、入学検定料、テキスト
代、実習委託費、実習時の保険金、旅費・宿泊費
は含まれない。9月頃に交付申請の依頼をこちら
から全養成所に送付する予定である。それを受け
て、学校の方から交付申請、実績報告を出してい
ただき、翌年 4月に額の確定・補助金支出を行
う予定である。養成所の先生方には是非ともこの
事業をご活用いただきたい。

質問（防府医師会）　県外での教員養成講習会の
補助となると、当面、県内では養成講習会は開催
しないと理解してよいか。
回答（県医療政策課）　この事業は、従来の週5日、
9か月連続して行う講習会では、一つの学校から
教員が同時に複数受講することが困難であり、ま
た養成所の負担が大きいことも考慮して、その対
応策として、今年度から、通信制で専任教員養成
講習を実施している大学での受講を補助する形で
実施することにしたものである。
意見（防府医師会）　看護 PR リーフレット作成
において、県が作成した進路案内・進学案内の中
に、医師会立看護学校の名前がないため、是非入
れていただきたい。看護師になる道はいろいろあ
るが、高校、中学校の進路指導の先生方にはその
点をご存知ない方もおられる。医師会立の看護学
校も頑張っているということをアピールしていた
だきたい。看護職すべての応募者が減少しており、
運営の先行きが大変不安な状況である。県のご支
援がなくては立ち行かないため、ご配慮をお願い
したい。
追加（加藤専務理事）　中高生に PRする時に、「働
きながら看護職になれる」という道があることを
是非付け加えていただきたい。
質問（防府医師会）　看護師等修学資金貸与事業
について、准看護科の 3年間に続けて看護科の 2
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年間、修学資金をいただくことができるか。
回答（県医療政策課）　できないわけではないが、
准看の時に何も手続きをせずに続けて看護科でと
いうわけではなく、課程が変わる時にその都度申
請をしていただき、審査をした上で貸与するとい
う仕組みになっているので、申請の手続きを踏め
ば可能である。ただし、応募者が多いため、審査
の枠から外れてしまうということはあり得る。

3　県医師会の取組みについて（新規事業等）　
　　　　　　　　　　　　　　　　　 　（沖中）
　本年度の新規事業として、「中四九地区医師会
看護学校協議会への学院（校）参加のための助成」、
「看護教員養成講習会の通信受講者の支援」を掲
げている。中四九地区医師会看護学校協議会への
参加費は 1校 8万円である。今年度は 3校しか
参加されないと聞いている。各学校で一旦参加費
をお立て替えの上、後日申請していただき、県医
師会から支払いをさせていただくことになる。こ
れまで、県内で開催される場合の助成額を１人 5
万円としていたが、今年度から県外での受講には
１人10万円を助成する。これは通信制に限らず、
それ以外の学校での受講も対象となる。県内の開
催は難しいようであるが、今後も要望は継続する。

4　県内の准看護教育について（厚狭准看護学院）
　昨年 11月 3日に准看護師養成所看護教員研修
会を開催し、その際に、今後の准看護師教育に関
する意見交換をした。徐々に学力が低下しており、
指導が大変になっている中で、各学校の教員がい
ろいろと考えながら教育を行っているという現実
がある。教科書だけでなくドリルや面談により個
別に行っているが、大変な状況である。学校運営
に関しては、「医師会に学校の運営をどの程度理
解してもらっているか」、「そこで働いている教員
についても考えてもらいたい」という意見があっ
たが、最も多かったのは教員の基本給の見直しで
ある。生活もあるので、きちんとした保障がほし
いということと、医師会立で基本給の統一ができ
ないのかということであり、教員の確保が難しい
ため、ギリギリの人数の中で、休みが取れなかっ
たり残業があったりでストレスも多いという状況

下で教員講習にもなかなか参加できないとの意見
があった。
　医師会への要望としては、給与の基準を作って
ほしいということ、准看護師養成所の経営が大変
になってきている状況の中で、県内で 4か所く
らいに分けて再編することで質のいい学生が入学
し、教員たちが協力できるのではないかとの意見
があった。また、ホームページのサーバーを県医
師会で準備してほしいとの意見や、教材・器具の
購入が難しいという現実がある中で、学校として
必要な経費を各学校単位で考えていただきたいと
いう意見があった。通信教育による教員養成講習
会の話も出たが、今回このような形で補助金が出
るため、皆さん安心しておられると思う。

質問（沖中）　カリキュラムの変更により今後、
働きながら学ぶということが難しくなるのではな
いかと心配しているが、この点は如何か。
回答（厚狭准看護学院）　県の指導により、講義
時間をクリアするのに、これまで 1日おきに行っ
ていたが、時間数が不足するため、1年生は火曜
日から土曜日まで、水曜日と金曜日は午後から講
義を行っており、それによって講義時間を確保で
きるようになった。学生に質の良い講義を提供す
るためには、教員の負担も大きくなる。また、非
常勤講師の先生方には、授業時間数を増加した上
で、講師を引き受けていただいているという現状
がある。それに関しては、皆さんが大変協力的で
あり、特に問題はない。ただ、各学校負担ではう
まくいかないところもあるし、時間確保が難しい
とも聞いている。

5　郡市医師会、看護学院（校）からのご意見
ご要望
1）吉南医師会・吉南准看護学院
　どの学校（院）も応募者数の減少により入学者
が定員割れをしており、運営が厳しくなっている。
景気の影響もあると思うが、今後も県や所属自治
体からの補助金等での支援を継続していただき、
できれば増額等も考えていただきたい。授業料等
の値上げも検討しているが、そのことにより、ま
すます応募者が減少する可能性もあり、他校との
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バランスも考えると悩ましいところである。
回答（県医療政策課）　看護師等の関連事業につ
いては、地域医療介護総合確保基金を活用してい
る。この基金は国が 2/3 であるが、県も 1/3 を
負担しなければならないため、昨今の厳しい財政
状況の中では、増額は難しい状況にある。基金の
使い方については、区分Ⅰの地域医療構想の推進、
区分Ⅱの在宅医療の推進、区分Ⅲの人材養成確保
の 3つに分かれている。医療政策課長も本協議
会へ出席の予定であったが、本日、厚労省の政府
要望の会議に出席し、基金の安定的な確保と区分
間の柔軟な運用について要望している。

2）下関市医師会・下関看護専門学校
　現執行部の方針として、生徒が集まらず、会員
負担も大きいため、両課程とも 3年後に廃止す
る方向である。医師会員が１人数十万円負担して
も数千万円足りない状況にある。今年は会員から
特別会費を徴収したため少し余裕があるが、毎年
数千万円不足する状況が続く。現在、看護師・准
看護師で年間 80人くらいを地域に送り出してい
るが、廃止後にどれだけ看護職確保に困るかとい
うことは検討していない。廃止後、看護職紹介事
業所に頼むと、法外な金銭の要求と、新人の給料
UP により、今までのスタッフにも給料 UP の声
が挙がるであろう。熊本では准看が廃止されて大
変困っているという話を聞いたが、他地区ではそ
のような話は出てこない。止めてもそれなりに上
手くやっていけているのであれば説得することは
できないが、自身の看護職養成は絶対に必要と思
う。一般会員に、お金をかけてでも存続させる意
義を伝えるために、実際に廃止で困った例があれ
ば教えていただきたい。
回答（沖中）　日本医師会及び中四九地区医師会
看護学校協議会の事務局に確認したところ、 日本
医師会からは、北海道医師会において准看護学校
を撤退後、学校再開の要望はあるものの、生徒が
集まらないことや教職員の確保・学校の経営問題
等があり、再開には至っていないということであ
る。
質問（厚狭准看護学院）　全体の定員数が多いと
思う。小中学校や高校でも統廃合しており、少子

化で生徒が少なくなるので、運営が難しい。県に
伺いたいが、民間の養成所も定員を満たしている
のか。医療従事者は 2025 年から 10 年間は多数
必要であるが、それ以後は需要が減っていくと思
う。県はどのくらいの定員数が妥当であると考え
ておられるか。個人的には、養成所を集約する時
期に来ていると思う。医師会立と民間の養成所の
定員数を県に示していただくのがよいのではない
か。
回答（県医療政策課）　定員については、検討し
てきておらず本日は説明できるものはないが、看
護職員の需給見通しについては、今年度に 2025
年の医療需要を見据えた推計の策定を行うという
事実のみをお伝えさせていただく。
質問（厚狭准看護学院）　看護職員やヘルパー、
介護士の必要数の長期的なシミュレーションはし
ておられるのか。
回答（県医療政策課）　繰り返しになるが、看護
職員については、2025 年の需給見通しを今年度
に策定する。

3）宇部看護専門学校
　入学者数の減少（応募者数の減少）により経営
が苦しくなっており、今年度は当初の予算に比べ
数千万円の赤字が見込まれる状況であるため、ま
ず学生数を増やさなければならないと考えてい
る。2年前に准看護学生の募集を停止した際には、
その数倍の赤字が出たが、昨年度に募集を再開し、
赤字額は大幅に縮小された。募集を停止するより
は継続した方がよいと考えている。学生数は減少
しているが、何とか維持できるようにしていきた
いと考えており、学校のアピールをさらにしっか
りとしていきたい。オープンキャンパスについて
も、他校のやり方を参考にさせていただきたい。
オープンキャンパスに対する県医師会の助成があ
るが、数回に分けて実施した場合も助成されるの
か。また、赤字ではあるが、校舎が老朽化してい
るので、思い切って予算を使って大改修したいと
考えており、その点をホームページでアピールす
ることも考えている。
回答（沖中）　オープンキャンパスは何回実施さ
れても構わず、費用の総額の半分を、上限 10万
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円として助成させていただく。

4）萩准看護学院
　県内の医師会立准看護師養成所全体で専任教員
の基本給の改善について考えていただきたい。現
在、常勤 3名、非常勤 1名の教員で行っている
が、常勤職員の基本給が低いため、検討の結果、
他の学校の給与を参考にさせていただきたくこと
になった。他の学校の給与も低いと、県内全体の
養成所の給与が低いままとなるため、県内全体の
基本給の底上げをお願いしたい。
回答（沖中）　各学校に給与の公表の可否を確認
したところ、すべての学校で不可との回答であっ
た。下関看護専門学校より医療職俸給表をいただ
いたので、その額を参考にしていただきたい。

5）徳山看護専門学校
　看護課程 3年制に移行して、経営的にはうま
くいっている。しかし、診療所の就業者はほぼ皆
無となり、結果的に自身の有床診療所を閉鎖する
ことになった。是非とも准看は維持すべきと考え
るが、少子化による入学者の減少で、来年は赤字
になることも予想している。卒業生のほとんどは
病院に就職しており、以前は就職の見返りに病院
から補助金をいただいていたが、病院の経営母体
が替わり、それがなくなった。有料職業紹介業者
からの就業の場合には紹介料を支払うので、卒業
者が就業したときには学校がいくらかの補助をい
ただくことは無理なのであろうか。
　県への質問であるが、下関看護学校が廃止され
た場合、下関地区は問題ないのか。大学や民間の
学校も含めていろいろと養成施設はあるので、そ
れで看護職が不足することはないと考えておられ
るのか。もう1点は、実習病院確保の問題である。
他の地域の民間看護学校が周南圏内の病院等実習
施設に入られると年度によって学生数も違ってく
るので、実習を組むのに支障がでてくる。また、
高い実習謝礼を払われていることで、こちらに値
上げを要求され、大変困惑している。県は、申請
すればすべて許可するのではなく、他の学校の状
況を踏まえて許可していただきたい。
回答（県医療政策課）　実習施設の承認について

は、厚労省が定めるガイドライン等に基づいて養
成所から提出された書類を基に判断している。こ
のガイドラインには、実習施設については、原
則として養成所が所在する都道府県内にあるこ
と、すなわち 2次医療圏内という縛りはないこ
と、実習病院が受け入れることのできる学生数は
看護単位ごとに 10名を限度とすること等が定め
られている。県としては、このガイドラインに基
づき、実習施設の職員に関する状況や看護部門の
方針・目標、さらには看護職員の継続教育の実施
状況、実習指導者の略歴等により実習施設として
の適格性を判断して承認している。実習謝礼につ
いても、施設と学校との契約において定められて
いるので、県としては、養成所の運営費補助で支
援していきたいと考えている。
回答（県医療政策課）　昨年も准看護師養成所が
廃止した場合に関する質問があったが、県として
はそのようなシミュレーションはしていない。
意見（下関市医師会）　下関市には医師会立以外
に民間の学校が 2つあるが、経営母体（特定医
療法人と県外の企業）の医療機関や県外に就職す
るため、市内の一般の診療所等に就職することは
まずない。

6）防府看護専門学校
　看護学校で看護職の養成に25年関わっている。
いい時代も悪い時代も見てきたが、今ほど悪い時
代はない。防府には他に民間の 3年課程と高校
の衛生看護科があるが、防府市内に残る看護師・
准看護師は自分たちで養成しなければならないと
いう使命感を持っているが、そろそろ息切れしそ
うである。昨年度初めて、単年度の大幅赤字を計
上したので、今年度は貯蓄を取り崩さなければな
らないと思う。数年前に行ったアンケート調査で
は、防府市内で働く准看護師の半分はわが校の
卒業生である。看護師は都会の大きい病院からう
まっていくため、准看護師の養成を止めると、わ
れわれの医療圏で働く看護職がいなくなる。運営
費さえあれば養成を続けていくことができる。神
奈川県では知事の方針で准看護師養成所は廃止さ
れた。行政の支援なしには医師会立看護学校は成
り立たない。防府は吉南及び山口市の会長同士が
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話し合いをして、学生募集のポスターの掲示等に
協力いただいているが、それでも応募者は少ない。
応募者・入学者が少なくても、資金的なバックアッ
プがあれば運営は続けることはできる。医療介護
総合確保基金の区分間の流用に関してもお願いし
たい。応募者はまず大学から埋まっていく。医師
会立は社会人経験者や看護職になることをどうし
ても諦めきれない人などを拾っていくしかない。
県に対して　1）補助金の確保増額にご尽力いた
だきたい。2）応募者減少（少子化と大学志向）
で存続の危機にある。医師会立の養成所の将来を
含めた山口県下の看護職員の確保のビジョンをお
教え願いたい。3）教員養成講習の県内での開催
をお願いしたい。
県医師会に対して　本年７月 27日（土）・28日
（日）の両日、広島市で中四九地区医師会看護学
校協議会が開催されるので、医師会立看護専門学
校への国・県補助金の基本額の増額について山口
県内の医師会立看護専門学校の意見を集約いただ
き、同協議会に問題提起していただきたい。なお、
郡市の単位医師会の要望ではあるが、防府医師会
も、同協議会に要望を提出している。
回答（県医療政策課）　県としては、看護職員確
保は重要な課題と考えているので、最大限の努力
は今後も続けていきたい。
回答（沖中）　県医師会としても、中四九地区医
師会看護学校協議会に要望書を提出する予定であ
る。
質問（加藤専務理事）　建物を建て替える時に、
基金を使うことはできないのか。
回答（県医療政策課）　基金の施設整備は地域医
療構想に絡むものについて、例えば高度急性期か
ら急性期や回復期に移行する際に支援を行うとい
う仕組みにしているため、看護学校の改修には利
用できない。
質問（加藤専務理事）　他県では基金を利用して
看護学校の建物を改修された事例がある。うまく
政治的に働きかけをされたら、できるのではない
か。
回答（県医療政策課）　看護学校の改修の際は、
区分Ⅲの人材確保の枠で基金が利用できることに
なる。基金の柔軟な運用と安定的な確保に関して、

国に要望している。
意見（防府看護専門学校）　中四九地区医師会看
護学校協議会の世話人会に、山口県の代表とし
て参加させていただくことになった。参加費用に
64 万円の県医師会予算が組まれているので、全
学校に加盟していただきたい。2日後に福岡で会
議が開催されるので、加盟のハードルを下げるた
めに、1校 8万円の参加費を引き下げるよう提案
したい。

7）厚狭准看護学院
　医師会立看護学校の適正な運営について、少子
化や景気の動向により応募者が毎年漸減し定数を
満たさない異常な事態がこの数年、多くの学院で
起こり、この傾向は今後も続くであろうと予想さ
れる。このまま手をこまねいて様子見だと休止あ
るいは閉鎖せざるを得ない医師会が出て看護師供
給体制の不安定化に繋がるのではないかと危惧し
ている。そこで、各医師会の自主的な判断を尊重
するのは当然であるが、この状況に対し山口県全
域で定数を見直し、ひいては看護師養成の灯りを
消さないためにも、看護学院の統廃合を含めた抜
本的な対策に早急に取り組む必要があると思われ
る。県医では「オール山口」でこの問題に対処さ
れると伺っているが、具体的にどのように進めよ
うとされているのか。また、未来志向の解決法が
あればご教示願いたい。
回答（沖中）　まず、「オール山口」とはもともと、
看護学校を所管する郡市医師会だけでなく、学校
運営のない郡市医師会にも看護学校の運営課題を
共有し、近隣の医師会とで協議していただき、講
師派遣や、ポスターの掲示やオープンキャンパス
実施の周知等、教育や学生の応募につながる取り
組みを協力して行っていただくということを主旨
としたものである。ご指摘の「看護学校の統廃合
を含めた抜本的な対策」については、「オール山口」
の取組みとして全郡市のご意見を伺うことが必要
になると思うが、まずは、看護学校や所管の郡市
医師会同士で検討すべき問題と考える。統廃合に
関する問題点として、対象となる学校の選定や統
合後の学生の定員について、県内全体の医師会立
学校の定員が減少する問題、通学時間が長くなる
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ことによるさらなる応募者減少の可能性や、統合
により、地域によっては「働きながら学べる」と
いうメリットを享受できない学生が出てくるので
はないか。また、学生の質が改善されるかどうか。
学校の改修、建て替え、設備の更新や、その費用
負担の問題。定時制のままか、全日制にするのか。
さらには、准看護師課程や看護師課程の集約化だ
けでなく、3年制への移行等も視野に入れて検討
すべきとも思われるが、その場合、地元に残らな
い学生を多数養成することになる可能性が高くな
る。仮に、「オール山口」ということで、2次医
療圏のように県内を分け、そこに所属する郡市で
共同運営の学校とする場合、各郡市医師会や各学
校で統廃合前後の学校の人員配置やハード面など
のシミュレーションをしていただくことになる。
ただし、統廃合をすると、郡市によっては一般社
団法人の宿命である「公益目的支出計画」が変わっ
てしまうことが問題となる。いずれにしても、ま
ずは各学校と看護学校を所管する医師会及び県医
師会とで、本年度秋に予定している「医師会立看
護学校課題検討会」で統廃合の問題に関する意見
交換を行いたい。
意見（厚狭准看護学院）　何事にもメリットとデ
メリットがある。医師会立で看護職を養成するこ
とは、今の時代に意味がないのか。私の考えはそ
うではなくて、医療に従事する者は自前で育て、
一緒に地域の医療を守ろうという志が大事である
と思う。苦しい時だからこそ、みんなで知恵を出
し合えばできないことはないと思う。養成所を運
営していない郡市の医療機関も医師会立出身の看
護職を採用することもあるので、協賛金等により
応援することで、養成する側の気持ちも変わって
くる。一旦止めると立て直すことは無理なので、
なんとか頑張ってもらいたいと思う。統廃合も含
めて、全員が危機感を持って、この問題に取り組
んでもらいたい。

8）柳井准看護学院
　当学院は、柳井市から県と国の半分の額のかな
り多額な補助金を出していただいているが、柳井
市から通ってくる学生は 1/3 足らずである。光
市や岩国市、年度によっては岩国から半分の学生

が通ってきているという状況もあるので、オール
山口というところで光、そして岩国辺りの医師会
の方からも何らかのご協力をいただきたい。柳井
市からの補助金がなくなることはないと思うが、
今後減らされる可能性もあると思うので、本日、
光市医師会、岩国市医師会の先生が出席しておら
れるので、その辺りをお願いしたいと思う。
県医師会に対して　昨年まで補助金を増額してい
ただいているが、今後もさらに増額していただく
ようお願いしたい。
回答（光市医師会）　この会の出席が今回で 3回
目であるが、ようやくオール山口という道筋を、
今、仰ったように思う。まず山口県内を区分化
し、その中で今のようなお話が伺えたら、われわ
れとしても医師会に持ち帰って説明することもで
きる。ポスターを貼ることも大事だし、声かけ
することも大事であるが、学生の数が減っている
ので何とか維持することしかできないと思う。ど
うしても不足するのはお金や実習施設だと思うの
で、ゾーン別に協力することから始めて、最終的
にオール山口に持っていけば良いのではないかと
いうことを前々から思っていたが、今のご発言に
よりその思いを新たにしたところである。
意見（岩国市医師会）　岩国の医師会看護学校は
民間に委託していることもあり、そこに入れな
かった方が柳井に行っておられる可能性はあると
思う。広島が近いため、民間の卒業生は岩国に残
らないことが多い。岩国医療センターにも看護学
校があるが、そこの卒業生は医療センターに就職
する。どこかで働いて戻って来た方が、診療所に
入職する傾向があるのではないかと思う。看護職
が足りていないという実感は、現状ではない。

6　その他
県医　毎年作成している次年度入学生募集のため
のポスターの製作を今年度も行う。
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社保・国保審査委員連絡委員会
と　き　令和元年 7月 4日（木）15：00 ～

ところ　山口県医師会 6階会議室

協　議
1　透析患者に対する HBs 抗体、HBc 抗体につ
いて〔支払基金・国保連合会〕
　透析患者に対する感染予防のためのHBs 抗体、
HBc 抗体について、認める取扱いとしてよいか
協議願いたい。
　なお、認める場合は、頻度（6か月に 1回程度
等）及び注記の有無（透析 ( 人工腎臓 ) 時の施行
とレセプト上判断できる場合は、注記の必要はな
い等）についても併せて協議願いたい。
　〔関連記事〕「山口県医師会報」
　平成 14年 3月 1日号・社保国保審査委員連絡委員会

　HBs 抗体定性、HBc 抗体については、6か月
に１回程度の算定を認める。
　なお、平成 14年 1月の社保・国保審査委員連

絡委員会における協議３（下記参照）の肝炎ウィ
ルスマーカー検査の算定間隔が、「3か月に 1回」
とあるものについても「6か月に 1回」へ変更す
る。
（参考 : 旧取扱い）

人工腎臓実施中の肝炎ウィルスマーカー検査（HBs 抗原・
HCV抗体）の算定間隔について［国保連合会］
　「6月以内の再入院時における梅毒脂質抗原使用検査、　

HBs 抗原・HCV 抗体は重複と見なす。」（平成 11 年 2 月

25日社保・国保審査委員連絡委員会）となっていることか

ら、現在、国保では６か月に１回の算定を認めている。

　人工腎臓を行う施設の一部の先生方から、院内感染を防

止する意味で３か月に１回の算定を認めてほしい旨の要望

があることから、この取扱いについて協議願いたい。

 
 　透析の場合については、３か月に１回の算定を認める。

出席者

　県医師会
河村　康明
林　　弘人
加藤　智栄
萬　　忠雄
清水　　暢
郷良　秀典

会　　長
副 会 長
専務理事
常任理事
常任理事
理 事

　委員
城戸　研二
藤原　　淳
小野　弘子
西村　公一
矢賀　　健
藤井　崇史
赤司　和彦
田中　裕子
久我　貴之
神德　　済

　委員
土井　一輝
松谷　　朗
浴村　正治
清水　良一
村上不二夫
成松　昭夫
新田　　豊
道重　博行
湯尻　俊昭

報告：常任理事　萬　　忠雄
　　　常任理事　清水　　暢
報告

　　
　忠雄

　暢
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2　消化管内視鏡前検査の APTT、PT について
　　　　　　　　　　　　　　　　〔支払基金〕
　消化管内視鏡の前検査として、APTT（活性化
部分トロンボプラスチン時間）及び PT（プロト
ロンビン時間）が認められるか協議願いたい。

　APTT 及び PTの算定を認める。

3　血小板輸血時の不規則抗体検査について　
　　　　　　　　　　　　　　 　　〔支払基金〕
　平成 15 年 12 月開催の社保・国保審査委員連
絡委員会において、血小板輸血に対して不規則抗

体検査が認められるか協議した結果、「原則認め
ない。注記があれば認める場合もある。」とされ
ているが、どのような注記があれば認められるの
か、再度、協議願いたい。
　〔関連記事〕「山口県医師会報」
　平成 16年 2月 1日号・社保国保審査委員連絡委員会

　血小板輸血に限った場合は認められない。

※以上の新たに合意されたものについては、令和
　元年 9月診療分から適用する。

山口県医師会事務局　総務課内 会報編集係
　〒 753-0814　山口市吉敷下東 3-1-1　山口県総合保健会館 5階　　　
　　　　　　　　TEL：083-922-2510　FAX：083-922-2527　　　
　　　　　　　　E-mail：kaihou@yamaguchi.med.or.jp　

Ƽ̝ᴣǵṶƽԍ ҹ

                       　　　　　　　
投 稿 規 程（平成 27年 5月から）

 1）投稿は本会会員に限ります。

 2） 内容につきましては、医療・医学に関連するものに限定させていただきます。

 3）他誌に未発表のものに限ります。

 4） 同一会員の掲載は、原則、年 3回以内とさせていただきます。

 5）字数は 1,500 字程度で、文章には必ずタイトルを付けてください。

 6）外国語単語の使用は認めますが、全文外国語の場合は掲載できません。

 7） 学術論文については、その専門的評価が問題となる場合があるため、掲載で

　　きません。（『山口県医学会誌』への投稿をお願いします。）

 8) ペンネームでの投稿は不可とさせていただきます。

 9) 送付方法は電子メール又はCD-R、USBメモリ等による郵送（プリントアウ

　　トした原稿も添えてください）でお願いします。

10） 編集方針によって誤字、脱字の訂正や句読点の挿入等を行う場合があります。

　　また、 送り仮名、数字等に手を加えさせていただくことがありますので、あ

　　る意図をもって書かれている場合は、その旨を添え書きください。

11）原稿の採用につきましては、原稿をいただいた日の翌月に開催する広報委員

　　会で検討させていただきますが、内容によっては、掲載できない場合があります。
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　女性アスリートの三主徴は無月経、骨粗鬆症、
利用可能エネルギー不足（最近はこのように表現
される）である。歴史的にはアメリカスポーツ医
学会が 1992 年「無月経、摂食障害、骨粗鬆症」
を女性アスリートの三大健康問題として取り上
げたが、1994 年にアメリカ代表の体操選手が減
量をきっかけに拒食症となり、多臓器不全のため
22歳の若さで他界（身長 150cm、体重 22.7kg）
したこと等を背景に、「無月経、摂食障害、骨粗
鬆症」を女性アスリートの三主徴と定義した。ア
スリートの摂食障害は 18 ～ 20％にみられ、非
アスリートの 5～ 9％に比べ頻度が高い。10 代
後半～ 20代前半に多く、陸上長距離、ノルディッ
クスキー、柔道、レスリング、ボート、重量挙げ、
体操、新体操、フィギュアスケート等の低体重を
求められる競技や減量がある競技に多い。
　国際オリンピック委員会も、スポーツにおける
相対的なエネルギー不足が生体内の免疫系、消化
器系、心血管系等、あらゆるところに影響を及ぼ
すことに危機感を覚え、注意を喚起した。女性ア
スリートの三主徴は相対的なエネルギー不足が全
身へ及ぼす悪影響の中の部分症状といえる。この
low energy availability（利用可能エネルギー不足）
により脳からの律動的なホルモン分泌が障害され
ることで、無月経となり、さらに低エストロゲン
状態となり骨粗鬆症へと向かう。また、低体重、

低栄養はそれ自体が骨粗鬆症を悪化させる。
　energy availability（利用可能エネルギー）と
は、食事からとる摂取エネルギーから運動により
消費されるエネルギーを引いた残りのエネルギー
量のことで、基礎代謝や日常活動に使用可能なエ
ネルギー量である。low energy availability（利
用可能エネルギー不足）のスクリーニングとして
は、成人では BMI 17.5 以下、思春期では標準体
重 85％以下という基準が簡便であるとして用い
られる。
　女性アスリートにみられる月経不順や無月経は
エネルギー不足のサインであり、早期に治療して
月経周期・排卵を正常化させないといけない。通
常、重症化は排卵・月経周期正常→黄体機能不全
→無排卵→希発月経→無月経の経過を辿るが、適
切な治療により逆向きに改善していく。また、疲
労性骨障害のリスクは女性アスリートの三主徴の
うち、一つでも徴候を認めると 2.4 ～ 4.9 倍、三
主徴すべて認めると 6.8 倍上昇する。アスリート
の疲労骨折は選手生命に重大な結果を引き起こす
ので、この三主徴に対する医学的介入は傷害予防
の観点からも重要となる。
　日本人アスリートの現状をみても、BMI が
18.5 未満となるとアスリート群ではコントロー
ル群に比べ、有意に無月経の頻度が上昇している。
競技特性別にみると審美系競技で 16.7％、持久

と　き　令和元年 5月 19 日（日）10：00 ～ 15：00

ところ　山口県医師会 6階 大会議室

令和元年度第 1回日本医師会生涯教育講座
第 152 回 山口県医師会生涯研修セミナー

特別特別特別特別特別特別特別講演 1
女性アスリートに見られる疾病と治療

　南生田レディースクリニック院長　石川　雅一
　　［［印象印象記：記：徳　徳　山　山　 沼　沼　文隆文隆 ］］
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系で 11.6％の無月経がみられる。また、無月経
群では月経正常群と比べ、どの年齢層でも腰椎骨
密度が低下している。解析すると、女性アスリー
トにおいて① 10代で 1年以上無月経を経験して
いる選手、②現在 BMI が低い選手は低骨量 / 骨
粗鬆症と関連が強いことがわかった。
　思春期になると中枢神経系が発達し、中枢から
の刺激により卵巣からエストロゲンが分泌される
ようになる。エストロゲンの増加に伴い乳房の発
育と同時に、長幹骨骨端部分での細胞分裂が増加
し身長が伸びる。また、エストロゲンにより子宮
内膜の肥厚が起こり、エストロゲンの変動により
消退出血が起こる（初経）。また、卵巣はアンド
ロゲンも合成し、腋毛・陰毛が出現する。エスト
ロゲンのさらなる上昇により、やがて骨端線は
閉鎖し、身長の伸びも停止する。思春期からの
エストロゲン増加に伴い最大骨量を獲得するのは
18 ～ 20 歳であり、この周辺での無月経等によ
るエストロゲン低下とエネルギー不足は最大骨量
獲得の著しい低下をきたすので極力防がなければ
いけない。疲労骨折の件数をみても、ともすれば
一途に、極端なトレーニングをしがちな思春期の
16 ～ 17 歳で多いことがわかっている（全体の
40％）。
　アメリカではアスリートにおける三主徴のスク
リーニングを月経、食事摂取・体重、疲労骨折の
有無等に関する質問表を使って行っている。無月
経（3か月以上の月経停止、15 歳以上で初経未
初来）のアスリートに対しては、まずエネルギー
不足のスクリーニング（成人であれば BMI が
17.5 以下、思春期であれば標準体重の 85％以下、
1か月の体重減少が 10％以上）を行い、さらに
トレーニング量・強度の変化等を検討し、エネル
ギー不足や 1年間低エストロゲン状態であると
判断されれば、この時点で骨密度測定が行われて
いる。
　無月経で受診した場合は妊娠の有無をチェック
したのち、鑑別診断（体重減少性無月経、神経性
食思不振症、多嚢胞性卵巣症候群、早発卵巣不全、
甲状腺機能異常、高プロラクチン血症等）のため
に各種ホルモン検査を行うが、アスリートである
かどうかを問診で聞き出すことが重要である。
　無月経の治療指針としてはエネルギー不足が

原因であれば、摂取エネルギーの増加または /か
つ消費エネルギー（運動量）の減少により不足の
改善を図る。ホルモン療法が第一選択ではない
が、強いて使用するとすれば経皮エストラジオー
ル製剤がよい。多嚢胞性卵巣症候群の場合、挙
児希望がなければOCや LEP で月経調整を行い、
挙児希望があれば clomiphene 等を投与するが、
clomiphene はドーピングとなるので注意が必要。
その他の疾患であれば、各々の治療指針に従う。
エネルギー不足改善への指針はいくつかあるが、
国際オリンピック委員会は 300 ～ 600kcal/ 日摂
取エネルギーを増やすことを提唱している。体
重が増えると実際骨密度は上昇するが、陸上長距
離等の競技種目によっては難しいことも多い。ア
メリカスポーツ医学会では、女性アスリートで 1
年間非薬物療法を施行しても月経が再開しない場
合や 16歳以上の場合は、ホルモン療法（エスト
ロゲン投与）を考慮すべきとしている。
　治療の注意点として①漢方薬、サプリメント、
市販薬（メチルエフェドリン等含有しているもの）
はドーピング禁止物質を含んでいる可能性があ
るので原則使用しない。②筋注や皮下注での投与
は行わない。③ OC・LEP 等（いわゆるピル）の
経口投与は原則行わない（Global DRO (JADA) 参
照）。経皮エストラジオール製剤が、利用可能エ
ネルギー不足改善の指標である LHを抑制しない
こと、体重への影響が少ないこと、骨量増加に有
効であるという報告が多いので好ましい。ただし、
練習や試合日程を考慮し、プロゲスチンを投与し
消退出血を起こすことが必要である。ビスフォス
フォネートは若年女性に対する安全性が確立して
おらず、SERMやテストステロンはドーピング禁
止物質であるので使用しない。やはりジュニア期
からの十分なエネルギー摂取（バランスの良い食
事）による予防が重要である。
　一方、月経があるために競技に影響を及ぼした
ことがあると感じている女性アスリート（本邦）
は、ロンドンオリンピックに出場した選手のアン
ケートでは約 7割に及ぶ。海外ではOCで月経調
節を行っている女性アスリートは約 80％に及ぶ
が、日本では 27％程度（2016 年データ）と低
い。OC・LEP 服用は有酸素性能力や無酸素持久
力に影響を与えず、ドーピング違反にもならない。
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OC・LEP は初経がくれば服用可能だが、骨成長
への影響を考慮する（初経後に OC・LEP を服用
し骨成長が阻害された報告はない）。アスリート
では脱水、外傷（手術）、長時間のフライト等が
ありがちなので、頻度は低いが血栓症には留意す
る必要がある。一時的な月経周期の調節には中用
量ピルが用いられ、月経周期の上で体調がよい時
期には個人差があるので、試合・練習日程に合わ
せて服用させる。
　スポーツ貧血は男女ともに比較的よくみられ、
陸上やバスケットボール競技に多い。スポーツ

貧血のメカニズムとしては①赤血球としての喪
失（消化管潰瘍、腸管血管虚血、腎血管攣縮、
膀胱壁摩擦）、②ヘモグロビン鉄としての喪失
（footstrike に伴う溶血）、③ミオグロビン鉄とし
ての喪失（筋肉破壊）、④汗中鉄としての喪失、
⑤鉄分の腸管吸収の低下、⑥成長スパートによる
鉄需要増大、⑦女子においては月経等、が挙げら
れる。治療としては鉄剤（経口）が原則で、女性
にはOC・LEP やトランサミン等が用いられる。

特別特別特別特別特別特別特別講演２
介護医療院の理念と実践

　日本医師会常任理事　江澤　和彦
［［印象印象記：記：常任常任理事理事　 清水清水　暢　暢 ］］

　日本医師会の常任理事の江澤先生は、宇部市の
ご出身である。倉敷、宇部の両市に病院・クリニッ
クのみならず老健施設、サ高住、訪問・通所事業
所等を多数運営され、その実体験から得られたノ
ウハウを以って、医療・介護の領域だけではなく
社会保障制度全般について精通されている。今回
は単に介護医療院の話題に留まらず、超高齢社会
の日本の現状と今後の方向性、山口県の実態、そ
して医療・介護のあり方に至るまで、幅広い視点
からご講演をいただいた。以下はその講演の要旨
である。

高齢化社会の現状と未来
　わが国は今後急激な人口減少社会を迎え、それ
とともに、未だどの国も経験したことのない超高
齢社会を迎える。特に 85歳以上人口は 2040 年
まで一貫して増加し 2025 年までは 75歳以上の
人口が年率 4.0% 以上増加、2031 年以降の数年
間は 85 歳以上の人口が年率 5%を超えて増加す
る。つまり、2025 年から 2040 年くらいまでの
15 年間を、地域包括ケアシステムでわが国がど

う乗り越えていくかを世界が注目している。また、
2039 年の 166 万人をピークに多死社会が到来
し、85 歳以上の死亡者数が急増するが、それに
合わせて介護認定を受けずに辛うじて生活は可能
であるものの通院や社会参加が不能の高齢者が急
増することが予想され、その層を在宅医療で受け
止めるかどうかが問題となる。　　
　また、85 歳以上の人口が増えるにしたがって
認知症患者数も急増し、80 歳代後半では有病率
が過半数を超える。政府も今後は認知症予防の
取組みを一層強化していく予定である。2034 年
頃に介護保険の 1号・2号の被保険者数が逆転
し、1号被保険者数が上回るため、介護保険財源
の抜本的な措置を取らない限りは、介護保険サー
ビスの被対象者を絞らざるを得ない状況となる。
2015 年からの 10年間で、75歳以上の人口の伸
びは全国平均で 1.32 倍であるが、市町村間には
大きな伸び率の差異があり、1.5 倍を超える自治
体が 11.3% あるのに対して、減少する自治体も
16.9% あり、この事実からしても地域包括ケア構
築については、自治体によって取る戦略が変わっ
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てくることは明白である。

地域医療構想との関係
　地域医療構想においては、急性期病床再編が
中心になっていると思われがちであるが、介護医
療院や在宅医療等の入院外で支える医療が問題で
あって、病床の機能分化・再編により生じる新た
な介護施設や在宅医療のサービス必要量（在宅
生活が可能とされる医療区分 1の 70% と地域差
解消分）、即ち 2025 年で約 30 万人分とベース
の 100 万人分を合わせた 130 万人をどのように
するかに、地域医療構想の成否がかかっていると
いっても過言ではない。
　山口県はご存知の通り、療養病床の入院受療率
は高知県に次いで全国第 2位となる。また、看
護配置基準 25対 1の施設割合は全国 1位となっ
ており、潜在的な介護医療院のニーズは高いと考
えるべきである。全国的には高齢者向けの住まい
及び施設の定員数は、特養が約 60万人分、急増
しつつある有料老人ホームとサ高住が、それぞ
れ約 48万人と約 22万人で合わせて 70万人分、
また、グループホームが約 20万人分あり、所謂
“箱物”の数は多く、これらをどのように有効活
用するかが地域医療構想のカギとなる。
　山口県では従来言われていた介護保険三施設
（介護療養病床、老健、特養）の総定員はちょう
ど全国平均程度であり、医療療養病床数が多いの
が目立っている。現在、全国で約 190 万人の介
護職が就業しているが、このうち 50万人が訪問
系サービスに従事している。訪問系サービスの利
用者に接する時間は労働時間の 4割程度で、残
りは移動時間として使われており、効率があまり
良くない。介護従事者数を考えれば、地域によっ
ては集住化をしてサービス効率を上げることも必
要となってくるので、個人的には集住化減算を厳
しくすることはあまり良くないと考えている。
　2040 年に向けた医療・介護改革としては、元々
わが国は国土面積の 2割に 8割の人口が集中し
ており、偏在が前提の国柄であるために、人口偏
在に見合った提供体制を考えるべきであり、住民
に選択肢があることが重要である。例えば限界集
落等においては、移転し集住化することにより十
分な医療・介護は受けられるが、そのまま住み続

けるとすれば、急病等での先進的な医療は受けら
れないという覚悟を持って生活していくという選
択もあるわけで、住民が選択をしなければならな
い状況になっていくであろうと思われる。
　また、この 5年間でも介護離職者数が全く減っ
ていない現状では、あまりに自宅介護ばかりにこ
だわりすぎると、離職による経済的損失も考えれ
ば介護医療院のような医療・介護の提供体制は大
いにニーズがあるものと思われる。

山口県の現状
　国は都道府県別の介護費や介護保険の認定率
の地域差を減らそうとしているが、山口県は一人
当たりの介護給付費は全国で低い方から 4番目、
介護の認定率はほぼ全国平均ということで、医療
費は高いが介護費はとても低いことが特徴となっ
ている。この原因としては、25 対 1の医療療養
病床が介護保険施設の補完・代替をしている可能
性が高い。日医総研のデータからは、山口県は在
宅医療や在宅介護の割合が人口当たりの全国平均
に比べて低いことが分かるが、それで地域住民が
困っているかどうかが重要なポイントである。
　その他の特徴の詳細については、病院の病床数
では療養病床数は前述の通り全国平均を大きく上
回っているが、介護保険施設の定員数はほぼ平均
で、特養や高齢者住宅の定員数は全国平均を下回
る。在宅関係では支援診療所や支援病院の数、在
宅医療や訪問看護、訪問介護の利用者数はかなり
全国平均を下回っていることが分かる。

介護医療院の創設
　平成 29年の介護保険法の一部改正により、「日
常的な医学管理」や「看取り・ターミナル」等の
機能と、「生活施設」としての機能を兼ね備えた
新類系の介護保険施設として介護医療院が創設さ
れた。具体的には「医療の必要な要介護高齢者の
長期療養・生活施設」としての位置付けであり、
医療機関から変わった場合は病床から外れて、純
粋な介護保険施設となる。介護医療院は療養機能
強化型で病状不安定な利用者用のⅠ型と、病状が
安定して老健相当のⅡ型の 2区分となる。介護
医療院に転換するにあたって、職員の配置を増員
する等の心配はなく、1人当たりの面積にしても
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基準は 8.0m2ではあるが、若干の減算にはなる
が当面は 6.4m2以上あれば問題はない。ちなみ
に療養病床の半分以上が 8.0m2をクリアしてい
る。
　一方で、老健は従来の在宅復帰に加え在宅支援
のための地域拠点となる施設とされ、リハビリ
テーションを提供する機能維持・回復の役割を担
う施設とされた。これにより、特養は生活施設、
介護医療院は長期療養・生活施設、老健は在宅支
援・在宅療養のための施設といったように明確に
色分けされた。また、介護医療院と老健の施設基
準の違いとして、介護医療院では病院からの移行
を想定しているため処置室・臨床検査施設・Ｘ線
装置・調剤所等の医療設備が必須となっている。
問題となるのが間仕切りであるが、入所者のプラ
イバシーを守り、尊厳ある生活・ケアを保障する
ために、カーテンだけではなくパーテーションや
家具等を設備して十分にプライバシーに配慮する
ことが求められている。なお、間仕切りの整備は
地域医療介護総合確保基金の対象となる。

介護医療院の実践
　介護医療院の利用対象者の大半が要介護 4ま
たは 5と想定されている関係から、介護報酬は
介護度が上がるほど手厚くなっており、加算点数
にしても、介護療養病床で算定出来ていたものは
殆どそのまま算定は可能である。医療療養病床か
らの移行の際に注意していただきたいのは、身体
拘束については、介護に関しては高齢者虐待防止
法をバックグラウンドとして、医療よりもかなり
厳しく規制されている。緊急止むを得ない場合を
除いては、身体拘束は認められていないし、緊急
止むを得ない場合、即ち①切迫性、②非代替性、
③一時性、の判断も、本人・家族から十分な理解
を得て施設全体で組織的に判断し、身体拘束に
ついての記録を作成することが義務付けられてい
る。
　介護医療院開設に伴って新設されたり、算定
要件が見直された加算もあったりと、栄養関連
についての改定が多い。移行定着支援加算は、1
日 93 単位で通年では 34 万円となるボーナス加
算であって、来年の 3月末までに申請をすれば 1
年は算定可能であるが、それを過ぎれば算定可能

期間が短縮となる。現在、介護医療院への移行を
考えている医療機関のうち、その約 4割が来年
の介護報酬改定を見極めてから移行する予定であ
り、移行を促進するために作られた加算ではある
が、期待したほどの効果は見込めなかったことに
なる。
　介護医療院の特徴として、ショートステイと
デイケア、訪問医療が実施可能となっており、従
来からの在宅三本柱である通所及び訪問介護、
ショートステイはそのまま継続できるため、在宅
療養支援も可能である。従って、介護医療院に入
所すればそのままということではなく、在宅と介
護医療院を行き来することも可能となっている。
　また、介護医療院は総量規制の適応外で、介護・
医療療養病床、転換型老健から移行する場合は、
自治体は移行を拒むことはできないこととなって
いる。従って、多くの自治体の第 7期介護保険
事業計画では、介護医療院新設を見込んでいない。
その理由は、医療療養病床からの移行が一気に増
加すると、自治体の介護保険財政をかなり脅かす
こととなり、介護保険料の高騰等を引き起こす可
能性があるからである。本来は、その場合の財源
は国が手当てすべきであるが、もし、自治体が移
行を拒むような場合は、日本医師会に相談して頂
ければ、しかるべく対応するつもりである。本年
3月末現在の都道府県別の介護医療院の施設数と
療養病床数については、山口県の施設数は 10施
設で北海道に続き 2番目、療養病床数は 622 床
で全国 3番目となっており、全国的にも療養病
床数は 1万床を超えている。
　日本医師会では介護医療院に対して、アンケー
ト調査を実施し、対象施設の基本情報や利用者
の状態像、サービスの実施状況等の把握に努め
ているが、調査の中で ACP の実施状況について
は、全体の4割に留まっていた。介護医療院には、
ACP の介入が必要な病態像の利用者が多いもの
と思われるが、意外な結果であった。ACP につ
いては普及に努めているが、本人の意思を最大限
尊重するためには、本人と医療ケアチームと十分
な話し合いを行い、本人による意思決定を基本と
したうえで人生の最終段階における医療・ケアを
進めることが最も重要な原則である。ただ、ACP
の理念は欧米から入ってきたものであり、日本人
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の死生観、宗教観に合うような日本独自のものを
作り上げる必要がある。

介護医療院の理念
　平成 18 年度の医療制度改革により、介護療
養病床の廃止が決定され、それから 12年経って
やっと生まれたのが介護医療院という新類型で
あり、その定義は、「利用者の尊厳を最期まで保
障し、常態に応じた自立支援を常に念頭に置いた
長期療養・生活施設であり、さらに、施設を補完
する在宅療養を支援し、地域に貢献し地域に開か
れた交流施設として、地域包括ケアシステムの深
化・推進に資する社会資源である」である。そし
て、介護医療院で提供されるサービスは①利用者
の意思・趣向・習慣の尊重（個別ケア）、②人生
の最終段階における医療・ケア（ACP）、③生活
期リハビリテーション（心身機能・活動・参加）、
④廃用性症候群の脱却（過剰介護廃止）、⑤自立
支援介護（食事・入浴・排泄）、摂食嚥下・栄養・
口腔ケア・褥瘡防止、⑥通所リハ・訪問リハ・短

期入所、⑦地域貢献（介護者教室・出前講座・カ
フェ・ボランティア・地域づくり）に集約できる。
それらをまとめれば、介護医療院の理念とは①尊
厳を保障する施設、②自立支援施設、③入所・在
宅療養施設、④生活施設、⑤地域貢献施設、とす
ることができるが、①の利用者の尊厳を保障する
ことが最大の使命である。

　以上で介護医療院に関する講演を終えられた
が、最後に、演者が今まで携わってこられてきた
医療・介護に関する幅広い事業を通して得られた
理念やノウハウを紹介された。そして、演者のラ
イフワークと公言されている“尊厳の保障”につ
いては、「好き好んで病気や障害を来している人
はいるはずもなく、誰もがその人にとっての本来
の普通の生活を望んでおり、その生活の実現、す
なわち“尊厳の保障”を実行することがわれわれ
の役割である」という言葉で講演を締め括られた。

特別特別特別特別特別特別特別講演３
肝がん治療  － 外科の視点から －

　久留米大学医学部外科学講座肝胆膵外科部門教授　奥田　康司
［［印象印象記：記：山陽山陽小野小野田田 清 水清 水 良 一良 一 ］］

はじめに
　令和元年 5月 19日（日）に開催された第 152
回山口県医師会生涯研修セミナーにて、久留米
大学医学部外科学講座肝胆膵外科部門の奥田康司 
教授による「肝がん治療  －外科の視点から－」
のタイトルでの特別講演を拝聴した。奥田先生は
昭和 55 年に山口大学医学部医学科をご卒業後、
久留米大学医学部第二外科講座に入局された。昭
和 61 年から昭和 62 年にかけて、1年半に亘り
米国のピッツバーグ大学で肝移植術を学ばれ、帰
学後、講師、助教授を経て 4年前の平成 27年か

ら医学部外科学肝胆膵外科部門の教授に就任され
ている。

講演要旨
　ご講演では原発性肝癌（肝細胞癌）と大腸癌か
らの転移性肝癌に対する治療を主要テーマとして
解説された。
肝癌の疫学
（1）原発性肝癌（肝細胞癌）
　2000 年代に入って、C型肝炎治療の進歩によ
り C型肝炎をベースとする肝細胞癌での死亡者
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数は減少しているが、脂肪肝や糖尿病からの発癌
が増加しており、年間の死亡者数は 3万人を超
えたところで推移しているため、メジャーな領域
であることに変わりはない。
（2）転移性肝癌
　大腸癌からの転移性肝癌については、現状は大
腸癌発見時の１割に同時性肝転移がみられ、大腸
癌根治術後の７％の患者に肝転移が生じる。大腸
癌の死亡者数が増加傾向にある中で、転移性肝癌
の治療も、もう一つのメジャーな領域といえる。
肝癌の治療
（1）原発性肝癌（肝細胞癌）の治療
　原発性肝癌（肝細胞癌）の治療法の選択につい
ては、進行度の低いものは切除術もしくはラジオ
波焼灼術の適応で、進行度が高くなれば肝動脈塞
栓術や動注化学療法が選択され、一部の局所進行
肝細胞癌には切除術も選択されることがある。肝
外転移があれば分子標的薬が選択され、進行度は
低くても、肝機能が悪いときは肝移植が選択され
ることもある。その結果、本邦では年間で 3,000
例の肝切除術が行われ、焼灼術が 2,700 例、肝
動脈塞栓術も 2,800 例に実施されている。肝移
植はドナー不足のため、年間80例ほどに留まって
いる。
　これらの治療法のうち、外科の視点での肝細胞
癌の治療について、①「肝切除術の進歩」、②「肝
細胞癌の切除成績」、③「肝切除を軸とした肝細
胞癌に対する集学的治療」の 3点に焦点を当て
た解説がなされた。　　　　　　　
①肝切除術の進歩
　肝切除術が歴史的にも“great challenge”と言
われてきた理由として、肝内外の脈管分枝形態が
複雑で、その変異も半数以上にのぼること、また、
常に大量出血のリスクを負っており、脈管の誤
認・損傷は即致死的合併症に繋がることが挙げら
れる。特に、1980 年頃までは肝臓外科医はその
恐怖に打ち勝って手術を行ってきた時代背景があ
る。当時の手術は大きく 2つの方法があり、一
つは Lin の鉗子で切離線の残肝側を大きくクラン
プし、切除側を一刀両断にメスで切り落とした後、
切離断端の出血点および胆汁漏出点を縫合して
いく方法と、もう一つは Finger Fracture Method
により肝実質を切離線に沿って指で破砕しつつ、

残った脈管を結紮していく方法である。このころ
の手術は実際、大量出血の中での手術であった。
1980 年代以降は次の 2つの理由で手術の安全性
が高められてきた。一つ目としては、止血能力の
備わった各種の肝離断機器の開発が挙げられる。
歴史的に言うとまず、超音波吸引装置の開発が
あり、超音波エネルギーにより類洞出血をコント
ロールしつつ肝実質を破砕し、残った脈管を結紮
切離していくことで、術中の出血量が格段に減少
した。その後も止血能力の向上したエネルギーデ
バイスが次々に開発され、今では肝離断中の出血
コントロールは非常にうまくできるようになって
いる。
　二つ目は、画像テクノロジーの進歩により、術
前 CT検査で肝内外の脈管分枝形態を 3次元の高
画質画像として可視化できるようになったこと
で、脈管の処理が確実に行えるようになったこと
が挙げられる。
　現在、久留米大学では肝切除術全体の 4割を
鏡視下で実施しており、炭酸ガスによる腹腔内陽
圧効果のため肝静脈系からの出血がほとんど見ら
れなくなったことが最大の利点であり、デバイス
としてハーモニックによるクラッシュ＆クランプ
法等を用いて、積極的に行っている。他には、最
小限の体壁破壊で済むことも鏡視下手術の魅力で
ある。その一方で、脈管誤認による不測の出血が
生じた際には止血困難に陥ることもあり、慎重な
操作が求められるため、開腹手術よりも手術時間
は長くなるのが欠点である。少ない出血量で鏡視
下肝切除術を行えるまでには平均して 110 例の
手術経験を要する。
　肝細胞癌切除後の在院死亡率の変遷では、日本
肝癌研究会の統計で、1970 年代は 10 ～ 15％、
1980 年代前半は５～ 10％で、1980 年代半ば以
降は 3％以下となり、2000 年以降は 1％未満で
推移している。なお、年間の症例数が 21例以下
の施設では high volume center の 2.74 倍の在院
死亡率であり、施設間格差は存在する。ちなみに、
久留米大学では 2007 年から 2016 年までの 10
年間で見ると、1,123 例の肝切除（うち約 4割が
肝細胞癌症例）を経験し、在院死はゼロであった。
手術の安全性担保の目的で、日本肝胆膵外科学会
高度技術専門医修練施設（198 施設）における 3
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年ごとの在院死の統計をもとに、高難度手術の死
亡率が 5％を超えている施設には、学会がサイト
ビジットを実施して検証・指導を行うことになっ
ており、2016 年には 5施設が該当した。
　肝細胞癌の治療症例数は漸増中であるが、
2000 年代に盛んに行われた焼灼術は減少傾向に
あり、最近では肝切除術、IVR による塞栓術や肝
動注療法および全身化学療法が増えてきている。
特に、肝切除術がなぜ有効なのかを検証したと
ころ、腫瘍径が 3㎝以下の腫瘍でも、腫瘍辺縁 
1 ㎝以内に多数の門脈腫瘍栓を伴うことが判明
し、腫瘍から離れた部位の腫瘍栓部位も肝切除術
により合併切除できることが予後向上に寄与する
と考えられた。さらに、腫瘍径が3㎝を超えると、
主腫瘍から 2㎝以上離れた担癌門脈３分枝の末
梢領域への腫瘍栓の拡がりが 2割の症例で認め
られたことから、根治性を上げるためには広範囲
の切除が要るとの思いで、久留米大学では取り残
しのないように術式の選択に注意を払っている。
②肝細胞癌の切除成績
　久留米大学での 2002 年～ 2016 年の肝細胞
癌切除術後の 5年生存率は 73％、10 年生存率
は 56％であった。同期間中の肝細胞癌切除後
のステージ別 5年生存率と 10 年生存率をみる
と、ステージⅠでは各々 90％と 66％、ステージ
Ⅱでは同 76％と 59％、ステージⅢでは同 69％
と 50％、ステージⅣ A では同 42.6％と 30％
で、同時期の全国平均よりもすべてのステージで
15％～ 25％程度良好な予後が得られていた。特
に、直近の7年間に限ると、久留米大学でのステー
ジⅣ Aの肝切除後の 5年生存率は 47.7％と、進
行肝細胞癌でも手術ができれば、ほぼ半数の方が
長期生存できる時代となっている。
　歴史を紐解くと、門脈や下大静脈、さらに心房
内にまで腫瘍栓を伴う局所進行肝細胞癌に対して
も、1989 年以降は積極的に外科治療を行い始め、
時には人工心肺を回しながら肝切除術と脈管内
腫瘍栓を切除することもあった。その結果、久留
米大学では 5年以上生存される方も経験してい
たが、標準術式としてはなかなか受け入れられな
かった。今日でも、ヨーロッパにおける肝細胞癌
の治療に関するガイドライン（BCLC guideline）
では、根治術の望める場合に外科切除を選択する

ことは推奨されるものの、門脈に肉眼的浸潤の見
られる肝細胞癌症例には外科切除の適応はなく、
塞栓術や分子標的薬による姑息的治療が推奨され
ている。この場合の根治術の位置付けは、5年生
存率が 40％以上期待できる手術ということであ
る。
　久留米大学では 2010 年以降のステージⅣ A
での術後 5年生存率が、集学的治療も併せ行う
ことで、ついに 40％を超えるところまで成績を
伸ばすことができ、今日では脈管侵襲のある進行
癌症例に対する肝切除術をヨーロッパのガイドラ
インが示す根治術の範疇に含めるための障壁は除
かれたと考えている。
　ここに至るまでの経緯を述べると、久留米大学
の 2000 年～ 2012 年の肝細胞癌 723 例中、肝
機能が良好な症例で、かつ、UICC 第 7版（TNM
分類）のステージⅢに該当する肝細胞癌のうち、
技術的に切除不能と判定された局所進行癌 51例
に、肝動注化学療法もしくは塞栓術等の内科的治
療を行った結果、9例（16％）にダウンステー
ジが成功し切除可能となった。その後の症例も含
め、今日までの 24例のダウンステージ成功例の
術後成績で 5年生存率が 61.3％と、40％を大き
く上回る満足のいく成績であった。一方、同じく
UICC 第 7 版（TNM分類）のステージⅢに該当
する肝細胞癌のうちで、技術的にも肉眼的な取り
残しのない切除が可能と判定して、術前の各種内
科的治療を行わずに、いきなり肝切除術を行った
症例の成績では、5年生存率は意外にも16.5％と、
根治術というには程遠い成績であった。つまり、
術前の内科的治療により、ダウンステージに成功
すれば、根治術が可能との結論に至り、後述する
集学的治療の確立に繋がった。
③肝切除を軸とした肝細胞癌に対する集学的治療
　久留米大学の内科では、以前より肝機能の良い
ステージⅣ Aの進行肝細胞癌症例に、内科的治
療のうちで、どのレジメが最も奏効率が高いかを 
検討した研究があった。結論から言うと、久留米
大学が独自に開発した「New FP」療法（微粉末シ
スプラチンとリピオドールの懸濁液を one shot
し、5-FU をシュアフューザーポンプで持続投与
する治療）が最も奏効率の高い治療法であること
が分かっていた。
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　そこで、2013 年～ 2016 年にかけて、切除
可能局所進行肝細胞癌（UICC のステージⅢ）に
対して、あえて術前補助化学療法として、「New 
FP」療法を実施した 13 例と術前化学療法を行
わず切除した8例について術後成績を比較検討し
た。その結果、　「New FP」療法を実施した 13
例のうち 1例に術前化学療法中に肺転移をきた
し、肝切除術には至らなかったものの、残る 12
例の肝切除後の成績は、術後半年以内での再発
は 1例のみで、9例は無再発生存中であり、観察
期間は短いものの 12例全例が生存中である。一
方、術前治療なしでの切除症例 8例では、術後
半年以内の再発が 5例あり、うち 2例が死亡し、
無再発生存は2例のみとなっている。統計学的に
も有意差をもって術前補助化学療法群の生存期間
が優れていた。おそらく、術前化学療法の期間中
に悪性度の高い症例が効率的に肝切除対象症例か
ら除外されることが 1点と、微小肝内転移巣が
術前化学療法でコントロールされ、かつ、術中操
作での主腫瘍部からの脈管内播種も起こりにくく
なるような機序が術前補助化学療法により惹起さ
れていることの２点が、集学的治療による切除成
績の向上に繋がっているのではないかと考えてい
る。

（２）転移性肝癌（大腸癌）の治療
　米国の MD Anderson Cancer Center お よび
Mayo Clinic のデータによると、大腸癌からの転
移性肝癌の予後は、1997 年までは向上はみられ
ないが、1998 年以降は徐々に向上してきてい
る。これは転移性肝癌に対する肝切除術の割合が
1998 年以降に急増してきていることと相関があ
り、転移性肝癌の生存率を改善するための重要な
戦略は肝切除術の適応を拡大し、その実施率をい
かに増やすかにかかっている。
　久留米大学でも、自験例で転移性肝癌の個々の
腫瘍辺縁を肝細胞癌と比較し、周囲への脈管浸潤
やリンパ管浸潤が非常に少なく、門脈腫瘍栓や娘
結節を伴うこともほとんどなく、個々の腫瘍を丁
寧に切除できればかなりの根治性が得られること
を検証し、第 118 回日本外科学会定期学術集会
で報告している。今日では、肝切除は転移性肝癌
に対する治療の核となっており、化学療法との併

用で 5年生存率が 50％を超える時代となってい
る。
　ご講演では、肝切除の適応拡大に関連して、
①「二期的肝切除」、②「化学療法との集学的治
療」、③「再切除、再々切除」、④「地域医療連携」
について、工夫と現状が解説された。
①二期的肝切除
　多発肝転移巣に対する肝切除の一つの工夫とし
て、二期的肝切除が挙げられる。まず、原発巣が
ある場合には初回手術で原発巣を切除し、化学療
法を 5サイクル実施する。その後、多発肝転移
巣に対して、腫瘍の多い方の葉切除を念頭に肝臓
への初回手術で切除予定葉の門脈 1次分枝を結
紮し、残存予定葉内の転移巣は切除もしくは焼灼
する。その後、2週間後に肝臓への 2回目の手術
として、門脈結紮等によって萎縮した側の葉切除
を行う。異時性の多発肝転移巣に対しても、肝臓
へのアプローチは同様の手順で行う。
②化学療法との集学的治療
  ヨーロッパの ESMO guideline では大腸癌の肝
転移巣に対する治療戦略が腫瘍の生物学的悪性度
と手術の難易度の 2つのパラメーターにより規
定されており、悪性度が低く、手術の難易度が低
い症例にのみ肝切除が推奨されている。ただし、
化学療法実施中にダウンステージに成功したもの
はコンバージョン切除の対象となる。なお、生物
学的悪性度の分類に関しては明確な基準はない。
　一方、日本では肝切除の技術的な難易度より
も周術期化学療法を術前に行うか肝切除術後に行
うかが議論の対象となっている。演者らは、フラ
ンスのレネ・アダム教授がコーディネーターを務
める国際共同臨床調査「LiverMetSurvey」に集積 
されている世界 60 か国の 543 施設から集めら
れた 27,349 症例に対する 32,406 回の肝切除症
例について、許可を得た上で解析を行った。解
析では術前化学療法群と肝切除単独群を合わせた
19,382 症例を対象に予後を調査した。
　その結果、腫瘍の大きさに関係なく、肝内転移
個数が 2個以下の場合は、術前化学療法を実施
した群の予後が手術単独群よりも有意差をもって
僅かに悪く、3～ 4個では有意差がなく、転移個
数が 5個以上の場合は、術前化学療法群の 5年
生存率が 33.4％であったのに対して、手術単独
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群では 26.7％となり、術前化学療法が推奨され
る結果であった。ただし、日本での成績に関して
は今後の研究結果が待たれる。　　　　　　　　
　③再切除・再々切除
　転移性肝癌の切除後の再発は、肝臓に単発再発
する例が非常に多い。しかし、そのような症例
には再切除・再々切除を積極的に行うことで、予
後の向上が十分に期待できる。2015 年の東大の
データでも、初回肝切除から 10年以上生存され
ている症例の 6割が複数回の肝切除術を受けて
おられ、中には肝切除を 7回受けられた方も含
まれている。
④地域医療連携
　転移性肝癌に対して、外科医・腫瘍内科医・放
射線科医といった癌の集学的治療に携わる専門家
が揃っている環境で治療方針が立てられればいい
が、肝臓外科専門の外科医がいない施設も多く、
切除すれば予後の向上が十分に期待できる症例に
外科治療の機会が与えられない事例が報告される
など、現状は癌治療を行う環境が十分に整ってい
るとは言えない。久留米大学では 3年前から大
学病院と関連病院との間で、転移性肝癌研究会を
発足させ、データベースを共有した地域医療連携
を通じて大腸癌の肝転移症例の予後向上に積極的
に取り組んでいる。

おわりに
　奥田先生は、ご講演のラストメッセージとし
て、最近の化学療法・分子標的治療薬・免疫チェッ
クポイント阻害剤を代表とする免疫療法などが格
段に進歩し、癌薬物療法が非常に奏功する時代と
なったが、そのような時代だからこそ、外科の役
割は以前にも増して大きくなったことを強調され
て講演を締めくくられた。
　ご講演の後、複数回の肝切除が当たり前になっ
た現在、初回肝切除の術中に特に留意すべき点に
ついて筆者から質問させていただいたところ、再
手術時の肝門部での血流遮断（プリングル法）を
容易にするため、胆嚢は切除しないことが肝要と
の回答を得た。筆者は初回肝切除時には胆摘術を
ルーチンに行っていたが、鏡視下手術が頻繁に実
施される時代となり、術式の変遷を実感した。

　奥田先生は山口大学の同級生であり、専門領域
も同じであることから、感慨深く、当日の特別講
演を拝聴させていただいた。
　久留米大学医学部外科学講座肝胆膵外科部門の
益々のご発展をお祈り申し上げます。

特別特別特別特別特別特別講演４
医療訴訟における医療水準～判例からみた医療安全～

　末永法律事務所弁護士　宮 嵜秀典
［［印象印象記：記：理事理事　 郷 良郷 良 秀 典秀 典 ］］

　われわれ医師も通常の会話で話題にする「医療
水準」について、裁判所はどのように考え位置付
けているのか、判例に基づきながら講演された。
　講演の要旨は、以下の通りである。

1. 医療機関に課される注意義務と医療水準
　医師（医療従事者）は、医療行為を行うにあたっ
て「最善の注意義務」を負う。この診療契約にお
ける「最善の注意義務」とは、「善良な管理者の
注意をもって、委任事務を処理する義務：善管注
意義務」（民法第 644 条）とされる。この注意義
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務に違反して委任者たる患者に損害を与えた場合
には、不法行為として損害賠償請求される。訴訟
を提起された医療機関が診療、治療に関する注意
義務を果たしたか否かを判断するための基準が
「医療水準」である。

2. 医療水準に関する判例法理
判例 1：東大輸血梅毒事件

（最高裁判決　昭和 36年 2月 16日）
（概要）血清反応陰性とする血清検査証明書を持
参した給血者に、「身体は大丈夫か」と問うただ
けで問診や検査をしなかった。輸血を受けた女性
が梅毒に感染、後遺症が残った。受血者は、医師
に問診、検査義務違反があるとして東大病院を設
置する国を提訴した。後に、給血者は梅毒に感染
していたが、血清検査時には潜伏期であったこと
が判明。
（最高裁の判断）いやしくも人の生命および健康
を管理する医業に従事する者は、危険防止のた
めに実験上必要とされる最善の注意義務を要求さ
れるとして、有責とした。この判例は、医師の注
意義務を定義し、医療水準に関するリーディング
ケースとなった。

判例 2：高山日赤（未熟児網膜症）事件
（最高裁判決　昭和 57年 3月 30日）

（概要）昭和 44 年 2月に出生した未熟児網膜症
患者に光凝固治療を行わず、また、そのための転
医措置もとらなかったことにつき、説明義務違反
及び転医義務違反が問われた。
（最高裁の判断）厚生省は昭和 50 年 8月に、未
熟児網膜症に対し光凝固法が有効であると報告し
ている。注意義務の基準は診療当時のいわゆる臨
床医学の実践における医療水準であり、昭和 45
年初めにおいては光凝固治療は一般的に実施でき
る状態ではなかったとし、医療機関の不法行為責
任及び債務不履行責任を否定した。しかし一方で、
昭和 49年 1月 2日に姫路日赤病院で出生した患
者に対する同様の判例（姫路日赤事件、最高裁判
決　平成 7年 6月 9 日）では、要求される医療
水準は当該医療機関の性格、所在地域の医療環境
の特性などを考慮すべきで一律に解するのは相当
ではない、新規治療法に関する知見が類似の特性

を備えた医療機関に相当程度普及している場合、
その知見は当該医療機関にとっての医療水準であ
るとの判断から、医療機関（姫路日赤）は医師ら
にその知見を獲得させておくべきであった、ある
いは他の医療機関への転医など適切な措置を採る
べきであったとして、債務不履行とした。

3. 添付文書と医療水準
判例 3：ペルカミン S事件

（最高裁判決　平成 8年 1月 23日）
（概要）昭和 49 年 9 月、虫垂炎手術を受けた患
者が、麻酔剤：ペルカミン S の副作用により術
中心停止となり、重大な脳機能低下症の後遺症が
残った。ペルカミン Sの添付文書には、注意事項
として 2分間隔で血圧を測定することと記載さ
れていたが、医師は 5分間隔でしか血圧測定を
していなかったことから、注意義務違反を問われ
た。
（最高裁の判断）昭和 30 年代から麻酔薬注入後
ショックとなる危険があり頻回な血圧測定を要す
ることは認知されていたが、「頻回」に対する統
一した見解はなかった。最高裁は、医薬品を使用
するにあたって使用上の注意事項に従わず、医療
事故が発生した場合には、これに従わなかったこ
とにつき特段の合理的理由がない限り、当該医師
の過失が推定される、との判断から有責とした。

判例 4：Stevens-Johson 症候群事件
（最高裁判決　平成 14年 11月 8日）

（概要）昭和 62 年 2 月に精神障害のため入院、
複数の向精神薬投与を受け、そのうちのフェノ
バールの副作用によって Stevens-Johson 症候を
発症、失明した。医師は、同年 3月 20日時点で
薬疹を疑っていたが、その時点で他の向精神薬を
疑い中止、フェノバール中止は同年 4月 15日で
あったことから、注意義務違反を問われた。
（最高裁の判断）添付文書の「副作用」の項には、
（1）過敏症（2）まれに Stevens-Johson 症候群、
Lyell 症候群、の記載がある。最高裁は、副作用
についての医療上の知見については、その最新の
添付文書を確認し、必要に応じて文献を参照す
るなど、当該医師の置かれた状況下で可能な限
りの最新情報を収集する義務がある、との判断か
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ら、薬疹など過敏症状を認めたのであるからフェ
ノバールの副作用も疑い中止を検討すべき義務が
あった、十分な経過観察を行い過敏症状が軽快し
ない時はフェノバールを中止して経過を観察する
など Stevens-Johson 症候群の発生を予見、回避
する義務を負っていたとして、有責とした。

4. 診療ガイドラインと医療水準
　診療ガイドラインとは「特定の臨床状況にお
いて、適切な判断を行うために、医師と患者の決
定を支援するために系統的に作成された文書であ
り、学会が一定の手続きを経て策定したもの」で
ある。
　診療ガイドラインと異なる治療法を採用したと
きは、医師側がその判断が合理的であることを説
明する必要があり、合理的理由もなく診療ガイド
ラインと異なる治療法を採用した場合には、過失
が事実上推定される。逆に、医師が診療ガイドラ
インの治療法を採用して悪い結果が生じても過失
が事実上推定されることはなく、患者側がその治
療法を選択することが不相当であったことを主張
立証する必要がある。

5. まとめ
　裁判所は、すべての医療機関、医師に最先端の
医療水準を要求しているわけではない。医師がそ
の置かれた立場で研鑽を積んでいくことで獲得可
能な医療水準を満たしていけば問題は生じない。
医薬品の添付文書、診療ガイドラインのほか、厚
生労働省の情報、代表的な教科書、主要医学雑誌、
学会報告などを定期的にチェックし、常に知識を
新鮮なものにする必要がある。
　情報として新規の治療法が存在することが分
かっていても人的態勢、物的設備の問題でその治
療法が実施できない場合には、それが可能な高次
の医療機関に転医すべきである。

　法曹界にも、医学界にも、どの分野にも、経験（判
例や症例など）の積み重ねを根拠とする、ある意
味でその分野に特有の論理とそれを説明する用語
がある。医事案件が生じて訴訟になった場合、有
責か無責かを判断するのは裁判所である。裁判所
で用いられる言葉とそのリテラシーを知っておく
ことは重要であると思われた。

　医師に関する求人の申込を受理します。なお、医師以外に、看護師、放射線技師、栄養士、医療
技術者、理学療法士、作業療法士も取り扱います。最新情報は当会HPにてご確認願います。

　問い合わせ先 : 山口県医師会医師等無料職業紹介所
　　　〒 753-0814　山口市吉敷下東 3-1-1　山口県医師会内ドクターバンク事務局
　　　　　TEL：083-922-2510　FAX：083-922-2527　E-mail：info@yamaguchi.med.or.jp

山口県ドクターバンク
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令和元年度
都道府県医師会勤務医担当理事連絡協議会

と　き　令和元年 5月 17 日（金） 14：00 ～ 16：35
ところ　日本医師会館 小講堂

[ 報告 :常任理事　中村　　洋 ]

開会挨拶
横倉日医会長　令和の年が始まり 2週間あまり
が経過した。平成同様、令和の時代も平和が続く
ことを念じている。
　昨年度の全国医師会勤務医部会連絡協議会にあ
たり、長崎県医師会には大変なご迷惑をおかけし
た。素晴らしい大会を開いていただいたことに心
から感謝申し上げる。今年度の担当をお願いして
いる山形県医師会にも大変なご迷惑をおかけする
がよろしくお願いしたい。
　本日の議題の一つに医師の働き方改革を挙げて
いる。さまざまな議論のもとで一応の方向性が厚
生労働省の委員会で固まった。日本医師会では勤
務医の先生方の健康をいかに確保するのかという
観点と地域医療の崩壊を防ぐという二つの観点か
ら働き方改革の議論に参画し、いろいろな意見を
述べている。1,860 時間が上限として長いのか短
いのかという議論がある。研修を続けていくには
時間を気にせずに仕事ができる環境を作ってほし
いという方がいらっしゃる一方で、過重労働によ
る医師本人の健康状態も問題となる。医療を受け
る患者さんにも迷惑がかからないように働く時間
を設定していかなければならない。今後 5年間
でいろいろと議論をしていくので現場の声をあげ
ていただきたい。
　二つ目の議題として、「勤務医の医師会入会へ
の動機を喚起するための方策について－特に若
手勤務医を対象に－」を挙げている。今期、勤務
医委員会にはこのテーマでの議論をお願いしてい
る。現在、全国で 60の大学に大学医師会があり、
先日、大学医師会連絡協議会の役員の先生方とお
話した。やはり大学に所属されているときから医
師会をいかに意識をしていただくか、また、医師
として医師会に入会することは当然であるという
ところまでもっていくために医師会として何がで

きるか。その他、それぞれの大学での取組みにつ
いてお話をお伺いした。
　日本医師会では研修医の会費無料化や 30歳未
満の会員の医師賠償責任保険料を減額することな
ど、経済的な負担をできるだけ少なくするための
努力をしてるが、都道府県医師会 ･地区医師会の
先生方及び事務局の対応が一番大きな鍵となる。
勤務される先生方にどのようにして医師会を意識
していただくのかについて、今期の勤務医委員会
の議論を注視しながら、各都道府県医師会でもお
取組みいただきたい。
　現在、全国では 20万名を超す先生方が医師会
に入会してくださっている。うち日本医師会へ
の入会は約 17万名であるが、現在の医師数が約
30万名であるので約 3分の 2の先生が何らかの
形で医師会に関与していただいていることにな
る。これをさらに引き上げていくことが重要であ
り、よろしくお願いしたい。

全国医師会勤務医部会連絡協議会について
　長崎県医師会の木下郁夫 常任理事から平成 30
年度の開催報告があり、続いて山形県医師会の
間中英夫 常任理事が令和元年度の開催日程等を
説明された。
（1） 平成 30年度
・と　き：11月 3日（土）
・ところ：ホテルニュー長崎
・参加者数：353 名
・テーマ：明日の勤務医の働き方を考える
　　　　　　～西洋医学発祥の地 長崎からの提言～
（2） 令和元年度
・と　き：10月 26日（土）
・ところ：ホテルメトロポリタン山形
・テーマ：待ったなしの働き方改革
　　　　　　～勤務医の立場から～
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協議
　進行：勤務医委員会委員長　泉　　良平

（1）医師の働き方改革について
医師の働き方改革
　－医師の健康確保と地域医療体制の維持－
　　　　日本医師会勤務医委員会副委員長／
　　　　　岩手県医師会参与
　　　　八幡平市病院事業管理者

　　岩手県立病院名誉院長　　　望月　　泉
　平成 31 年 3月 28 日に厚労省の医師の働き方
改革に関する検討会から出された報告書におい
て、基本的な考え方として初めて「医師の自己犠
牲的な長時間労働」という文言が入れられた。そ
の他、健康への影響や過労死の懸念、仕事と生活
の調和への関心の高まり、女性医師割合の上昇等
を踏まえる必要があることや、医師の長時間労働
の背景に関して医師の受給や偏在、医師の養成の
あり方、地域医療提供体制における機能分化 ･連
携といった要素が入っている。
　医師の働き方改革からみた医療の特性として、
不確実性、高度の専門性（医師の養成には約 10
年）、技術革新･水準の向上（新しい診断･治療法
の追求とその活用 ･普及が必要で医師個人の努力
に依存）、公共性（国民の求める日常的なアクセス、
質、利便性）の四つの要素が重要ではないかとの
議論がなされた。
　働き方改革の議論を契機とした今後目指してく
医療提供の姿として、労働時間管理の適正化が必
要である。その際、宿日直許可基準や医師の研鑽
の労働時間の考え方を示す必要がある。労働時間
短縮のためには、医療機関のマネジメント改革（意
識改革、チーム医療の推進等）、医師偏在対策の
推進が重要である。また、上手な医療のかかり方
を広めることを国が具体的施策として実行するこ
ととなっている。
　宿日直の問題については、2002 年の通達にお
いて、宿日直は常態としてほとんど労働する必要
がない業務のみと定義されており、救急診療に従
事した時間については労働時間として割増賃金を
支払う必要があることや、宿日直勤務中に通常の
労働が頻繁に行われる場合は交代制を導入する必
要があるとされている。このことが今回の議論の
論点として取り扱われた。当直にはさまざまな実

態があることを踏まえ、今後も議論が続いていく。
　研鑽にかかる労働時間の考え方について、現
在のガイドラインでは、労働時間とは使用者の指
揮命令下に置かれている時間であり、使用者の明
示又は黙示の指示により業務に従事する時間が労
働時間にあたるとされている。時間外に残って行
う研鑽にはさまざまな実態があることが検討会で
は述べられている。研鑽を行うことについての医
師の申告と上司の確認及び通常勤務と明確に切り
分けることが必要となるが、研鑽そのものを認め
ないという方向ではない。例えば、指導医が胃が
んの手術があるのでしっかり勉強してくるように
と言って、研修医が 2時間、手術書を医局の机
で学習した。これは労基法では上司からの業務
命令と解釈され時間外労働となる。では、自宅で
2時間学習した場合はどのようになるのかという
と、これは時間外労働とは考えにくい。さらに、
明日は胃がんの手術があると指導医が世間話のよ
うに呟いた場合、これは上司からの業務命令には
ならないが今後どのような整理となるか、いろい
ろな議論がなされると思われる。
　医師の時間外労働規制について、時間外労働
の上限水準として A～ Cの水準が設定される。A
水準は年間 960 時間／月 100 時間で、2024 年
以降に適用される一般的な水準である。B水準（地
域医療確保暫定特例水準）はさまざまな条件で医
療機関を特定する。厚労省は全国 8,000 病院の
うち 1,500 病院程度を想定しており、将来的に
は B水準を無くす方向になると思われる。C水準
は初期臨床研修医 ･新専門医制度の専攻医（C-1）
や高度技能獲得を目指す医師（C-2）である。
　BC水準の上限は1,860時間に設定されており、
これが非常に多いと議論になっている。これは平
成 28年に厚労省が医師の勤務時間の調査をした
際、1,920 時間を超える医師が全体の約 10%（約
3万人）いたというデータが基になっているが、
現在、調査をすればもう少し減る可能性がある
と思われる。また、あくまで上限であり、この時
間まで働かせるという意味ではない。なお、BC
水準においては、連続勤務時間制限 28時間及び
勤務間インターバル 9時間が義務となっている。
BC 水準ともに都道府県が医療機関を特定するこ
とになっており、都道府県の役割は重要視されて
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いる。
　また、産業保健 ･産業医の重要性は大きくなる
と思われる。追加的健康確保措置として 100 時
間超の長時間労働医師に対する面接指導が義務化
される。医療機関の産業医は独立性 ･中立性を保
ちつつ積極的にリーダーシップを発揮してタスク
シフトする必要があるとなっているが、同じ病院
の医師が同じ病院の医師に面接指導をするのは難
しいと思われる。
　タスク・シェアリング（業務の共同化）につい
ては、複数主治医制やグループ制により医師同士
の分担を進めることで、現在、いろいろな病院が
取り入れている。この他、医療提供体制の集約化、
チーム医療の推進や ICT による業務改革がタス
ク ･シェアリングに含まれる。
　タスク・シフティング（業務の移管）については、
医師目線で自分たちが大変だからと他の職種にそ
の業務を押し付けるようなことをすると、チーム
医療の中で医師が孤立する可能性ある。単なる委
譲ではなく、まずシステムや業務改善をして業務
を整理したうえで、それぞれの業務を遂行するに
はどの職種が適切なのかを考えるべきである。
　四病院団体協議会調査と全国医学部長病院長会
議調査をみると、静脈ラインの確保、尿道カテー
テル留置といった医行為について、一般病院では
看護師が実施してる割合が高くなっているが、大
学病院ではやはり業務移管が進んでいない。
　医師事務作業補助者は医師の業務負担軽減に非
常に有効である。医師事務作業補助者が代行入力
してくれることにより、コンピューターではなく
患者さんを見ながら話ができている。職種の業務
分担の明確化と連携を進めることが必要だと考え
る。
　個々の医療機関に対するノウハウの提供も含め
た実効的な支援として、第三者機関の設置がこの
報告書に述べられている。日医の医師の働き方検
討委員会からの提案になるが、各都道府県には医
療勤務環境改善支援センターや地域医療支援セン
ターがバラバラに機能しているところや、あまり
機能していないところが多い。このような組織を
構築しながら第三者機関を都道府県に設けていく
必要がある。役割としては医療機関の勤務環境の
改善支援、労働関連法令に関わる制度の総合的な

相談、指導である。
　大学病院の医師の働き方については一番問題に
なると思われる。診療、教育、研究の 3つのタ
スクに加え、さらに地域病院の診療応援がある。
これは地域病院としては絶対必要なことで、大学
病院の医師たちにとっても生活のために必要であ
る。副業 ･兼業における労働時間の管理は事業場
を異にする場合においても、労働時間に関する規
定の適用については通算することになっているの
で、別の病院での勤務時間は法定時間外労働と
なる。平成 30年 1月に「副業 ･兼業の促進に関
するガイドライン」が策定されており、企業側の
対応として就業時間の把握には、労働者の自己申
告により副業 ･兼業先での労働時間を把握するこ
とが考えられるとなっており、その状況を踏まえ
て健康確保措置を実施することが適当とされてい
る。このことについては、あまり手を付けたくな
いと皆さん思われるかもしれないが、議論がどの
ような方向になるのか注目していかなければなら
ない。先日の医学会総会で日本医科大学救急医学
の松本 尚 教授がお話しされたが、大学病院の医
師のアルバイトの時間管理が厳しくなれば派遣が
難しくなり、地域病院からの常勤医師の引き上げ
等が起こり得る。病院によって急性期の看板を下
ろさなければいけないところが出てくる危惧があ
る。医師の働き方改革を機に地域医療体制の再編
が進む可能性があると思われる。
　最後になるが、働き方改革は医師の意識改革の
契機である。医師の自己犠牲を前提とするのはお
かしいと思える社会を創る必要がある。医師の健
康確保と地域医療体制の維持が要である。
　地域偏在、診療科偏在対策を含む医師確保計画、
地域医療構想、医師の働き方改革は三位一体で
動かす必要がある。これにタスクシェア、タスク
シフト、国民の医療のかかり方をパッケージで実
施することが望まれる。日本医師会の労働管理分
析 ･改善ツールも参考にしていただきたい。

（2） 勤務医の医師会入会への動機を喚起するた
めの方策について－特に若手勤務医を対象に－
　勤務医、若手医師に入会していただくことは、
日本医師会にとって組織率を上げるうえで重要
である。専門医や働き方改革は若手医師のキャリ
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アアップに大きな影響を与えるが、なかなか若手
医師に医師会についてご理解いただけないし、意
見を出されない。そのため、本日は、「勤務医の
医師会入会への動機を喚起するための方策につ
いて－特に若手勤務医を対象に－」をテーマに 3
名の演者からご講演いただくこととした。

 ① 東京大学大学院公衆衛生学 ･健康医療政策学
　　　　　　　阿部　計大

　日本医師会のジュニアドクータズネットワーク
（以下、「JDN」）に、7年前の設立当初から関わ
らせていただいた。その経験を踏まえ、20～ 30
歳代の卒後 10年前後の若手医師たちがどのよう
なところに動機を見出して医師会活動を続けてい
るのかお話しする。7年間を振り返ってみたとこ
ろ、重要な要素が 3つあると感じた。成人原理
教育や成人発達理論でも言われていることだが、
基本は若手医師が情熱を持って取り組めるかどう
か、それに医師会の先生方や事務のサポート、若
手医師自身が企画や運営能力を身につけていける
かどうか、この 3要素がどれか一つでも欠ける
と若手医師が医師会活動を続けることは難しいと
思われる。
　世界医師会の JDNは 9年前に設立されており、
卒後 10年以内の個人会員が参加している。世界
医師会ではヘルシンキ宣言などの声明案を議論、
立案されているが、若手の意見を直接聞きたい
というニーズがあって JDN が立ち上がった。そ
のことを受けて日本医師会の国際保健検討委員会
の中で、日本医師会も国際活動に若手医師と医学
生の参加を促進する必要があるとされ、2012 年
10 月、日本医師会の JDNが委員会内に設置され
た。設置にあたり、世界医師会総会理事会等に若
手医師を派遣し、将来的には若手医師、医学生が
中心となって日本医師会や世界医師会に対して有
意義な提言などを積極的に行うことが期待される
とされた。
　日本医師会に 20 代 30 代の若手の居場所や役
割を与えていただけたこと、また、その主体性を
認めていただけたことは、非常に画期的である。
3人の発起人の先生方が目的にあった人選とし
て、国際医学生連盟や日本国際保健医療学会学生
部会の卒業生、最近広まっている公衆衛生大学院

などの学生を中心に声を掛けられ、承諾した 21
名が招集された。21名は若干多いと思われるが、
委員会が開かれるのは平日の午後であり、実際に
全国から集まることができたのは半数の 11名で
あった。委員会では設立経緯の説明とともにやり
たいことをやってくださいと言われたが、やりた
いこととは何だろうか、医師会とはどのような組
織なのだろうか、医師会の中で若手は何ができる
のだろうか、いろいろと考えさせられた。日医は
やりたいことを支援しますと言われたことに安心
感を受けた。ここで考えさせられたことが主体性
の惹起に繋がり、安心感を持って活動していける
最初のきっかけであった。
　その後、自主的に毎月、オンライン会議を仕事
が終わった後の 22時頃から 1～ 2時間程度開催
し、自分たちが何をやりたいのか、何ができるの
か、やるべきことは何なのか、そのためには何が
運営上必要になってくるのか話し合った。やりた
いこと、やるべきこととして出されたアイデアは、
国際会議への出席･貢献･留学、医師会ならではの
勉強会の開催、地域医療への貢献、同年代を取り
巻く課題について調査 ･提言などで、それに必要
な運営的なことも挙げられた。
　出されたやりたいことから JDN のミッション
とビジョンを「幅広い視野を持って社会に貢献で
きる医師を育成する」と決め、若手医師会が「国
際的な活動」、「地域社会への貢献」、「専門の科を
超えて共に学ぶ」、「調査･提言･現場への還元を行
う」、これらに調整できる場を提供するしたいと
いう動機を明文化した。
　また、日本医師会 JDN は専門科や地域を超え
て若手が集まっている場であったことから、都
道府県の若手組織や世界医師会の JDN、医学生、
その他さまざまなところと関連していく中で、自
分たちのやりたいこと、やるべきことを実現して
いくプラットフォームのような形を目指すイメー
ジで活動してきた。
　そのために、環境分析として SWOT 分析など
の手法を用いて自分たちを取り巻く環境への理解
や対策を練り、strategic planning を行ってきた。
　意思決定機構の作成や役割分担を行うととも
に、日本医師会の国際課の方々と相談しながら内
規を設定した。内規には若手医師が自律的かつ主
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体的に運営と活動を行うこと、世代が変わっても
引き継がれる仕組み、世話人の先生方や日医の担
当理事及び事務の方々への報告･連絡･相談をしっ
かりと行うことでリスクマネジメントすることな
どを定めた。
　活動の持続可能性を考え、地域 ･本業への配慮
から、いつでもどこでも JDN の運営に絡めるよ
うに運営システムをオンライン上で構築してい
る。また、広報活動やリクルート活動にあたり、
同世代に親和性が高いツールを用いて情報を発信
している。
　入会動機を喚起する一つの方策としては、各
都道府県に若手医師が試行錯誤しながら、情熱を
持って医師会活動ができる場を構築することと思
われる。若手向けのさまざまなイベントを各都道
府県で開催されているので、そこをベースとしな
がら、若手の居場所を設け、役割を付与し、継続
的な支援を行っていくことで、若手の主体性が惹
起されていくと思われる。

② 日本医師会勤務医委員会委員／
　　　　　北海道医師会常任理事　 藤井　美穂
　北海道医師会勤務医部会では、北海道の地域
医療において勤務医が抱える課題について 2013
年度から現況調査を隔年実施している。2年ごと
の常勤医師の地域別人口を地域ごとに見てみる
と、札幌市は 2014 年 43.0%、2016 年 44.5%、
2018 年 48.7% となっており、道民の札幌一極集
中よりも早いスピードで医師が札幌市に集中して
いる。これは内科医と外科医ともに同じ傾向であ
る。
　われわれがどのようにして若手をピックアップ
しているのか、その歴史をお話しする。
　2006 年に日医主導で女子学生 ･研修医等をサ
ポートするための会ができた。現在は名称を変え
医学生 ･研修医サポート事業としているが、ここ
に集まったモチベーションの高い人をピックアッ
プした。当初は女性医師が仕事と家庭を両立する
ための議論がなされていたが、2010 年頃からは
若者たちから地域医療をどのようにして維持して
いけばよいのかということもテーマとして挙げら
れるようになった。
　女性医師等支援相談窓口には男性医師も相談に

来ており、主な相談内容はキャリア継続に関する
ことや休職 ･転職に関することである。この相談
窓口に来る人は、諦めないでなんとかしたいとい
うモチベーションが高い人と考え、逃さないよう
にした。
　また、若者たちが北海道の地域医療をどのよう
にしていけばよいのだろうと自ら考え始めたこと
から、北海道の地域医療を考える若手医師ワーキ
ンググループを設置した。北海道内三大学からの
推薦だけではなく、医学生団体の代表にも加わっ
ていただいた。会合に北海道医師会の理事室を使
用することで、医師会はあなたたちがここで決定
したことを全国に発信していくという認識を持っ
てほしいと考えた。彼らからの要望は、「現実を
知る機会が少ないので、現役で働いてる先生と交
流が持てる機会を設けて、理想と現実のギャップ
を知りたい」、「地域の保育園や小学校の訪問をな
かなか受け入れてくれるところがなく困ってるの
で、学生と行政のパイプ役をお願いしたい」、「学
生のうちに短期間でも地域を経験し、地域を間近
に感じられるような交流の機会」、「社会人 ･他職
種との交流の機会」であった。
　その他、2012 年からは医師会が臨床研修病院
を訪問しており、その病院の若手の先生と懇意に
して、医師会への入会を呼びかけている。
　このような流れの中、医学生 ･研修医サポート
事業への参加経験者、日医「2020.30 推進懇話会」
参加者、北海道の地域医療を考える若手医師ワー
キンググループのメンバー、このような人たちを
集めて北海道 ･医師の総活躍プロモーション検討
会を作った。その中で勤務医部会若手医師専門委
員会の設置が提案され、2016 年に理事会で認め
られた。この専門委員会の設置は、10 年来の若
手医師をどのような機会でも逃すまいとする取組
みによるものである。平成 29年度の全国医師会
勤務医部会連絡協議会で行った三つのシンポジウ
ムのうち一つは、「若手企画：次世代を担う若手
医師の意識の企画 ･運営」として彼らに任せると
ともに、協議会の翌日に「医師の働き方を考える」
をメインテーマに勤務交流会を開催し、彼らにす
べての企画を任せた。
　次世代育成の裾野を広げていかなければいけな
いが、現在はモチベーションが高い人たちだけの
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バイアスがかかっていると思われる。多様な若手
医師、学生が求める共通のテーマは、「やはり質
の高い医学教育プログラムを受けたい」、「社会に
貢献できる医師を目指したい」である。コミュニ
ケーション能力や発信力 ･企画力の訓練、社会を
動かすスキルの訓練、国内外の医療現況の紹介、
これらは北海道医師会がやってきたことだが、医
療の実際を学ぶことや、医学研究の紹介、論文の
書き方等は不足していると考えており、今後、裾
野を広げるために大事なことと考えている。

③ 日本医師会勤務医委員会委員／
京都府医師会理事　 上田　朋宏

　京都府医師会には、とにかく京都全体で良医を
育てようという基本理念があり、この理念のもと
に活動を行っている。教育者 ･指導員はなぜ休み
の日に一生懸命に若手の相談に乗らなければなら
ないのか、いろいろな事業をしなければならない
のかという話によくなるが、ヒポクラテスの言葉
「医師は知の伝道者であり上級医師から教えても
らったことは無償で弟子に教える義務がある」と
の考えのもとに行っている。
　京都府医師会の主な取組み 6 つを紹介する。
新研修医総合オリエンテーション、研修医のた
めのスキルアップ研修（ICLS コース）、臨床研
修屋根瓦塾 KYOTO、研修医ワークショップ in 
KYOTO、指導医のための教育ワークショップ、
都道府県間における研修医 ･指導医等との交流事
業である。このうち、新研修医総合オリエンテー
ション、臨床研修屋根瓦塾 KYOTO、研修医ワー
クショップ in KYOTOは、若手医師ワーキンググ
ループを作って、若手に主たる企画 ･運営をさせ
ている。
　若手医師ワーキンググループとは、勉強会ごと
の招集だった指導医をグループとして固定化して
いるもので、病院や大学は関係なくやる気がある
若手医師が 10 ～ 20 名程度が集まって顔の見え
る関係となっている。卒後 3～ 11年目の医師で
構成しており、対象となる研修医に近い年代であ
ることからニーズをとらえやすくなっている。年
度をまたいで継続して勉強会に参加できるように
しており、指導医自身の指導スキルアップにもな
り、また他県との交流もできている。医師会への

入会を必須としておらず、とりあえず来てもらい、
医師会がやっていることを知ってもらっている。
毎年 20数名ぐらいのモチベーションが高く、や
る気があり、医師会が面白いという人間を育てて
いる。
　新研修医総合オリエンテーションには、多くの
プログラムを用意しており、接遇 ･コミュニケー
ション、保険医療、医師会館のシミュレーション
ラボを使った救急対応等、座学も含めて 1日間
で行っている。研修医 1年目を対象にしており、
社会人 1年目で何も分からない時に医師会とは
どのようなものかという情報を与えられる非常に
意味のあることと考えている。
　研修医のためのスキルアップ研修（ICLS コー
ス）はいろいろなところで当たり前のように行わ
れていると思うが、なかなか参加できない研修医
がいるので、医師会として特徴的なコースを作っ
ている。
　臨床研修屋根瓦塾 KYOTO は看板事業の一つで
ある。若手指導医が研修医を教え、教わった研修
医が次年度は教える側に就くという屋根瓦式であ
る。主に 1年目研修医を対象としており、4～ 5
名で 1グループとしてチーム対応形式でブース
を回って症例クイズや手技などで点数を獲得して
競い合うようにしている。私や塾長は質の担保を
見るだけで、ほとんどすべてを若手にさせている。
　研修医ワークショップ in KYOTO は災害のシ
ミュレーションをチーム対抗のクイズ形式で行っ
ている。この事業も若手がいろいろな実働部隊を
作って開催している。他の病院の同期と話す機会
が得られて良かった、他の研修医の知識や頭の回
転の速さに圧倒された、心の友ができた、モチベー
ションが刺激されたという感想がある。
　また、これらの事業は実施するだけではなく、
学会発表、論文など outcome を残すことが非常
に大事と考える。
　来年度の全国医師会勤務医部会連絡協議会は京
都で開催されるが、2日目は若手医師ワーキング
グループが作った屋根瓦塾の全国版を体験できる
ようにしており、それが全国に広がっていくこと
で、本当の意味での交流事業が完成すると考えて
いる。
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１　中国四国医師会連合各種分科会の議題につい
て
　第 1分科会（医療保険）は「10 連休中の休日
加算をめぐる各都道府県の取扱いについて」、第
2分科会（地域包括ケア）は「中山間地や離島で
の地域包括ケアの構築について」、第 3分科会（地
域医療・地域保健）は「今後の一次救急について」
を議題として提出することを決定した。

２　中四九地区医師会看護学校協議会への要望に
ついて
　標記協議会として国及び各県に対し運営補助金
等の増額の働きかけを行うよう要望することとし
た。

３　令和元年度山口県救急医療功労者知事表彰候
補者（個人）の推薦について
　山口県健康福祉部長から標記知事表彰候補者の
推薦依頼があり、郡市医師会から推薦のあった 2
名を推薦することを決定した。

４　令和元年度 JMAT やまぐち災害医療研修会に
ついて
　今年度の研修会については、「日本医師会
JMAT 研修要綱」に沿ったプログラムで実施する
こととし、前日の打合せを含め所要の講師を招請
することとした。

５　2019 年度認知症サポート医養成研修受講者
の推薦について
　山口県健康福祉部長寿社会課長から、8月 31
日（土）及び 9月 1日（日）に福岡県で開催さ
れる標記研修の受講者の推薦依頼があり、4名を
推薦することを決定した。

６　（一社）山口県指定自動車学校協会が行う「応
急救護処置指導員養成講習」の講師派遣について
　（一社）山口県指定自動車学校協会から、「第一
種免許にかかる応急救護処置指導員養成講習」の
講師派遣について協力要請があり、前回（平成
26 年度）の対応を基に協力することを決定し、
講師の選定については山口大学へ依頼することと
した。

７　映画「一粒の麦 荻野吟子の生涯」への支援
について
　標記作品の制作会社に対する寄付等の協力依頼
があった旨の紹介がされた。

８　スミセイ ウエルネス セミナー in 山口の後援
について
　（株）みなと山口合同新聞社から一般市民を対
象とした標記セミナーの名義後援の依頼があり、
承諾することを決定した。

１　山口県がん教育推進協議会の委員について
　山口県教育庁学校安全・体育課長から、標記委
員会委員の推薦依頼があり、河村会長を推薦する
ことを決定した。

２　山口県乳幼児健康診査マニュアル改定委員会
の委員について
　山口県健康福祉部子ども・子育て応援局長から
標記委員会委員の推薦依頼があり、河村一郎 理
事を推薦することを決定した。

－第 6回－

6 月 20 日　午後 5時～ 6時 45 分

河村会長、林・今村両副会長、加藤専務理事、
萬・藤本・沖中・中村・清水・前川各常任理事、
白澤・山下・伊藤・吉水・郷良・河村・長谷川
各理事、藤野・篠原・岡田各監事

協議事項

人事事項
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１　山口県学校保健連合会理事会（6月 6日）
　役員の選任、平成 30年度事業報告・決算報告
及び令和元年度事業計画・予算案について審議し
た。（河村会長）

２　第 1回禁煙推進委員会（6月 6日）
　禁煙教育スライドの内容、研修会での講演予定、
他団体との連携等について協議した。（藤本）

３　郡市医師会看護学院（校）担当理事 ･教務主
任合同協議会（6月 6日）
　学院（校）の運営状況、山口県医療政策課の新
規事業、本会の新規事業等について報告後、各校
からの意見要望である応募者の減少への対応につ
いて協議した。（沖中）

４　第 2回山口県たばこ対策会議（6月 6日）
　「山口県たばこ対策ガイドライン（第 3次）」
の素案の概要、コラムの執筆者等について協議し
た。（中村）

５　第 1回育児支援WG･ バンク運営委員会合同
委員会（6月 8日）
　サポーター研修会、サポーター通信、保育サポー
ターの登録更新等について協議を行った。

（長谷川）

６　宇部市医師会定例総会（6月 9日）
　来賓として出席し、祝辞を述べた。（河村会長）

７　社会保険診療報酬支払基金山口支部幹事会
（6月 12 日）

　審査委員改選の状況、公益代表幹事の公募、支
払基金法案の国会審議状況等について報告が行わ
れた。（河村会長）

８　都道府県医師会医師偏在対策 ･働き方改革担
当理事連絡協議会（6月 12 日）
　日本医師会から、医師の偏在対策にかかる基本
的考え方、働き方改革関連法の概要と今後するべ
きこと等について説明の後、医師偏在指標、地域
枠等について総合討論を行った。

（加藤、沖中、中村）

９　山口県健康福祉財団第 1回理事会
（6月 12 日）

　平成 30年度事業及び決算並びにその報告のた
めの評議員会の招集について審議を行った。

（事務局長）

10　一般社団法人山陽小野田医師会合併記念祝
賀会（6月 15 日）
　来賓として出席し、祝辞を述べた。（河村会長）

11　第 102 回山口県医学会総会（6月 16 日）
　宇部市医師会の引受により国際ホテル宇部及び
渡辺翁記念館において開催。午前中は山口宇部医
療センターの亀井治人 院長による「非小細胞肺
がんにおける薬物療法の進歩」、順天堂大学代謝
内分泌内科学講座の綿田裕孝 教授による「糖尿
病の最新治療」の 2つの特別講演が行われ、参
加者 94名。午後からの市民公開講座は、鳥取大
学医学部保健学科生体制御学の浦上克哉 教授に
よる講演「認知症の最新情報～今からできる効
果的な予防法～」が行われ、参加者 590 名。ま
た中高生を対象とした「医師の職業体験」では、
31 名の生徒が血圧測定、AED、採血、縫合の体
験に熱心に取り組んでいた。（加藤、白澤）

12　山口県糖尿病療養指導士講習会（6月 16 日）
　開講式の後、4題の講義が行われ、最後に確認
テストが行われた。受講者 172 名。（藤本）

理 事 会
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13　山口県看護協会通常総会（6月 16 日）
　開会式において、来賓として祝辞を述べた。

（沖中）

14　日本医師会監事会（6月 18 日）
　会計の収支報告と医師年金の報告を受けた。

（河村会長）

15　日本医師会第 3回理事会（6月 18 日）
　外部審議会委員等の推薦、令和元年度「医療関
係機関等を対象にした特別管理産業廃棄物管理責
任者」に関する講習会の開催等について協議した。

（河村会長）

16　やまぐち移植医療推進財団定時評議員会
（6月 19 日）

　平成 30年度事業報告及び決算、財産の運用方
針等について審議した。（河村会長）

17　勤務医と開業医が相互兼務　島根、医師確
保へ新法人
　島根県江津市における地域医療連携推進法人の
設立、認定に関する情報提供。（藤本）

１　第 18 回「学びながらのウォーキング大会」
について
　令和元年 11 月 24 日（日）に萩市で開催し、
特別講演は、萩セミナーハウスで実施することを
決定した。

2　全国国民健康保険組合協会第 73 回通常総会
について（6月 14 日）
　愛媛県歯科医師国保組合の担当で松山市におい
て開催。平成 30年度事業報告及び収支決算、役
員の選任等について協議した。（河村会長）

１　医療機関経営セミナーの開催について
　本会、日本医師会及び TKC 医業・会計システ
ム研究会の三者による共催セミナーを 10月 5日
（土）に本会大会議室で開催すること、併せて、
これをもって郡市医師会税制担当理事協議会の開
催とすることを決定した。

２　医療費助成事業に係る審査支払業務の委託に
係る要望について
　標記業務について、市町から社会保険診療報酬
支払基金への委託を促進するよう、山口県歯科医
師会、山口県薬剤師会、健康保険組合連合会山口
連合会及び全国健康保険協会山口支部との連名で
山口県知事及び各市町長に要望することを決定し
た。

３　第 43 回日本心身医学会中国四国地方会の名
義後援について
　山口大学大学院医学系研究科高次脳機能病態学
講座から標記学会への名義後援の依頼があり、承
諾することを決定した。

４　第 22 回フィジカルヘルスフォーラムへの支
援について
　大学保健におけるフィジカルヘルスの向上等を
目的とする標記フォーラムの趣旨に賛同し、主催
者であるフィジカルヘルス研究会に対し、2万円

理 事 会

－第 7回－

7 月 4日　午後 5時～ 7時 20 分

河村会長、林・今村両副会長、加藤専務理事、
萬・藤本・沖中・中村・清水・前川各常任理事、
白澤・山下・伊藤・吉水・郷良・河村・長谷川
各理事、藤野・篠原両監事

協議事項

医師国保理事会　－第 5回－
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を寄付することとした。

１　山口県医師会糖尿病対策推進委員会の委員に
ついて
　標記委員会の委員として、山口県歯科医師会理
事の木村英一郎 きむら歯科医院院長に委嘱する
ことを決定した。

１　山口県予防保健協会評議員会（6月 20 日）
　2018 年度事業報告及び決算、理事及び監事の
選任等について協議を行った。（沖中）

２　第 1回地域医療計画委員会（6月 20 日）
　県医療政策課から、｢地域医療構想の推進（調
整会議等の進め方）｣、｢ 地域医療介護総合確保
基金（医療分）｣及び ｢医師確保及び外来医療に
関する計画の策定 ｣について、今後の取組み、ス
ケジュール等について説明の後、協議を行った。

（前川）

３　第１回学校医部会役員会（6月 20 日）
　「学校医活動記録手帳」の活用状況、『学校医の
手引き』の改訂、学校医研修会の講師選定、令和
2年度中国地区学校保健・学校医大会の引受け等
について協議を行った。（藤本）

４　医事案件調査専門委員会（6月 20 日）
　病院 1件、診療所 2件の事案について審議を
行った。（林）

５　第 1回花粉情報委員会（6月 20 日）
　平成 30 年度事業報告の後、2019 年度事業計
画について協議した。このうち、12月 15日（日）
に開催する「花粉測定講習会」の講演 2題及び
実技指導の講師を決定し、特別講演の講師につい
ては、山口大学大学院医学系研究科眼科学講座に

依頼することとした。（長谷川）

６　山口県障害者スポーツ協会第２回理事会
（6月 21 日）

　会長、副会長及び常務理事の選任が行われた。
（事務局長）

７　中国四国医師会連合常任委員会（6月 22 日）
　令和 3年度の中国地区学校保健・学校医大会、
中国四国医師会連合勤務医委員会の委員について
情報提供及び報告があった。（加藤）

８　中国四国医師会連合連絡会（6月 22･23 日）
　22日：中国四国医師会連合常任委員会の報告、
日本医師会財務委員会及び議事運営委員会の報
告、中四国ブロック選出の日本医師会役員による
中央情勢報告が行われた。23 日：日本医師会議
事運営委員会の報告が行われた。（加藤）

９　日本医師会第 145 回定例代議員会
（6月 23 日）

　平成 30年度日本医師会事業報告の後、第 1号
議案「平成 30年度日本医師会決算の件」及び第
2号議案「令和 2年度日本医師会会費賦課徴収の
件」について審議を行い、原案どおり承認された。
また、代議員から提出された質問 17件について、
それぞれ担当役員から答弁が行われた。代議員定
数 368 名、出席 363 名、欠席 5名。（加藤）

10　山口県共同募金会評議員会（６月 25日）
　平成 30 年度事業報告及び決算、役員の選任、
配分委員会委員の選任について審議を行った。

（事務局長）

11　第１回福祉サービス事業所における第三者
委員活動促進検討会（６月 25日）
　標記検討会の設置者である県社会福祉協議会か
ら、検討会の目的及び業務について説明の後、第

人事事項

報告事項
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三者委員の活動の活発化等に資するためのアン
ケート調査（案）等について協議した。（今村）

12　中国地方社会保険医療協議会山口部会
（６月 26日）

　薬局 1件が指定された。（河村会長）

13　集団指導（６月 27日）
　中国四国厚生局及び山口県の共同による各種集
団指導と併せて、本会が実施する全医療機関を対
象とする集団指導（隔年出席制）を下関市で開催
し、立会した。（伊藤）

14　第１回健康教育委員会（６月 27日）
　令和元年度健康教育テキストの素案について協
議し、修正を行った。（藤本）

15　郡市医師会救急医療担当理事協議会
（６月 27日）

　県消防保安課から「本県の緊急搬送の現況」及
び「救急医療電話相談」、県医療政策課から ｢ド
クターヘリの出動状況」について報告の後、本会
から「ACLS 普及啓発事業」、「二次救急医療体制」、
｢JMAT やまぐち ｣、｢AED 等の設置状況 ｣につい
て説明し、協議を行った。（前川）

16　勤務医部会第１回理事会（６月 27日）
　平成 30年度事業報告の後、郡市医師会勤務医
理事との懇談会、病院勤務医懇談会、市民公開講
座、シンポジウム（総会）等、今年度の事業につ
いて協議を行った。（中村）

17　第１回山口県糖尿病対策推進委員会
（６月 27日）

　平成 30年度の事業報告の後、令和元年度の会
議日程、山口県糖尿病療養指導士講習会、やま
ぐち糖尿病ウォークラリー等について協議を行っ
た。また、県医務保険課から「糖尿病性腎症重症

化予防」について、同プログラムの改定について
の説明及び平成 30年度糖尿病対策に関する研修
会の報告が行われた。（藤本）

18　医師事務作業補助者連絡協議会（６月 29日）
　令和元年度の事業として、10 月 12 日（土）
又は同月 20 日（日）に事例発表及び講演会、1
月 25 日（土）にグループディスカッションを開
催することを決定した。（中村）

19　臨床研修医交流会第３回幹事打合会
（６月 30日）

　国際感染症センター国際感染症対策室の忽那
賢志 医長及び洛和会丸太町病院救急・総合診療
科の上田剛士 部長の特別講演、「内科救急テンプ
レートを作ろう」をテーマとしたグループワーク
等のプログラムを決定した。（中村）

20　男女共同参画部会第１回理事会（６月 30日）
　新任理事を含めたワーキンググループの編成、
令和元年度の活動等について協議を行った。その
後、保育サポーターバンクの運営状況、女子医学
生インターンシップの進捗状況等について報告が
行われた。（長谷川）

21　医療紛争防止研修会（７月２日）
　岩国市医療センター医師会病院において、「紛
争に介入する医療安全管理者の活動の紹介」（岩
国市医療センター医師会病院：安永彰子 看護
部長）、｢裁判上望ましい患者への説明・同意書
とは？ ｣（弘田法律事務所：吉岡寛志 弁護士）、
｢医療紛争の現状と問題点 ｣（本会：林 弘人 副
会長）の講演 3題による研修会を行った。参加
者は医師、看護師等 106 名。（林）

22　中国地区 DMAT 連絡協議会実働訓練担当者
会議（７月３日）
　令和元年 10 月 25 日（金）から 27 日（日）
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まで行われる中国 5県 DMAT 実働訓練、山口県
内病院 DMAT 活動拠点本部設置運営訓練につい
て、調整事項の進捗状況を各参加機関が説明し、
さらに準備を進めることを確認した。（前川）

23　山口県配偶者暴力相談支援連絡協議会
（７月３日）

　県男女共同参画課、山口地方裁判所、県警察本
部人身安全対策課等の関係機関から、平成 30年
度の実績、令和元年度の取組みについて報告を受
け、協議した。（事務局長）

24　広報委員会（７月４日）
　会報主要記事掲載予定（8～ 10 月号）、緑陰
随筆、歳末放談会のテーマ等について協議した。

（長谷川）

25　会員の入退会異動
　入会 16件、退会 5件、異動 15件。（7月 1日
現在会員数：1 号 1,260 名、2 号 876 名、3 号
462 名、合計 2,598 名）

１　第 1回通常組合会について
　7月 8日（木）に開催する通常組合会の次第及
び４議案について協議、議決した。

理 事 会

医師国保理事会　－第 6回－

　第６回理事会は、またまた 31℃の真夏日であり、第７回理事会も
30℃超えの真夏日となった。奇しくも参議院議員選挙の公示日であり、
アメリカの独立記念日でもあった第 7回理事会は、いつもより白熱し
た議論が交わされた。現時点での情報に基づいて議論がなされた都道府
県医師会医師偏在対策・働き方改革担当理事連絡協議会や日本医師会第
145 回定例代議員会については『日医ニュース』等を一読していただき
たい。

１　郡市医師会看護学院（校）担当理事・教務主任合同協議会について
＜郡市医師会、看護学院（校）からの意見と要望＞
・ 応募者が減少する中、オープンキャンパスの実施と効果の再検討
・ 補助金増額（国、県、県医、周辺医師会）と適正運営
　　運営の郡市医師会以外の地区からも学生が来ているので、理解と協力を
　　所属医師会員負担による学校運営の是非
・ 各医療機関における看護職員の確保
　　有料職業紹介所を介しての確保の是非と高額な紹介料金の問題
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・ 看護教員の給与について
・ 他地区からの実習施設利用
　　実習計画に支障、実習謝金の値上げ問題
・ 中四九地区医師会看護学校協議会におけるオール山口での要望
・ 定員数と統廃合　
　　医師会立が養成を止めた場合の需給状況
　　卒後は県外への就職率が高い大学系学校と、県内就職率が依然高い医師会立の現状を踏まえた将来
　　　的な看護職員の需給シミュレーションを県行政に要望
　　養成所の統廃合を検討すべき

２　郡市医師会救急医療担当理事協議会について
＜各医療圏域での問題点＞
・ 特定の医療機関に負担が集中。負担軽減のため、可能な場合は早めに県外に紹介。
・ 特定の医療機関に負担が集中。病態により紹介医療機関を使い分けている。圏域内でカバーできない
　場合は、圏域外の救命救急センターへ紹介。高齢化が進行して救急患者が減少している地域もあり。
・ 各市の二次救急病院でまずは対応し、対応できない場合は圏域内の救命救急センターへ紹介。
・ 二次の輪番は、病態によっては断りながら何とか行っているが、今後、輪番病院が一つでも減ると実
　施が困難。対応が困難な場合は圏域内の救命救急センターへ紹介。
・ 二次輪番、輪番サポートで対応。二次でもウォークインの患者さんは他病院受診を勧めることがある。
　広域で二次救急対応しているため、遠方に受診せざるを得ない患者さんの不満あり。地域により、他
　圏域に搬送される場合あり。
・ 二次救急の 3病院で実施できている。5年後も大丈夫と思われる。
・ 特定の科に対応できない輪番病院は、残りの 3病院が特定科輪番で対応。
・ 対応できない場合は圏域を越えて紹介。ドクヘリを活用。
・ 輪番担当回数は病院により差がある。小児科、外科の二次救急に今後問題がでる可能性あり。

３　その他
１）地域医療連携推進法人「江津メディカルネットワーク」に対して島根県が認定書を交付
・ 済生会江津総合病院と江津市医師会が共同で同法人を設立
・ 済生会は勤務医不足の解消、開業医は済生会の高度な医療設備の利用や看護師らの派遣が望める
・ 開業医は理学療法士や放射線技師らの派遣、済生会は 17ある診療科の医師の負担軽減が可能
・ 江津市医師会所属の開業医は 21人（平均年齢 63.7 歳で 9人は 70歳以上）
　　（地域医療連携推進法人：2015 年の医師法改正で、良質で適切な医療を提供するため病院などの
　　  連携を進めようと制度化され、各都道府県が認定する）

　第 102 回山口県医学会総会が宇部市医師会の担当で開催され、医師約 100 名が参加し、市民公開講
座には宇部市民をはじめ 590 名の参加者があり大変盛会であった。山口県医学会総会は、医学及び医術
の研究を目的として、大正 3年（1914 年）に第１回を開催し（途中 2年の中断あり）、現在まで継続開
催している伝統ある会である。第 100 回の総会（山口県医師会・山口市医師会担当）からは、医師確保



令和元年 8月 山口県医師会報 第 1908 号

649

の一環として「中高生対象の医師の職業体験」を実施している。県医師会生涯教育委員の清水良一 先生
の「人間の身体は優れもの」というメッセージが中高生にしっかり伝わる情熱的なミニレクチャーから
始まり、その後４つのブース（血圧測定、AED蘇生、採血、縫合）での実技体験が行われた。“医師らし
さ一番”の縫合は人気ブースであるが、私が３年間連続でお手伝いをしている血圧測定も個人的にはな
かなか楽しいブースである。今年も、用意したマンシェットが太すぎた少年の面影が残る中学 1年生か
ら、医学部受験を明言した真っ直ぐな目差しが眩しい高校 3年生など中高生 31名の参加があった。医
師になりたいとの思いはさまざまだが、ミニレクチャーの時の集中力や、各ブースでの適応力とお行儀
の良さに医師として嬉しくなった。夢をぜひ叶えてほしい、そしていつか山口県の医療に貢献してほし
いと願う。前進！

［文責：副会長　今村　孝子］

死体検案数掲載について

死体検案数と死亡種別（令和元年 6月分）

自動車保険・火災保険・積立保険・交通事故傷害

保険・医師賠償責任保険・所得補償保険・傷害保険ほか

損害保険ジャパン日本興亜株式会社  代理店
共 栄 火 災 海 上 保 険 株 式 会 社  代理店
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　HAL®（Hybrid Assistive Limb®）は、茨城県つ
くば市のベンチャー企業「サイバーダイン株式会
社（CYBERDYNE）」が研究開発したロボットで、
2013 年に世界初のロボット治療機器として認証
を取得した。日本では 2015 年に医療機器として

薬事承認され、2016 年から神経・筋疾患である
8疾患、①脊髄性筋萎縮症（SMA）、②球脊髄性
筋萎縮症（SBMA）、③筋萎縮性側索硬化症（ALS）、
④先天性ミオパチー、⑤シャルコー・マリー・
トゥース病（CMT）、⑥遠位型ミオパチー、⑦封

  ῇ֥ ϼ ӣ ˹

（医）社団松涛会安岡病院院長　　戸田　健一

「ロボットスーツHAL®」

「HAL 操作説明」

　前方から転倒防止目的の免荷機能付き歩行器（ALL IN ONE）を操作し、後方よりコントローラーでアシス

ト量を調整しながら歩行運動を実施。装着者の皮膚表面（股屈伸筋群・膝屈伸筋群）に貼付した電極から生

体電位信号（BES）を検出し、床反力および体幹・下肢の角度センサーから得られる情報と併せて股・膝関

節のパワーユニットが駆動する。

新コーナー
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入体筋炎（IBM）、⑧筋ジストロフィー（MD）に
対して医療保険が適用となった。現在、HTLV-1
関連脊髄症（HAM）等の脊髄障害や脳卒中に対
しての適応拡大治験も行なわれており、海外で 
は既に、脳卒中や脊髄損傷に対して良好な治療効
果が報告されている。脊髄損傷患者に対するHAL
の 効 果 は、 動 画（http://www.neurology.org/ 
content/83/5/474/suppl/DC1）で確認できる。
　HAL は、開発者である山海嘉之（筑波大学）
が提唱したサイバニクス治療により、脳内の神経
可塑性の促進を目的としており、ニューロリハビ
リテーションの一種である。サイバニクスとは、
ヒトと機器を直接接続し、リアルタイムに情報交
換をすることで、ヒトを支援する技術概念のこと
であり、その中核をなすのが、iBF（インタラクティ
ブバイオフィードバック）である。これにより、
装着者の意図を読み込んで、末梢からの指令を適
切な情報に調整し、装着者に情報が返ってくると
いった双方向のフィードバックが行なわれ、正し
い動きが成功する、次もうまくいくことが予測で
きるということを反復すると、中枢神経である脳
が学習して、脳・神経機能が強化・再構築される
と考えられている。
　HAL は、① CVC：サイバニック随意制御、
② CAC：サイバニック自律制御、③ CIC：サイバ

ニックインピーダンス制御の3種類がハイブリッ
ドされることで動作している。ヒトが身体を動か
そうとすると、脳から脊髄・運動神経を通じて筋
へ信号が伝わる。CVC により、その際に皮膚表
面に出現する微弱な生体電位信号（BES）を皮膚
に貼ったセンサで運動現象よりも早期に検出し、
荷重・角度センサから得られる情報を複合して、
各関節に配置されたパワーユニットを駆動させる
ことで、装着者の意思に沿った動きをアシストす
る。運動発現時には CAC により、自動的に内部
の運動データベースを参照し、誤りのない正確な
歩行動作パターンが作動し、CIC により、重量感
（14kg）は感じることなく、成功したという感覚
を実感して、歩行動作が実現する。このループを
繰り返すことで、脳活動と運動現象が疲労なく反
復でき、報酬系も合わさることで、HAL を外し
た後でも、運動学習効果が維持され、HAL なし
でも歩ける可能性が現れる。脳機能の経時的変
化を観察する為に、HAL 治療前後での functional 
MRI を施行した結果、一次運動野の賦活がより
限局され収束していくことが報告されている。
　当院では 2016 年に医療用下肢タイプを県内で
初めて導入し、これまでに神経・筋疾患を中心
に治療を行なっている。実際の治療は、ホイスト
を用いて転倒予防をした上で、前方から免荷機能

付き歩行器 ALL IN ONE を操作し、
装着者と会話をしながら、後方か
らコントローラーにて調整を行な
う。1回30～60分（装着時間込み）
の歩行運動療法を 5週間程度の間
に 9回行ない、HAL を装着する前
と後に、歩行の耐久性とスピード
等を評価することで効果判定を行
なっている。週 2回以上の使用が
推奨されており、利用者と相談し
ながらスケジュールを立てている。
利用は、利用者の選定を脳神経内
科医とリハビリセラピストにて行
ない、診察・面談後に入院か通院
により対応している。
　症例紹介。20 歳代男性、6歳で
先天性ミオパチーの診断を受け、

「HAL 動作原理」

　歩こうとすると脳・脊髄・末梢神経・筋肉へ電気信号が伝わり、

皮膚表面から生体電位信号（BES）が現れる。HAL は、神経・筋

疾患患者の微弱で不揃いな BES でも感度良く検出し、HAL 装着者

にベストな歩行動作をアシストする。
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